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随 想

外国人とともに暮らす地域社会へ
―新潟県の現状と課題―

小澤　薫（新潟県立大学）

新潟県内の在留外国人数は、2020年に一時減少
したものの、2024年12月末には2万2139人と過去
最多を更新した（在留外国人統計）。県総人口に
占める割合は1.02％で、全国平均の2.75％を下回っ
ているが、県内の30市町村すべてに在住者がお
り、出身国も134の国・地域に広がっている。国
籍別では、以前は中国籍が最多であったが、2023
年以降はベトナム籍が最も多くなっている。フィ
リピン、インドネシアも増加傾向にあり、とくに
EPA（経済連携協定）締結国の伸びが顕著となっ
ている。人数の多い順では、ベトナム、中国、フィ
リピン、韓国、インドネシア、ミャンマー、ネパー
ル、タイの8か国で、全体の75％以上を占めている。
在留外国人のなかで、1万4千人は労働者として働
いており、また外国人を雇用する企業も増えてい
る（新潟県における外国人雇用状況の届出状況）。
在留資格別では、「技能実習」がもっとも多く外
国人労働者の30.4％を占めている。こうした状況
のなかで、「人材確保と人材育成を目的」とする「育
成就労制度」への移行が進められている。
新潟県では、県・新潟県国際交流協会・新潟市
中央区社会福祉協議会が、2023年に多文化共生推
進を目的に、県内の外国人を対象とした実態調査
を行った。きっかけは、新型コロナの影響により
生活福祉資金貸付を必要とする外国人が増えたこ
とであった。
調査では、「日本語を話せる」と答えた人が
84.9％に上ったものの、専門用語への理解に不安
を感じる人が多く、医療の場面では特に困難があ
ることがわかった。それらをふまえて、新潟県国
際交流協会では、8言語の通訳相談や多言語タブ
レット対応を行い、社会福祉協議会では「やさし

い日本語」学習会を通じた地域とのつながりづく
りを進めている。
コロナ禍後は、留学生や技能実習生、特定技能
での外国人の流入が回復・増加しており、とくに
介護分野などでは労働力としての期待が高まって
いる。在留外国人の生活不安の改善は、地域で安
心して暮らすために不可欠である。県としても外
国人の受け入れを積極的に進めるのであれば、外
国人に限らず、労働条件・待遇の改善、安定雇用
の確保、専門性を活かせる場の整備、就職後の教
育・研修の充実が重要となっている。
一方で、永住者や定住者の高齢化も進んでいる。
調査では、「自分や家族の葬儀・お墓」について、
約半数が「考えていない」「わからない」「考えた
くない」と回答し、身寄りの問題や地域とのつな
がりの希薄さが課題として浮かび上がっている。
また、災害の備えについては、外国人に限ったこ
とではなく、日本人についても災害や危機に対し
て自ら対策を講じている割合は高くない（平成25
年度新潟県「夢おこし」政策プラン推進のための
県民意識調査）。こうした課題と向き合い、地域
の中で一緒に考えるしくみづくりが求められてい
る。
今回の調査は、県、国際交流協会、社会福祉協
議会、大学など多機関が連携し、外国にルーツを
持つ人々の生活に目を向ける取り組みとして実施
された。今後は、こうした動きを制度化・施策化
し、「外国人に選ばれる自治体」として、企業や
地域が一体となって受け入れの体制を整えていく
ことが期待されている。そして何より、誰もが安
心して暮らせる地域づくりが求められている。

（おざわ　かおる）
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はじめに

本稿では、まず、憲法における地方自治に関す
る規定を確認し、その制度化としての地方分権改
革や改憲論に触れる。次に、関与法制や2024年の
地方自治法改正により導入された特例指示権に触
れ、自治体にも大きな影響を与える日本の南西地
域における自衛隊の空港・港湾施設の利用との関
係をみる。そして、人口減少を背景に、「自治体
戦略2040構想」に従って自治体行政が転換されよ
うとしていることから、その内容を検討する。最
後に、独自の政策を展開しようとしている首長や
地方議会の動向を確認し、民主主義の根幹部分で
ある選挙の現状に触れる。近年の地方自治を検討
する上では、辺野古新基地建設事件は避けて通る
ことができないが、本号に筆者も参加した座談会
が掲載されることから、その内容や検討は基本的
にそちらに委ねる（1）。

一　憲法と地方自治

１　現行憲法における地方自治
現行憲法には、旧憲法にはなかった平和主義に
かかわる第２章と地方自治にかかわる第８章が規
定された。旧憲法下においても、地方制度は存在
したものの、現行憲法に「地方自治の本旨」が定
められ、地方公共団体は、団体自治と住民自治が
保障されるものとして、地方団体ではなく、統治
団体として存在するものとなった。地方公共団体
は、条例制定権を保障され、行財政について権限
を有し、地方議会議員や首長が住民の直接公選に
よって選出されるようになった。
他方、現在ではまったく活用されていない憲法

規定も存在する。まず、法律に定められた吏員（公
務員）の公選の規定は、行政委員会委員を公選す
ることが念頭に置かれたものと考えられ、教育委
員会法において公選制が規定されていたが、1956
年に廃止された。それを補完するものとして、中
野区において、条例によって準公選制がとられた
が、こちらも1995年に廃止された。また、地方特
別法に対する住民投票は、1952年を最後に活用さ
れることはなく、むしろ、法律で制度を一般的に
創設し、政令で適用範囲を決定すれば住民投票は
不要として、その利用を限定している。

２　自治体における基本的な条例
個々の自治体をみてみると、憲法の理念とも結
びつく幾つもの基本的な条例が制定されてきてい
る。まず、自治体にとって重要な基本的な条例と
して、基本原則、議会や首長の役割、住民参加等
を規定する自治基本条例がある。自治基本条例は、
2024年4月1日現在、409自治体において制定され
ているようである。保守系議員からは、この自治
基本条例の制定に対する反対も強いことから、広
がりが限定されている。
次に、議会活性化との関係で、議会基本条例が
制定されており、議会基本条例は、一般的に、議
会を構成する議員と首長が公選で、議会も首長も
住民を代表すると考える二元代表制に基づくもの
で、首長と議会が緊張関係に立つことを明らかに
する規定を置き、首長と議会との間、議員間、議
会と住民との間の討議を重視するものである。議
会基本条例は、2024年4月1日現在、1027自治体に
おいて制定されている。2013年が一年間の制定数
のピークとなっており、また、過半数の自治体が
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条例を制定しているものの、実際には十分活用さ
れていない自治体もある。
最後に、住民投票や住民参加を保障する住民投

票条例や住民参加（市民参加）条例が制定され、
住民自治が制度化されている。しかし、特に住民
投票条例に関しては、2024年12月１日時点で、常
設型住民投票に関する単独条例として施行されて
おり、かつ、確認できるものとしては、75条例に
とどまっており、また、1996年8月4日から2024年8
月18日までで、条例に基づき実施された市町村合
併以外の地域の重要な課題に関する住民投票（重
要争点型）も、50件（成立要件を充足しなかった
もの８件）にとどまっており、積極的に制定され、
利用されているとは言えない状況と考えられる。

３　�地方分権に基づく地方自治法改正と自民党改
憲論
国レベルの制度改革で重要であるのは、1990年
代以降の地方分権改革である。機関委任事務が廃
止され、義務付け・枠付けの見直しなどの重要な
改革もなされたが、ここで確認したいのは、改正
地方自治法1条の2が定める「補完性原理」と「国
と地方の役割分担」である。基礎的自治体を優先
する前者は他国でも認められているが、日本にお
いては、「総合行政主体」論とセットで論じられ、
「平成の大合併」で用いられた。後者は、外交や
防衛などを国の役割として、それに自治体が口出
しすることを阻み、他方で、農業・社会保障・教
育等の行政分野において、国が行政責任を負わず、
行政責任を自治体や住民へ転嫁し、行政減量を求
める危険性を有するものであった。
このような地方自治法の規定は、2012年4月の
自民党「日本国憲法改正草案」（以下「改憲草案」）
の地方自治に関する規定に反映された（2）。つま
り、改憲草案において、上記の「補完性原理」や
「国と地方の役割分担」が定められた。また、改
憲草案では、「財政の健全性」確保が規定される
が、それは、国の財政責任を限定し、自治体に行
政サービス削減や住民への負担増を求めるものと
なる危険性が高いものであった。改憲草案で「地
方自治体」を「基礎地方自治体」と「広域地方自
治体」とすることを「基本」とする部分は、必ず

しも二層制を有さないことを意図し、「広域自治
体」は道州制の導入を想定したものと考えられる。
ただし、現時点では、道州制は政治の中心的なテー
マからは外れていると思われる。公選制との関係
では、選挙権を「住民であって日本国籍を有する
者」に限定し、立法政策によって外国籍住民に選
挙権を認めることを否定する極めて保守的なもの
となっている。さらに、先に述べた現在ではまっ
たく活用されていない二つの憲法規定もほぼ同様
のものが提案されており、状況を改善する意欲が
ないことを示している。
もう一点、後述の論点との関係で、改憲草案で
注目しておきたいのは、緊急事態にかかわる部分
であり、「緊急事態の宣言が発せられたときは、
法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の
効力を有する政令を制定することができるほか、
内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を
行い、地方自治体の長に対して必要な指示をする
ことができる。」とする規定である。この規定に
つき、自民党「日本国憲法改正草案Ｑ＆Ａ（増補
版）」は、「地方自治体の長に対する指示は、もと
もと法律の規定を整備すれば憲法上の根拠がなく
ても可能」といった説明をしている。
その後、自民党は、改憲項目を限定し、改憲4
項目として、「自衛隊の明記」「緊急事態対応」「参
議院の合区解消」「教育環境の充実」の改正を示
したが、現在では、自衛隊の明記」「緊急事態対応」
の二つに重点を置いている。

二　国の関与、自衛隊と自治体

１　�関与法制と2024年地方自治法改正における
特例指示権
次に、地方分権改革に基づき地方自治法におい
て制度化された国の自治体に対する関与制度を確
認しておく。まず、関与の基本類型が示され、「関
与法定主義」として、地方公共団体は、「法律又
はこれに基づく政令」によらなければ、これらの
関与を受けたり、必要とされたりすることはない
とされた。また、「関与の基本原則」として、関
与は、行政目的達成のための必要最小限度のもの
とすべきこと、地方公共団体の自主性および自立
性に対する配慮の必要性が明文化された。法定受
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託事務と自治事務についての関与の基本類型がそ
れぞれ規定され、両者は明確に区別され、自治事
務に対しては、法定受託事務のような強い関与は
認められないものとなっている。さらに、関与に
ついて自治体に不服がある場合には、国地方係争
処理委員会に申出を行うことができ、それでも不
服が残る場合、訴訟を提起して争うことができる。
もっとも、争われる件数は相当少なく、辺野古新
基地建設事件における国地方係争処理委員会や裁
判所の対応は消極的なもので、どこまで地方自治
保障に有用かという疑問はある。
関与法制との関係では、2024年の地方自治法改
正で制度化された特例指示権に注目しなければな
らない。大規模災害や感染症対応等を理由に設け
られたこの指示権の規定は、要件の抽象度も高く、
自治体の対応に「違法等」がある場合でなくても、
法定受託事務に限定されずに適用される可能性が
あるなど、従来の関与法制のような限定もないか
らである。これに対して、地方分権は、国と自治
体の関係を従来の「上下・主従関係」から「対等・
協力関係」にしたのに、特例指示権は「上下・主
従関係」に戻すものであるといった批判がみられ
る。しかし、関与法制は、「対等・協力関係」の
例外であり、特例指示権は、その例外を拡大する
ものと思われる。いずれにしても、特例指示権は、
地方分権改革に逆行するものであり、さらに、そ
れにとどまらず、先に触れた自民党改憲草案の緊
急事態条項の内容を、Ｑ＆Ａの説明のように、改
憲ではなく地方自治法によって具体化したものと
考えられる点でも問題がある。

２　空港・港湾の軍事利用と特例指示権
この特例指示権にも関連し、自治体に大きな影
響を与える問題として、日本の南西地域における、
自衛隊基地等の再編強化とともに行われている、
自衛隊が使用するための空港・港湾の整備に触れ
る（3）。これは、安保三文書を具体化するもので
あり、自衛隊・海上保安庁が平時から必要な空港・
港湾を円滑に利用できるように、円滑な利用に関
する枠組みを設け、空港・港湾を「特定利用空港・
港湾」に指定するというものである。政府は自治
体への説明に際して、空港・港湾のインフラ整備

は、「軍民両用（デュアルユース）」のメリットが
あり、「観光客の増加につながる」などの「経済
効果」をあげていた。もっとも、「特定利用空港・
港湾」に限らず、自衛隊・米軍によって、演習の
ために民間空港が利用されているようである。慎
重姿勢の沖縄県とは対照的に、自治体の中には、
インフラ整備による「軍民両用（デュアルユース）」
のメリットを期待して、特定利用空港・港湾の指
定を望む声もあったようであり、地方自治との関
連からも重要なものとなっている。
また、米軍も日本各地の民間空港・港湾の軍事
利用の既成事実を積み上げ、近年は九州・沖縄な
ど南西地域の空港の軍事利用が目立つとされてい
る。これにかかわって注目されるのが、神戸港に
入港するために非核証明書の提出を求める非核
神戸港方式である（4）。しかし、2025年になって、
米軍掃海艇が神戸港への入港を求める際に、証明
書を提出させるのではなく、外務省によるこの掃
海艇が「核兵器を搭載していないことにつき、わ
が国政府として疑いを有していない」とする回答
で代替させることを認めた。このような外務省の
対応で足りるとするのであれば、神戸港における
50年にわたって継続した独自の取扱いも消滅の危
機を迎えることになる。
さらに、先に紹介した2024年の地方自治法改正
によって導入された特例指示権の利用にも注意が
必要である。国会の法案審議において、大臣等か
ら、自衛隊、海上保安庁の優先利用のために、個
別法で想定されていない事態において、特例指示
権が行使されることはない旨の説明がなされたも
のの、総務省自治行政局の局長は、途中段階で、
武力攻撃事態など有事の際に特例指示権の行使を
除外するものではないと説明したこともあり、特
例指示権行使の危険性は依然として残っていると
考えられる。

３　自衛隊の政策にかかわる国民保護・権利保障
しかし、防衛施設・軍事施設等が整備されれば
整備されるほど、周辺住民は攻撃対象とされるだ
けで、保護されないのではないかという問題があ
る（5）。ジュネーブ条約は別にしても、「防衛省・
自衛隊の任務は、主たる任務を『武力攻撃の排除
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措置』に限られており、できる限り『国民保護措
置』を講ずることとされている」ことから、「武
力衝突時や戦時における国民保護は、もっぱら国
民保護を任務とする内閣、とりわけ内閣官房と地
方公共団体によって行われる」が、「住民の実効
的保護は置き去りのまま」になる可能性が高いこ
とである。また、住民が自衛隊員と一緒だと攻撃
を受ける可能性があることから、「軍民分離」が
必要であるとして、「台湾有事」の際、沖縄県先
島諸島の住民と観光客計約12万人を九州各県と山
口県に避難させる計画となっているが、それは机
上の空論にすぎないのでないかと考えられる。
自衛隊をめぐる権利保障との関係で自治体レベ
ルにおいて現在争いとなっている問題としては、
自衛隊への募集対象者情報（氏名、出生年月日、
男女の別および住所）の提供がある。紙幅の関係
もあることから、ここでは、法令の根拠がないに
もかかわらず、国が提供には、「特段の問題が生
じるものではない」とし、自治体においても、自
らが法令解釈権を行使して独自に判断するのでは
なく、安易にその解釈を受け入れているものが少
なくないことのみ指摘しておく（6）。

三　人口減少と自治体戦略2040構想

1　人口減少と行政組織の縮小
2014年のいわゆる増田レポートにより、人口減
少に伴う自治体消滅など刺激的なキャッチフレー
ズの下に政策が展開してきた。その一つが地方創
生であるが、これについては、現在の「地方創生
2.0」の中で少しだけ触れる。もう一つ重要な政
策は、自治体戦略2040構想である（特に、『自治
体戦略2040構想研究会第二次報告』（2018年7月））
（以下「2040構想」）。そこでは、「個別最適」では
なく、「全体最適」が強調され、自治体間の連携、
公共私の連携やAI技術の活用が重視された。そ
の内容は、後述し、ここでは行政組織（公務員）
の縮小状況のみ簡単に確認する。
国やそれに従う自治体によって、職員（公務
員）数が継続的に削減される一方で、いわゆる非
正規職員が増大させられてきた。職員数は、1994
年がピークで328万2千人、2016年まで一貫して減
少し、同年は273万7千人、その後微増はあるもの

の、2024年は281万2千人であり、一般行政部門や
教育部門の減少率は大きい（一般行政部門の中で
も、防災部門や児童相談所等は増加）。他方、臨
時・非常勤職員の職員数は、2016年においては64
万3千人であったが、2022年には69万4千人と増加
している。そして、会計年度任用職員62万2千人
の内、パートタイムが圧倒的に多い。会計年度任
用職員は、処遇改善を目的とするとされたものの、
実際には、建前と実態にはズレがあることが少な
くなく、処遇改善どころか、処遇が悪化する例す
らある。

２　自治体間連携、公共私の連携とデジタル化
2040構想において打ち出され、最も物議を醸し
たものが「圏域行政」である。2040構想は、「圏
域内の市町村間の利害調整を可能とすることで、
深刻化する広域的な課題への対応力（圏域のガバ
ナンス）を高めていく必要」を述べ、「圏域行政
の法制化」を掲げ、「都道府県・市町村の二層制
を柔軟化」することすら述べた。このような「圏
域行政の法制化」には批判が強く、法制度化はな
されず、代わりに、都道府県と市町村または市町
村間という自治体間の連携を重視する政策が展開
されてきた。
次に、2040構想において、人口減少に伴い「半
分の職員数」で対応することが述べられていたが、
そのために、「自治体は、新しい公共私相互間の
協力関係を構築する『プラットフォーム・ビルダー』
へ転換する」として、行政サービス・公共サービ
スの提供は、必ずしも自治体が行う必要はなく、
他の組織が提供すれば足りるとされた。これは、
行政サービスのアウトソーシングの拡大と結びつ
く「公的サービスの産業化」と連動し、公の施設
の指定管理者等では、民間営利企業の活用も図
られている。また、公共的団体も念頭に、サービ
ス提供を地域運営組織に委ねることも提案され、
2024年の地方自治法改正で導入された「指定地域
共同活動団体」にも注目しなければならない（7）。
その規定は、一定の優遇を行うことを可能にする
が、都市部の民間企業に便宜を図るものではない
かという問題があり、他方で、農村部では、地域
運営組織等にサービス提供を押し付ける側面があ
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る。
さらに、2040構想は、AI等の活用を強調し、
デジタル化を通した標準化・共通化を促進し、民
間企業の市場の拡大も図られた。2024年の地方自
治法改正によって、従来の地方自治法とはかなり
異質と考えられる「情報システム」の章が新設さ
れた。「情報システムの利用に係る基本原則」に
より、従来以上に行政の「効率化」が推進される
だけではなく、「情報システムの利用の最適化」
により、自治体ごとの「個別最適化」ではなく、「全
体最適化」によって国が最適と考える方向で標準
化・共通化・画一化が推進され、団体自治と衝突
する可能性を秘めている（8）。

３　地方創生2.0と団体自治終焉の危機？
2024年4月24日にまたもや消滅自治体リストを
あげる新増田レポートが公表され、「地方創生2.0」
が開始された。しかし、「地方創生10年」の取組は、
「人口減少や東京圏への一極集中などの大きな流
れを変えるには至って」いないとされ、また、地
方創生政策のとりくみは、自治体ごとの社会減対
策に偏ってしまい、「社会減対策は完全に失敗だっ
た」と結論付けられている。しかし、「地方創生
2.0」は、このような事態を改善するのではなく、
より悪化させている。つまり、それは、自治体間
の競争主義と中央集権化を強化するものであり、
従来の交付金を2倍化した「新しい地方経済・生
活環境創生交付金」は、「もはや地域の再生とは
無関係の、経済安全保障や軍需産業などの国家プ
ロジェクトに対して、地方創生を名目に資金を流
用」するものと評価されている。結局、人口減少
や財政制約の進行の中で、行政の役割は後退し、
それを補うものとして、「地域コミュニティ、自
治体の広域連携、そしてDXが想定」され、2040
構想の延長線上に政策が展開されるにとどまって
いる（9）。
既に、「2040構想」との関係で、団体自治の終
焉が議論されていた。都道府県と市町村という二
層制は必要なく、サービス提供は標準化、ネット
ワーク化、アウトソーシング化によってなされる
とか、必要な行政サービスが一元的に提供されれ
ば、その主体は国だろうが、自治体だろうが、公

的な民間組織だろうが、一向に構わないと考える
からであり、単に行政サービスのあり方だけでは
なく、団体自治一般の存在意義を低下させるもの
であったと考えられる（10）。現在の政策は、「2040
構想」を引き継ぐものであり、また、それ以降本
格的に展開してきた自治体行政のデジタル化にお
いても、類似の問題が存在することから、団体自
治終焉の危機が生じていると評価せざるを得ない
であろう。

四　自治体における首長、議会と選挙

1　自治体における首長
まず、首長による政策の展開をみておきたい。
最も注目すべきは、1960年代以降の革新自治体で
あり、住民参加を基礎にした開発行政から福祉行
政を重視するといった政策の転換がある。首長が
住民参加を基礎にした政策形成に対しては、議会
から議会軽視といった批判もなされたが、これに
対して、議員だけではなく、首長も直接公選であ
ることから二元代表制という応答がなされ、現在
では二元代表制は、一般的に承認されたものと
なっている。また、公害規制としての上乗せ条例
や、先にも触れた自治体の法令解釈における自主
性の確立（法令解釈権）もこの時期に展開された。
その後、単に国に従うだけではなく、自治体の
独自性を発揮したり、議会との関係での討議を重
視するいわゆる改革派首長が登場したり、最近で
も、例えば、自治体自身の新型コロナウイルス対
策において、政府の方針の限界を克服するために、
それとは異なる対応をとる首長がいた。さらに、
新型コロナウイルス対策でも独自の政策を展開し
た保坂世田谷区長は、漸進的に改革を進めると
いうことで、毎年、全体の5％ずつの改革を目指
している（11）。現実に行政に携わる自治体こそが、
不合理な行政を改善し、実態に即した解決ができ
ることを示すものである。
こういった動向とは異なるものとして、大阪

（府・市）、名古屋市や東京都などのポピュリスト
首長の存在がある。しかし、ポピュリズムに対し
ては、社会の多元主義的・複数主義的側面が要求
する交渉や妥協に理解を示さないこと、二者択一
の論理、問題の単純化を好むこと、社会的少数者、
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自由・人権を尊重しないこと、歪んだ意志の表明
として現状の統治機構を信頼せず、法治主義・立
憲主義を重視しないという深刻な問題点が指摘さ
れてきており、日本の自治体ポピュリズムにも妥
当する。
さらに、近年、強権的な首長がハラスメントを
理由に辞任に追い込まれる事態も生じている。こ
れとの関係で、兵庫県斎藤知事が、様々なパワハ
ラを行ったと指摘され、公益通報者と考えられる
職員の特定を行うとともに、懲戒処分まで行った
ことに注目しなければならない。議会において百
条委員会が設置され、また、弁護士による第三者
調査委員会が報告書を公表し、知事による幾つか
のパワハラの認定とともに、公益通報制度違反や、
懲戒処分を違法と判断したが、知事は、公益通報
違反を認めず、懲戒処分も取り消さずにおり、依
然として、法を軽視し続けている（12）。

２　条例制定権の範囲の拡大と議会の現実
機関委任事務の廃止や義務付け・枠付けの見直
しによって、条例制定権の範囲は拡大し、また、
公の施設の指定管理者や指定地域共同活動団体の
要件規定などにかかわって条例制定が必要で、議
会の役割は大きくなっている。公契約条例のよう
に、法律の不備を補い修正する対応をとることも
検討しなければならない。首長とともに、議会も
議会基本条例を活用して、議会活性化を図ってい
かなければならない。
第33次地方制度調査会が、議会基本条例や岩沼
市議会事件最高裁判決（2020（令和2）年11月25
日民集74巻8号2229頁）も参考に、地方自治法に
議会や議員についての規定を置くことや、議員の
多様化を提案したように（13）、多様な意見を議会
に反映させることも必要である。2023年統一地方
選挙において女性議員が増加したが、特に都道府
県と町村においては、依然として女性議員の比率
は低い。それに関連して、議員定数削減の問題も
ある。議員定数削減には、説得的な理由はなく、
国レベルの政治・政治家不信が地方議会にも影響
を与えていると考えられ、議員定数削減は、議員
の多様性確保には支障となっている。
また、戦後直ぐの懲罰と同様に、現在でも、多

数派による少数派の抑圧のための懲罰がみられ、
出席停止処分によって、先の岩沼市議会事件最高
裁判決が重視した議事参与権を安易に制限する対
応も依然としてみられる。最近では、議員等の資
産公開のために重要な役割を果たしてきた政治倫
理条例における政治倫理基準に違反するとして、
同様に多数派が少数派の活動を制限しようとする
動きもみられる。さらに、質問の制限や議事録削
除等の動向も多数派議員によるものであり、この
ような対応も議事参与権を十分な根拠なく制限す
るものと考えられる。首長による専決処分の活用
を安易に容認する議会もあり、その意味で議事参
与権を現実のものとする議会活性化の課題が存続
している。

３　選挙と民主主義
投票率の低下を別にしても、地方選挙を含む幾
つかの選挙の現状に関心が集まっている。東京都
知事選挙における泡沫と考えられていた候補者の
躍進や、兵庫県知事選挙において全会一致による
不信任議決を受けた斎藤前知事の当選を契機に、
従来のマスメディア報道よりも、虚偽も含む情報
を発信するSNSを通した選挙運動の影響力が大き
く、民主主義の中核である選挙がかなり深刻な状
況にあると考えられているわけである。マスメ
ディアにおける読者視聴者の減少、選挙期間中の
マスメディアの中立重視による情報の空白化、イ
ンターネットが創り出したアテンション・エコノ
ミーの存在やオールド対ヤング・ニューの対立軸
等検討すべき論点は少なくない（14）。このような
選挙の変容に対して、ポピュリストとの適合性
や、新聞・テレビを見る層とYouTube等依存層
との相違を踏まえた分析の必要性も指摘されてい
る（15）。こういった事態に対応するためには、様々
なことが必要であるが、まずは、事実を明らかに
した（ファクトチェックを経た）議論が必要であ
ろう（16）。
このような社会現象の背景には、対決図式を優
先するポピュリズムや政治主導の政策形成におい
て、事実が必ずしも重視されていないことがある
ように思われる。選挙で選ばれた代表者に政治を
白紙委任的に委ねる「選挙独裁（選挙による独裁）」
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で十分と考えたり、政策形成をAIに委ねたりす
れば足りるのではなく、政治行政には、住民参加・
広範な市民運動を含めた議会外と議会との連携が
必要である（17）。

おわりに

現行憲法は地方自治について規定した。しかし、
実際には、明文改憲を行わずに、憲法の理念を掘
り崩す「改憲実態」があり、地方自治の場合には、
地方自治法改正による「改憲実態」が進行してい
る。仮に「改憲実態」とまでは評価しなくても、
現在でも中央集権的で、自治体の自己責任を強調
するような政策が展開され、自治体が必ずしも行
政サービスを提供する必要性はないとされ、住民
や議員の多様な意見が反映されずに政策決定がな
される等、団体自治や住民自治が十分に実現して
いるとは言えない。憲法の理念と実態にずれがあ
る「改憲実態」があったり、理念が現実化してい
なかったりするならば、憲法を実態に合わせる（改
憲）のではなく、実態や法律を憲法の理念に合わ
せる必要がある。

比較法的には、もともと日本の自治体にはかな
り広範な立法権限や行政権限が保障されており、
その後の改革を通して、自治体の制度的自由の程
度は拡大し、個々の自治体の創意工夫で対応をす
る余地は大きくなっているようにも考えられる。
基本的な条例を制定し、国の政策を補い修正する
ような政策をとり、地域の特性を踏まえた独自の
条例制定や自主的な法令解釈を行った政策展開を
しようとする自治体は常に存在する。もっとも、
独自の対応が、憲法や法令の理念を損ねたり、住
民の権利利益を侵害したりするものであってはな
らず、常にこのような緊張関係を意識しなければ
ならない（18）。平和主義との関係でも、同様の緊
張関係の中で行う自治体の選択は重要である。
地方自治をさらに前進させるためには、国の政
策を転換しなければならないが、個々の自治体に
おいても、国の政策に従うだけではなく、必要な
事実を確認し、議論をして、何が必要かを決定し、
行動していかなければならない。

（さかきばら　ひでのり）
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体・住民』（大月書店、2010年）136
頁〜148頁参照。

（5）�白藤博行「国家安全保障と地方自治」井原
聰ほか『国家安全保障と地方自治』（自治
体研究社、2023年）174頁〜177頁、青井未
帆「日本国憲法から見た安保3文書の問題
点」季刊自治と分権92号（2023年）31
頁〜32頁、吉田・前掲注（3）21頁〜24頁、
池尾・前掲注（3）114頁〜115頁。

（6）�渡名喜庸安「自衛官等募集事務への自治体
協力」榊原秀訓・本多滝夫編『地方自治を
めぐる規範的秩序の生成と発展』（日本評
論社、2024年）274頁〜294頁、本多滝夫「
自衛官募集対象者情報の提供と自治体の自
主解釈権」季刊自治と分権91号（2023年）4
頁〜5頁、前田定孝「市町村が住民の氏名・
住所を自衛隊募集のために外部提供するこ
との公共性？」季刊自治と分権92号（2023
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年）60頁〜70頁。
（7）�角田英昭「地方自治法「改正」案のもう一

つの論点─指定地域共同活動団体制度につ
いて」住民と自治735号（2024年）27頁〜29
頁。

（8）�本多滝夫「情報システムの『最適化』と地
方自治―個別最適から全体最適へ」榊原編
著・前掲注（1）107頁〜125頁。

（9）�関耕平「『地方創生2.0』の批判的検討」住
民と自治745号（2025年）34頁〜39頁。岡田
知弘「人口戦略会議『新増田レポート』を
検証する」住民と自治736号（2024年）34
頁〜38頁も参照。

（10）�榊原秀訓「自治・自律の自治体間連携と地
方議会」同編著『「公共私」・「広域」の
連携と自治の課題』（自治体研究社、2021
年）238頁〜239頁参照。

（11）�保坂展人『国より先に、やりました』（東
京新聞、2024年）。

（12）�片山善博「あらためて知事の資質を問う―
兵庫県第三者調査委員会の報告書から」世
界993号（2025年）33頁〜35頁。

（13）�榊原秀訓「地方議会の改革課題を考える―
第33次地制調答申にも触れて」季刊自治と
分権91号（2023年）74頁〜83頁。

（14）�伊藤昌亮「『オールドなもの』への敵意」世界
990号（2025年）72頁〜81頁、大屋雄裕「自由
な選挙を支えるもの」ジュリスト1605号（2025
年）108頁、109頁、小牧亮也「選挙運動の自由
の現在的意義」法と民主主義597号（2025
年）19頁〜22頁、山本龍彦『アテンション・エコノ
ミーのジレンマ』（KADOKAWA、2024年）参
照。

（15）�村上は、YouTubeの特徴として、「①動画であ
り、映像と言葉で人々の感覚に訴える。②誰で
も個人で発信できる。③内容の外部からの点
検が困難。マスコミ報道なら組織として内容を
審査し記録も残る。ときに誤報事件が起こる
が、責任は追及される。X（旧Twitter）は短い

ので、問題発言が発見され批判されることもあ
る。YouTubeは極端に言えば、『100％ウソの
動画』でも発信が許されかつ拡散されうる。④
視聴者の多い投稿、切り取り拡散（リポスト）
が、広告（動画なので企業広告に適する）から
の収入を伴う。⑤YouTubeのお勧め機能で
一度見たのと類似の動画が推薦される」とい
ったことをあげ、「政治的宣伝（社会問題や政
策を含む）に利用されると、深刻な問題が発生
しうる」として、「たしかに、①②は自由で多様
な言 論に貢 献 する面がある。けれど
も、①②③④は『質的に』、攻撃的で単純なア
ピールを繰り返す扇動的な言動に適合
し、④⑤は『量的に』、うまく操作すれば、特定
の主張の大量動画でYouTube�を独占できそ
うなので、ポピュリズム政治家の武器としても活
用できる」とする。村上弘「2024年の衆議院選
挙、東京・兵庫知事選挙における政治宣伝」
立命館法学416号（2024年）115頁〜125頁。

　　　�　また、古谷経衡・辻本清美・小塚かおる
「鼎談　SNSが起こした選挙の地殻変動」
においては、石丸現象や斎藤現象に、敵を
設定した二項対立による分かりやすさがあ
るというポピュリズムと重なり合う理解が
示され、切り抜き動画の題材に政治も使え
ること、有権者だけではなく政治家自体も
ワード探しやバズることを目的にし出す危
険性などが述べられており、興味深い。辻
本清美・小塚かおる『日本政治の大問題』
（朝日新書、2025年）151頁〜201頁。

（16）�本秀紀「『公共圏』における民主主義の危
機と再生」法と民主主義597号（2025
年）23頁〜26頁等を参照。

（17）�中山徹『地域から築く自治と公共』（自治
体研究社、2024年）83頁〜97頁も参照。

（18）�例えば、生活保護に関して、小林美穂子・
小松田健一『桐生市事件』（地平社、2025
年）参照。
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はじめに

私が勤務する滋賀県平和祈念館は、2012（平成
24）年に開館した県立の施設です。滋賀県民の戦
争体験を語り継ぎ、戦争の悲惨さや平和の尊さを
学び、平和を願う心を育むための拠点となる施設

として活動しており、今年で開館14年目を迎えま
した。
本稿では、滋賀県が取り組んできた県民からの
戦争体験の聞き取りに基づき、昭和初期の戦争当
時に役場の職員が関わった召集などの兵事事務に
ついて紹介したいと思います。

滋賀県における戦時中の兵事事務
～滋賀県民への聞き取り調査から～

田井中　洋介（滋賀県平和祈念館）

滋賀県平和祈念館の歩みと現在の活動

太平洋戦争終結から長い年月が経過して、戦争
の記憶が薄れていくなか、滋賀県では昭和初期の
悲惨な戦争を体験した方々への聞き取り調査や関
係する資料の収集を1993（平成5）年にスタート
しました。そして、戦時中に陸軍八日市飛行場が
所在した東近江市を、平和の大切さと戦争の悲惨
さを後世に語り継いでいくための拠点施設の建設
予定地と定め、東近江市の旧愛東支所を活用した
整備プランを決定して改修工事を行い、2012年3
月の開館に至りました。
現在では、非常勤である館長を含めて12人の職
員が、展示や資料収集・保存、普及啓発、平和学

習支援といった業務を行っています。滋賀県が
1993年から収集してきた戦争当時の実物資料は6
万点近くにおよび、2000名以上の方からお聞きし
た戦地や銃後での貴重な体験談と合わせて、基本
展示や企画展示などの展示活動や県内の児童・生
徒などへの平和学習に活用させていただいていま
す。
私が主に担当しているのは資料の展示と収集・
保存業務です。本来、埋蔵文化財保護を専門とす
る滋賀県の技術職員である私は、館が主な対象と
している昭和初期の戦争の時期について充分な専
門的知識を有しているとは言えない状態で2022
（令和4）年4月に異動してきて以来、学芸担当職
員として日常業務にあたっています。

滋賀県平和祈念館外観（滋賀県平和祈念館提供） 基本展示「滋賀県と戦争」（滋賀県平和祈念館提供）
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館が力を入れている業務の1つとして、学校や
地域への平和学習支援があります。特に県内の小
学校による団体利用が多く、2024（令和6）年度
では県内にある小学校219校のうち半数以上の学
校が当館に来館、もしくは当館職員による出前授
業という形で平和祈念館を利用していただきまし
た。また、地域での人権学習などにおいても講演
を依頼されることが多く、平和学習支援を担当す
る職員2名が分担して、実際に手に触れてもらえ
る当時の実物資料を携えて学校や公民館などを訪
れ、「滋賀で学ぶ戦争の記録」などのテーマでお
話しさせていただいています。
職員による活動のほかに、現在約50名の方がボ
ランティアとして当館の活動に協力いただいてい
ます。20代から80代までの幅広い世代の方に登録
いただいており、戦時食再現グループ、演劇紙芝
居グループ、手紙等解読グループ、情報紙制作グ
ループなどのグループに分かれて、それぞれが自
主的に活動されています。

召集事務に関わった地方公務員たちの証言

日本における徴兵制は、1873（明治6）年に制
定された徴兵令によって成人男子に兵役の義務が
課せられました。1927（昭和2）年には兵役法に
改正され、陸軍で2年、海軍では3年が在営年限と
されています。満20歳を迎えた男子（「壮丁」と
呼ばれます）は徴兵検査を受検して甲種〜戊種に
分類され、丙種以上が合格でした。なかでも乙種
以上が現役に適する者とされました。兵士の必要
員数が少ない時期には、クジによる抽選で現役兵
として入営する者が決定されていましたが、抽選
制度は1939（昭和14）年の兵役法改正で廃止され
ています（以上、『アジア・太平洋戦争辞典』（株
式会社吉川弘文館、2015年）の「徴兵検査」・「徴
兵令」（424ページ）・「兵役法」（594ページ）の項
を要約）。
やがて、日本軍の戦線拡大により、臨時召集な
どで現役兵以外の人々を大量に動員する時代に
なっていきました。兵士たちを召集するにあたっ
ては、全国に置かれていた陸軍の連隊区司令部で
対象者を指定して、所轄の警察署を通じて市区役
所・町村役場に令状（「赤紙」）が渡され、役所・

役場の兵事係から応召者本人に手渡される流れに
なっていました。1993年から滋賀県が聞き取りを
すすめ、滋賀県平和祈念館が調査票を保管してい
る戦争体験談にも、召集などの実務に従事した当
時の地方公務員の方々の話が含まれています。
聞き取りした体験談の一部は、滋賀県民戦争体
験談集シリーズ『記憶の湖』第1巻〜第9巻（滋賀県、
1997 〜 2010年）として刊行していますが、その
中から何人かの体験談を抜粋して、当時の役場で
の仕事の様子について紹介したいと思います。な
お、体験談は本人の話し言葉のまま記録していま
すので、他府県の方には分かりにくい言葉も使わ
れていると思いますが、ご容赦ください。
・野瀬太一郎さん「村役場と戦争」（出典：『記
憶の湖　第6巻　暮らしの中の戦争』滋賀県、
2000年、67 ～ 75ページ）
「生まれは今の甲良町北落で（中略）、私は学校
出てから東京へ行ってました。」「兄が死にました
もんですでな。やっぱし両親やら祖母やらがいま
したでな。ほんで、昭和七年、東京から帰ってき
まして、昭和九年に東甲良村（現在の甲良町）の
役場に入りましたんですにゃ。二十九歳ぐらい
やったかな。」
「役場に入ったときは村長と助役と収入役。あ
とは四人ほどでしたな。（中略）四人のうち、収
入役と税務に二人ついていましたんですわ。ほて、
もう一人があの時分やで戸籍と兵事、兵隊のほう
の関係ですな。（中略）あとの残り、議会の議事
とか庶務、ほれから衛生とかを私が持ってました
んです。」
「戦争の時分から女の子の助手みたいなんがだ
んだん増えてきました。（中略）ほれから男の職
員も増えてきました。書記ていうのが、十人ぐら
いになってましたやろな。やっぱり全体的に仕事
が増えてますでな。」
「召集があると、出征する日には、役場の職員
がついて向こうの軍隊まで行きましたでな。（中
略）一人や二人の召集の場合やとな、私らのほう
は北部やで敦賀とか金沢の部隊が多かったと思う
にゃ。ほと、ほこまで送っていきました。私らは
ほの係ではありませんけどな（筆者補足：陸軍で
は原則として、兵士の本籍地に基づいて配属部隊
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が割り振られ、滋賀県北部の方の多くは福井県や
石川県の連隊に入営しました。）。戸籍や兵事やっ
てる人、一人だけやと行けんやろ。ほんでかわり
に私らも行ったことあります。向こうの軍隊まで、
たいてい身内がついて行かはります。その人らと
いっしょに行くわけです。」
「大阪から学童疎開できましたのや。（中略）私、
係りでしたでな。（中略）大阪の大宝小学校。先
生二人と生徒五十人ぐらい来ましたんでな。ほん
で、村の女の人を三人頼みました。（中略）食事
のこしらえやらやってもらいましたんや。（筆者
補足：大阪市内の児童1万人以上が、1944（昭和
19）年度の2学期から滋賀県に集団学童疎開して
きました。体験談にある「大宝小学校」は、当時
の正しい名称は「大宝国民学校」で、現在の大阪
市中央区にありました。）」
・村田善吉さん「赤紙と戦死の通知」（出典：『記
憶の湖　第6巻　暮らしの中の戦争』滋賀県、
2000年、77 ～ 86ページ）
「昭和八年に役場のほうに勤めたんです。村長、
助役、収入役までが三役なんですわ。ほんで、村
ですので課ちゅうほどのものはありません。ほの
ときに、私がおおせつかったのは文書係。そのほ
かに古くからいやはる方は、兵事係とか戸籍係、
議事係とかでした。（中略）文書係は私一人、仕
事は結構忙しかったです。」
「兵事主任と議事主任は私と同年の人であった
けんど、現職のときに結核で亡くなられたんや。
ほんで、村長からいいつかって自分が兵事主任を
引き継いでいったようなことです。」
「兵事係いうても、仕事はいろいろありまして、
最初は徴兵検査を受ける人の調査せんならん。そ
して、満二十歳の人はもれなく徴兵検査を受けて
もらう。それが始まりでした。徴兵検査は、滋賀
県でありますと大津の連隊区司令官が予備役の陸
軍大佐で、その人がだいたいさい配してやります。
（中略）検査の日は私も行きますが、壮丁といっ
しょの控室にいるだけのことで、別に用事ちゅう
てはないのです。検査は軍人がやらはります。」
「徴兵検査以外では、警察から送ってくる召集
令状、赤紙を本人さんに渡す仕事をするんですわ。
（中略）召集令状は、警察署長からかためて封筒

に入れて持っておいでる。その封筒に役場が預
かった時間を記入して返す。（中略）その封筒の
なかから一人、一人に赤紙を渡すわけですにゃ。」
「ほれから、村長が現役で入営する人（筆者補足：
臨時召集などではなく、20歳での徴兵検査に合格
して入営する人）を送っていかはります。（中略）
村長が行かはるばっかりでなしに、兵事係とかほ
かの役場吏員が交替でつきそって送っていくよう
なこともありました。」「戦争が激しくなる前は、
国防婦人会とか愛国婦人会が駅まで旗をふりなが
ら兵隊を送っていかはりました。ほんで、現役で
入る人なり、召集を受けていかはる人は、汽車の
なかから別れをおしむようなかっこうで出ていか
はるもんでした。ほやけんど戦争が激しくなると、
奉公袋やらはふろしきに包んで、夏であったらゲ
タばきにゆかたを着てかんかん帽をかぶって、ほ
して、旅行するようなかっこうで応召するように
という指示がありましたでな。（中略）奉公袋や
らさげておおっぴらに応召したら、スパイはすば
らしい頭しとおるので、どういう兵隊がどこの部
隊に入りよるかいっぺんに割り出されるいうて
な。もうほのときには、役場も村長も送りにいっ
たもんやない。しらんふりしていたんですわ。」
「戦死の通知は村長あてにきますにゃ。（中略）
戦死されたということを、その家に伝えにいかは
るのは村長の仕事ですにゃ。ほんでに、そのこと
をいうていくのが村長としてはいちばんつらい、
ということをいうておられました。」

女性公務員の体験談

先ほどの野瀬太一郎さんの体験談にもあったよ
うに、戦時中になると役場には女性の職員も増え
ていきました。全国的に多くの若い男性が出征し、
女性が労働力として期待されるという社会背景が
ありました。ここでは、現在の高島市内の村役場
に勤務された女性職員の体験談を見てみましょ
う。
・寺井敏子さん「役場の仕事」（出典：『記憶の
湖　第6巻　暮らしの中の戦争』滋賀県、2000年、
87 ～ 89ページ）
「役場に就職したのは昭和十九年頃でした。（中
略）役場での仕事は、まず最初は税務の下働きを
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して、それから配給係をしていました。配給係を
しているときに疎開学童がこられました。それで、
疎開学童のために農家から寄付していただいたお
野菜などを自転車でとりに回って、三カ所ほど
あった疎開学童の宿舎に配って回っていました。」
「男の人はみな兵隊にとられていて、村長さん
や助役さんやらはお年を召した方ばかりで、ほか
は女の職員が主です。宿直は女も二人ずつ組んで
やりました。宿直の仕事は、警察から警戒警報か
空襲警報発令の連絡が役場に入ると、役場の上に
監視哨という建物があって、サイレンをならす男
の人が四、五人いるんですが、その人に伝えるん
です。そうするとサイレンがなって警防団やら在
郷軍人の人が役場に集まってくるんです。だから、
宿直の夜はおちおち眠れませんでした。」
「そのほかの役場の仕事には、戸籍係というの
がありました。結婚やら出生やら死亡は今と同じ
ような内容の仕事ですが、それ以外に戦死を戸籍
に書くんです。それから、召集令状を配るのも役
場の仕事です。役場には兵事係というのがあって、
今津の警察から連絡が入って、警察の方といっ
しょに配達にいくんです。」
「出征兵士のお見送りのときなんかも、役場の
職員は一人か二人を残して、あとはみな出かけて
いきます。村葬のときもお手伝いをしました。学
童疎開の子どもたちのシラミ退治にもいきまし
た。子どもたちの服を全部熱湯でたいてね。」
「昭和二十年の三月十六日に大阪が空襲された
あとからは、疎開者がドンドン、ドンドンこられ
ました。煙くさい髪の毛が焼けて縮れたように
なっている方が、着の身着のままでたくさんみえ
ましたが、その方たちのお世話をしました。（中
略）着るものやら住むとこやらを村の人にお願い
して、何から何まで役場が世話をしました。仕事
などもお世話しましたね。」
「役場の職員は当時十五、六名だったんでそりゃ
もうたいへんでした。税金も集めて回るのも役場
の仕事ですしね。病気の赤ちゃんやらがいると保
健婦さんが足りないのでそれについていったり
ね。配給ではもらえない病人の方のための牛乳の
購入券の手配をしたりね。各区でおこなわれる防
火訓練の日程表をつくるのも役場の仕事です。」

寺井敏子さんの体験談を先に紹介した2人の話
と比べると、学童疎開の子どもたちや病人、大阪
空襲で焼け出されて疎開してきた方たちの世話と
いった、男性の体験談ではあまり語られない仕事
が目立ちます。召集令状を配る際に「警察の方と
いっしょに配達にいく」というのも、あまり聞か
ない話で、女性職員だったからなのかもしれませ
ん。

�召集令状を出す大津連隊区司令部職員の体
験談

ここまで紹介してきたような役場勤務の方々が
配布した召集令状に、名前を書いて出す立場だっ
た陸軍大津連隊区司令部勤務の坂　啓二さんの体
験談も見てみましょう。1915（大正4）年生まれ
の坂さん（蒲生郡日野町出身）は、1942（昭和
17）年1月に2度目の臨時召集を受けたのち、大津
連隊区司令部付きになりました。坂さんの勤務部
署は、召集令状を出す動員課でした。
・坂　啓二さん「赤紙を書く仕事」（出典：『記憶
の湖　第7巻　戦場と県民Ⅱ』滋賀県、2008年、
157 ～ 170ページ）
「京都の伏見に師団司令部がありまして、師団
司令部から九連隊は歩兵を何人、砲兵何人、輜重
兵は何人と書かれた細かい表をくれよりますね
ん。ラッパ吹きよる兵とか、いろいろな特技があ
りますやろ。師団司令部が、部隊としてすぐに間
に合うように表をつくりよるねん。その表に基づ
いて、大津連隊司令部からは百人召集とか、二百
人召集とか言うてくる。それを、こちらには一人
一人の名簿があるから、それを見ながら選んで
いって、そうして編成を組んで、選んだもんに赤
紙を送るんや。」
「司令部には、全国一緒の召集令状があるんで
す。それに住所と名前を書いて、司令部から警察
に渡して、そこから役場に送るんです。もう、連
隊区司令部で、召集者はどこに行くか、何をする
のかは決まってるんです。」
「連隊区司令部は経理と総務課で七十人くらい
いてました。動員課だけでも二十人くらいいてま
した。動員課の仕事は赤紙ばっかりや。人を選ん
で、召集令状を書いてほんで送る。それが動員係
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や。そのほか援護係というのがありました。援護
係は動員係と一緒になって、在郷軍人もそこにい
て、成人男性の健康状態とかを集めて整理して名
簿に載せてました。」
「召集者の要請はいろんなところから来ますが、
たいがいは伏見の十六師団から来ます。召集者を
決めるのは、だいたい一日か二日で決めます。」
「五十歳に近い人でもちゃんと名簿に載ってい
て、そういう人でも予備役で召集することがある。
（中略）まあ、上はだいたいが四十七、八やった。」
「名簿を見てたらね、「召集するのはかわいそう
やなあ」と思う人もいっぱいあった。それでも、
師団司令部が言うてきたら、こちらは召集令状を
出さんならん。言われたら、絶対出さんならん。
つらい仕事やった。」
「赤紙の用紙は、連隊区司令部の総務課が動員
する人数分だけを持ってくる。動員係はその赤紙
に竹ぺんに墨汁をつけて名前と住所を書いた。（中
略）その後、総務課で判子を押してね。赤紙を集
めて点検する将校がいてる。その人が全部見やは
る。ほして、合うたら、その赤紙を各警察署の担
当の警部に連絡をする。」
「連隊区司令部から電話をすると、大津、彦根、
長浜、全部の警察がいっせいに受話器をとる。ほ
して「何月何日、何動員、召集」集合場所は、京
都なら「伏見の連隊に集まれ」といっせいに伝わ
る。ほんで、警察が各町村に連絡して、各町村は
提灯を持って、赤紙を各家に持っていく。」
「知人に赤紙を書いたこともある。その時はつ
らかったなあ。ほんで、言うこともでけへんがな。
（中略）秘密を漏らしたら憲兵に捕まる。憲兵が
調べにしょっちゅう来よんねん。」

西邑仁平さんによって残された兵事資料

以上で見てきたような兵事関係の体験談を裏付
ける公文書は、官公庁にきちんと保管されるべき
ものであったにもかかわらず、日本が1945（昭和
20）年8月にポツダム宣言を受け入れて無条件降
伏した直後に、ほとんどの書類が軍関係者の指示
によって焼却されるなど、組織的に処分されたと
言われています。
そんな中、現在の滋賀県長浜市の一部であった

旧大郷村の兵事係に勤務していた西邑仁平さん
（1904 〜 2010）が自宅で個人的に保管することに
より残された資料群は、当時の村役場での兵事の
実務を伝える貴重な歴史資料です。西邑さんの話
は『記憶の湖』にも掲載されていますが（「終戦、
平和な未来のために、役場の兵事資料を持ち帰っ
た兵事係」『記憶の湖　第7巻　戦場と県民Ⅱ』滋
賀県、2008年、171 〜 172ページ』）、より詳しく
紹介されている浅井歴史民俗資料館発行の『西邑
仁平旧蔵大郷村文書目録』（2012年発行）の記述
に基づいて、紹介させていただきます。
西邑さんは1922（大正11）年、18歳で地元の大
郷村役場で書記として就職し、1930（昭和5）年
から1945（昭和20）年までの期間、兵事係に配属
されていました。戦時動員時以外には一人で業務
を行っておられたそうです。
1945年8月15日に終戦を迎えると、兵事に関す
る重要書類を虎姫警察署へ持参せよという大本営
命令が役場に伝えられ、その他の兵事関係書類
も全て焼却するよう厳命されたそうです。しか
し、西邑さんは「今までお国の為に村のみなさん
が生活や命をも投げ出して戦ってきたのにこれを
処分してしまったら。戦争に征かれた方の苦労や
功績が無駄になってしまう。遺族の方にも申し訳
ない。」と思い、一部を警察署に提出しただけで、
警察からの命令に従わずに大半の書類をリヤカー
に積んで自宅に持ち帰られました。当初は書類の
ことを妻や家族にも話さずに、物置で秘蔵された
そうです。西邑さんが自宅に持ち帰って保管して
いた役場文書の年代は、1884（明治17）年から
1956（昭和31）年までのものがありますが、大半
は1945年までの資料です。
その後、西邑さんは1956年に大郷村などが合併
して成立したびわ村の出納員や村会議員などを務
めたのちに退職されますが、長い年月を経て102
歳を迎えた2006（平成18）年夏に、浅井歴史民俗
資料館が開催した終戦記念展「応召先の敦賀連隊」
を見たことをきっかけに資料の存在を同資料館に
伝えるとともに、戦時中の村人の苦労をもっと
知ってほしいと、浅井歴史民俗資料館での第5回
終戦記念展「村にきた赤紙〜今明かされる兵事係
の記録〜」（浅井歴史民俗資料館、2008年）に資
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料を提供されました。そののち、資料群は2009年
に長浜市浅井歴史民俗資料館に寄託されました。
西邑さんは2010年9月に105歳という長寿を全う
されましたが、資料群はご遺族の意向もあって学
習院大学大学院アーカイブス専攻の方々によって
整理作業が進められ、2012年に『西邑仁平旧蔵大
郷村文書目録』が刊行されたのです。
西邑さんが保管してきた資料群については、
2008年8月12日にNHKテレビで放送された「ハイ
ビジョン特集　こうして村人は戦場へ行った〜滋
賀県旧大郷村　徴兵記録〜」や2009年8月10日に
TBSテレビで放送されたドラマ「最後の赤紙配達
人〜悲劇の召集令状64年目の真実〜」で全国的に
知られるようになりました。このドラマは、私が
生活している東近江市でロケが行われたこともあ
り、興味深く拝見したことを記憶しています。
西邑さんが在籍していた村役場の兵事係の仕事
は、先に紹介した役場勤務の方々と同様のもので、
徴兵検査を受ける人の事前調査や、在郷軍人のリ
ストの管理、そして召集令状（赤紙）や戦死公報
の配達といった仕事がありました。西邑さんによ
れば、出征者の戦死を遺族に告知するのが最もつ
らい仕事で、遺骨の受理や村葬の実施も悲しくつ
らい仕事だったと語っておられます。
私は西邑仁平さんとの面識はなく、2024（令和
6）年度に滋賀県平和祈念館で開催した第35回企
画展示「戦場となった南洋群島」で西邑さん所蔵
資料の一部を利用させていただくため、御遺族に
利用の承諾をいただいた程度の接点しかありませ
ん。掲載した兵事関係書類の写真は、この企画展
示の際に撮影したものです。

終戦当時、滋賀県庁でも社寺兵事課などが持っ
ていた兵事関係の公文書は焼却処分とされ、県庁
の中庭で燃やしたという話を県庁内で聞いたこと
があります。そのためか、滋賀県平和祈念館での
展示活動に利用するために、滋賀県立公文書館が
ホームページ上で公開している資料目録で戦争当
時の資料を検索してみても、兵事関係の文書はほ
とんど探し出せない状況です。そんな中で、軍か
ら処分を受ける危険をおそれずに西邑仁平さんが
秘蔵した文書群は、昭和初期の戦争当時、兵事事
務を担当した村役場の実務の様子を我々に教えて
くれる稀有な資料です。
一方で、軍からの命令に背いて大量の公文書を
秘匿した西邑さんの行為を英雄視することを疑問
視する県民の声を、滋賀県平和祈念館の業務の中
で耳にしたこともあります。確かに、警察署への
提出や焼却処分が命じられた公文書を私的に自宅
へ持ち帰って隠すという行為が、公務員として適
切だったとは言えないかもしれません。しかしな
がら、西邑さんのとった行為は結果として、当時
の兵事事務、さらには国家の戦争遂行を支えた地
域社会の実態を知るための貴重な資料を我々に残
してくれました。
現代においても、当局側にとって公開すること
が不都合な書類は、機密文書として秘匿されたり、
秘密のうちに処分されるといったニュースが世間
を騒がせることがありました。西邑仁平さんの話
は、権力者にとって不都合な公的資料を、我々公
務員がどのように扱っていくべきなのか考えさせ
られる事例だといえます。

西邑仁平さんが保管していた兵事関係書類の
一部（個人蔵、長浜市浅井歴史民俗資料館寄託）

臨時召集令状（俗に言う「赤紙」）の複製品（滋賀県平和祈念館の展示品）
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おわりに

私事ですが、この原稿を執筆している私は、本
年3月をもって定年退職を迎えました。1963（昭
和38）年生まれの私にとっても、昭和初期の満洲
事変から太平洋戦争に至る15年にわたる戦争は、
物心がつく頃には、すっかり過去の出来事になっ
ていました。大阪市内生まれの母からは、集団学
童疎開で島根県に行っていたこと、その間に空襲
で家が焼かれ、家族全員で愛媛県に縁故疎開する
ことになって、食糧難などで生活が苦しい少女時
代を過ごしたことなどを子どもの頃に聞いたこと
がありますが、それ以上の戦争体験を家族や親族
から聞く機会はほとんどありませんでした。滋賀
県平和祈念館に勤務するようになってから、存命
の母に当時の体験について確認したりしています
が、当時まだ10歳に満たなかった母の当時の記憶
はおぼろげで、80年という歳月の長さを痛感しま
す。

戦後80年を迎える今年、マスコミなどで多くの
戦争特集が組まれ、私の職場にも取材依頼が多く
あります。定年を迎えても再任用という形で公務
員生活を続けている私にとって、政治的に中立で
あることは職務上で不可欠なことですので、踏み
込んでコメントしにくい事柄も往々にしてありま
す。しかしながら、多くの県民の方々から当館に
寄せられた体験談やそれを裏付ける実物資料につ
いて広く知っていただくことが、日本を再び悲惨
な戦争に導かないために必要だと考え、日々の業
務を行っています。
戦争の悲惨さと平和の大切さを語り継いでいく
ために微力ながら貢献できればと思い、戦争当時
に兵事に関する実務に関わった方々の体験談を紹
介する拙文を書かせていただきました。戦後80年
を迎える年にあたって、平和な世界を築いていく
ために我々公務員が何をしていくべきなのかを考
えるきっかけになれば幸いです。

（たいなか　ようすけ）
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はじめに

私が被爆者運動に関わったのは、2006年、被団
協被爆者相談所の相談員としての活動から、私よ
りもっと困っている被爆者の人たちの手助けが出
来ればという思いからでした。
私は爆心地から西方３ｋｍ（広島市己斐町）で
被爆、生後９か月の時、母親と共に自宅で被爆し
たことを12歳の頃母から聞かされたことを記憶し
ています。被爆時のことを知らない、知らされて
いない、知っていても言うな、被爆者は今日も生
き、相談に訪れる方々の被爆当時の様子やその後
の生活を聞くと、自分もそのような生き地獄の中
にいたのかと思うと、二度とこのようなことが
あってはならないし、それには核兵器をなくす以
外にないと思ったからです。

初めての海外活動

2010年第10回NPT再検討会議ニューヨーク総
行動に多くの人たち共に参加、海外での初めての
活動となった。NPT再検討会議の最終本会議は
「核兵器のない世界の平和と安全を達成する」こ
とで合意がなされたと聞いた時、将来を見通した
合意だと感じたことを思い出します。

ヒバクシャ国際署名活動について

2016年４月から始まった「ヒロシマ・ナガサキ
の被爆者が訴える核兵器廃絶国際署名」は“後世

の人々が生き地獄を体験しないように、生きてい
るうちに何としても核兵器のない世界を実現した
い”という想いから運動が始まり、私たちはヒバ
クシャ国際署名活動を取り組み始めました。

当初はそれぞれの被爆者団体が署名活動に取り
組んでいたのですが、署名連絡会が全国各地に結
成され2018年３月19日全国で26番目に被爆地広島
にヒバクシャ国際署名広島県推進連絡会を結成し
ました。
連絡会は幅広く広島県民の声を多く集めようと、
事務局に広島県生協連と広島ＹＭＣＡ、そして広島
の被爆者７団体（韓国原爆被害者対策特別委員会・
広島県朝鮮人被爆者協議会・二つの広島県原爆
被害者団体協議会・一般財団法人広島市被爆者
協議会・広島県労働組合会議被爆者団体協議会・
広島被爆者団体協議会）で構成し発足させました。
推進連絡会は2020年９月末までに、被爆地広島
として県民283万人の約過半数140万筆の署名を集
めることを目標とし、街頭署名や学習会なども実
施し、地元メディアも関心を寄せ報道しました。
賛同団体は81団体、９月末現在での署名集約数
は約82万筆集め、目標数の過半数は超え、広島市
の人口119万人でみると広島市民の７割近く方の
方から署名が集まりました。
こうした市民社会の動きは、行政への働きかけ
となり、日本政府に対する核兵器禁止条約への署
名・批准を求める意見書の採択を求め行動するよ

被爆80年を広島の地から考える
―これまでの運動を生かし、明日への道をひらこう―

佐久間 邦彦（広島県被団協理事長）

被爆者として過去20年、第8回〜第10回NPT再検討会議、TPNW第2回締約国会議に参加した意義
と2024年日本被団協ノーベル平和賞受賞から学んだ核兵器廃絶への道を、また地元広島で行われた諸
会議、被爆者運動など今年被爆80年にあたり考察してみました。
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うになりました。
その年の10月25日、〔核兵器禁止条約批准50か
国を祝い、さらなる前進を誓う会〕が原爆ドーム
前で開催され、松井市長はあいさつで「条約の発
効は核兵器廃絶に向けた重要な一里塚。条約を実
効性のあるものとするため、長崎市とともに国に
働きかけたい」と述べ、11月20日、田上長崎市長
とともに「一刻も早く核兵器禁止条約に署名・批
准をして下さるよう強く要請します。」と外務省
を訪れ要請されました。
湯崎県知事は「この核兵器禁止条約は、核兵器
のない世界に向けた大きな一歩であることは間違
いありません。禁止条約が核兵器を使ってはいけ
ないという国際規範の第一歩となりました。」こ
れもあいさつの一部分でありますが、核兵器禁止
条約が発効するということは、我々市民だけでな
く、行政にも影響を及ぼしていることを感じ、今
後の出方が注目されました。

【被爆地広島から見た核兵器禁止条約の意義】
　核兵器禁止条約の前文に、「また現在およ
び将来世代のためのあらゆる面での平和、軍
縮教育、および核兵器のもつ危険と結果につ
いて意識啓発の重要性を認識し、この条約の
原則と規範の普及を約束し」と記述がありま
した。
　広島市では被爆者の高齢化によって自身の
被爆体験を語れる方が少なくなる中で、被爆
体験伝承者の養成にとりくんでおり、「平和
で持続可能な世界を実現していくためには、
私たち一人１人が、現状に背を向けることな
く、立場や主張の違いを互いに乗り越えて、
理想を目指し共に努力するという「寛容」の
心を持つことが不可欠です。そのためには、
原爆や戦争を単なる過去の出来事と捉えず、
また、被爆者や世界を目指す人たちの声や努
力を自らのものとして、たゆむことなく前進
していくことが重要となります。」

広島市　原爆被害者対策事業概要
令和２年版（はじめにより引用）

核兵器禁止条約　第６条　被害者援助と　
環境回復

「締約国は、核兵器使用または実験によって影
響を受けた、その管轄下にある諸個人に関し、適
応可能な国際人道法および国際人権法に従って、
医療、リハビリテーションおよび心理的な支援を
含め、年齢および性別に配慮した支援を差別なく
十分に提供し、かつ、彼らの社会的かつ経済的包
摂を提供する。」( ６条の一部)
被爆者援護は行政の重要な課題であり、被爆者
救済の立場に立ち、被爆者を支援しなければなり
ません。
例えば、黒い雨訴訟は、控訴審判決を待つまで
もなく、被爆者救済をすべきであり、また被爆二
世、三世の健康問題なども考えられます。

�2016年　G７広島７カ国外相会合

2016年ヒバクシャ国際署名が始まった頃、４月
10日〜 11日の二日間、広島市でＧ７広島７カ国
外相会合が核保有国アメリカ、イギリス、フラン
ス、非核保有国（核の傘グループ国）イタリア、
カナダ、ドイツ、日本の７か国、プラス欧州連合
外交安全保障上級代表も参加して開かれました。
７カ国と欧州連合の外相は11日原爆資料館を訪れ
た後、館内の芳名録に各氏の記帳された内容が地
元紙に掲載。来広前のインタビューの一つ、「広
島訪問への期待は」の質問に対して原爆投下国の
ジョン・ケリー国務長官は「広島は今回が初めて
です。人々、歴史について知識を深められること
を楽しみにしている」と語り、11日の原爆資料館
内の芳名録には「世界の全ての人々がこの資料館
が持つ力を見て、感じるべきだ」また「核兵器の
恐怖をなくすことが私たちの義務だということだ
けでなく、戦争そのものを回避するためにあらゆ
る努力を払う必要があることを明白かつ厳しく、
切実に思い起させる」と記載されていました。そ
の他の外相は「原爆の悲劇の記憶は未来への教
訓」、「広島、長崎の人々の苦しみと犠牲は平和な
世界を必ず実現しなければならないと警告してい
る」、「資料館の見学で核兵器のない世界に向けた
我々の強い願望を強化しよう」（中国新聞）と記
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載されていました。
このような国際会議が広島で開催される時に
は、原爆資料館を見学すること、そして被爆者も
しくは被爆体験者の証言を直接聞いてもらうこと
は、重要なことであるし、被爆地広島だからから
こそ、出来ることでもありました。

【日本政府に署名・批准をさせるために、さ
らに同運動を進めていくか】
　核兵器禁止条約が2021年１月22日発効、
核兵器禁止から廃絶へと第一歩を踏み出す
日が近づいていく。核兵器禁止条約の前文
に「この条約の締約国は、国連憲章の目的お
よび原則の実現に貢献することを決意し、核
兵器のあらゆる使用がもたらす壊滅的な人道
的結果を深く憂慮し、そうした兵器を完全
に廃棄するという当然の必要－それはいかな
る状況の下においても核兵器が二度と使用さ
れないことを保障する唯一の方法であり続け
る－を認識し、」という条文がある。この条
文は2015年ＮＰＴ再検討会議第２回準備委
員会“核兵器の非人道的影響に関する共同声
明”(2013.4,13)の中に、「核兵器が二度とふ
たたび、いかなる状況下においても、使用さ
れないことに人類の生存がかかっています。」
と共同声明の一部分が核兵器禁止条約に記載
されており、私がはじめて核兵器禁止条約を
目にしたとき感動しました。

この共同声明には74か国が賛同、日本政府の天
野大使は「我が国の安全保障環境を考え、賛同を
見送った」と発言。核兵器禁止条約発効を前にし
て思い出すのは、2013年ＮＰＴ準備委員会で「核
兵器の人道的影響に関する共同声明」を起草した
ミンティ南アフリカ大使の記者会見でした。日本
が「いかなる状況の下でも核兵器が再び使用され
ないことが人類生存に寄与する」という文言に修
正を求めたことに対し「どこが問題なのか、逆に
聞きたい。核兵器使用が正当化される場合など、
あるのだろうか。北朝鮮が相手なら使ってもいい
と言いたいのか。ヒロシマ。ナガサキが再び繰り
返すことは決して許されない」ミンティ大使の発

言にそばに座って聞いていた私は今もその時のこ
とを忘れられません。

核兵器禁止条約が発効したのは2021年１月
22日、それにともなって何が変わるのか

ところで“核の脅威はなくなっていくのか”と言
う問いに、国際赤十字（ICRU）は「すでに国際
社会は、核兵器の使用を容認しない姿勢を示して
います。このようにタブー視することが、核兵器
を道徳的、人為的、そして今や法的観点からも容
認できない戦争手段として烙印を押すことに繋が
りました。
そうしたこともあって、1945年の広島、長崎へ
の原爆投下以来、核兵器は使用されていません。
ですが、核兵器が存在する限り、事故や誤った
判断によって、または故意に再び使用されるリス
クがあります。
ここで私たちは勘違いをしてはいけません。核
兵器禁止条約の発効は重大な成果であり、私たち
は意義深い勝利を手に入れましたが、これで終わ
りではないのです。核兵器の使用をタブーとする
風潮をより強化する取り組みの、新たな幕開けな
のです。核兵器禁止条約があす｛核兵器のない世
界｝に導くと期待したら、それは幻想に終わるで
しょう。
むしろ核兵器禁止条約は、核軍縮・核不拡散を
目指した長期的な取り組みにおける人道的、道徳
的そして法的な出発点とみなされるべきです。国
際法とは、そのようなものです。とはいえ、過去
のさまざまな兵器にまつわる禁止条約の規範は、
締約国ではない国の政府、企業、銀行の政策や方
針にも影響を与えてきました。核兵器禁止条約の
禁止規定は、「核兵器のない世界に向けたすべて
の努力の判断基準であり、明確な基準となります」
（国際赤十字）

2023年G ７広島サミット（５/19~ ５
/21）はなにをもたらしたのか

核兵器をめぐる動きを見ると2022年１月３日、
核保有国５か国（アメリカ、ロシア、イギリス、
フランス、中国）の共同声明があり、「我々は核
戦争に勝者はなく、決してその戦いはしてはなら
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ないことを確信する。核の使用は広範囲に影響を
及ぼすため、我々は核兵器についてーそれが存在
する限り防衛目的、侵略抑止、戦争回避のために
あるべきだということを確信する。」という内容
でした。
同年２月24日、ロシア軍がウクライナを軍事侵
略し、その後プーチン大統領が核兵器の使用を示
唆したことから、核兵器が現実に使用される可能
性があるのではと不安が広がりました。このよう
な当時の情勢を背景に、日本政府は広島サミット
開催を決めたのではないかと思われます。

核兵器廃絶めざしての具体的道筋を示すべき

岸田文雄首相は、G７広島サミット議長就任に
あたって「G７首脳が、広島の地から、核兵器の
惨禍を二度と起こさせない、武力侵略は断固とし
て拒否する、との力強いコミットメントを世界に
示したいと思います。また、普遍的価値と国際ルー
ルに基づく、新たな時代の秩序作りをG７が主導
していく意思と歴史の重みを持って示す。そうし
たサミットにしたいと考えています。」と表明し
ました。
それに対して、そうであるなら核兵器廃絶めざ
しての具体的道筋を示すべきであり、意義あるサ
ミットにしてほしいと昨年（2022年）末から市民
社会は声をあげ始めました。
核兵器廃絶を求める広島市民の有志は、G７広
島サミットを契機に「核のない、だれ一人取り残
さない、持続可能な社会」を私達の手で創ること
を目的として、市民サミット実行委員会を立ち上
げ、被爆者団体も参加しました。
ところが、19日に核軍縮に関するG７首脳「広
島ビジョン」が発表され、「我々の安全保障政策
は、核兵器は、それが存在する限りおいて、防衛
目的のために役割を果たし、侵略を抑止し、戦争
及び威圧を防止すべきとの理解に基づいている。」
と記載されていたのです。
これは核保有国が、自国の安全保障のための防
衛目的であれば、核兵器は保有してもいいと表明
したものであり、核抑止論を正当化し、核兵器廃
絶に繋がるものではありません。
21日、G７広島サミット閉幕を前に、広島平和

記念公園内にある広島平和都市記念碑（慰霊碑）
を背景に「広島ビジョン」について、核廃絶に焦
点を当てた歴史的文書だと述べ、核抑止論の正当
性を強調しました。

広島のこころはここにある

核兵器が存在する限り人類は脅かされ、また核
戦争の脅威で威嚇することに頼りながら、どうし
て平和を構築することができるのでしょうか。
広島のこころは、世界の人々が再び広島・長崎
の悲劇を繰り返すことのないようにすることであ
る。そのために、核兵器をなくす以外にありえな
い。このことを抜きにして真の平和を築くことは
できません。

第10回2022年NPT再検討会議
（2022,7,28~8,5）

2022年２月24日、ロシア軍が国連憲章を無視し
ウクライナに軍事侵略した。その後ロシアのプー
チン政権が核兵器使用の威嚇を繰り返し、核戦争
の現実的な危機が高まる中で開催されました。
NPT６条には、すべての締約国が核軍縮にむ
けた交渉を行うことを定めています。
８月１日、ニューヨークの国連本部内でNPT
再検討会議が開幕しましたが、岸田首相は演説の
最後まで締約国に核軍縮に向けた交渉義務を課
したNPT第６条と核兵器禁止条約に一切触れな
かったのです。

市民を殺すな！子供を殺すな!　誰であっ
ても殺すな！

2023年10月７日、ハマスとイスラエル衝突は、
イスラエル軍のガザ民間人への無差別攻撃はジェ
ノサイド（集団殺害）だと批判され、国際社会か
ら避難を受けており、許されるものではありませ
ん。
ガザは何処であろうと誰であろうとガザは安全
ではなく、ガザの現状を見ると、原爆投下時のひ
ろしま、ながさきが頭を過り、こうした情勢のな
かで、イスラエルの閣僚が原爆を使用することも
ありうるような発言がありました。核保有国の本
音かもしれません。
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2023年、このような世界情勢の中で11月27日
~12月１日、TPNW第２回締約国会議がニュー
ヨーク国連本部で開催されました。核兵器の禁止
を堅持し、その壊滅的な結果を回避するための誓
約は、「私たちTPNW締約国は、核兵器が人類に
もたらす存亡の危機に対処し、核兵器の禁止と完
全廃絶への決意を堅持するため、第２回締約国会
議に結集した。」、「われわれは、いかなる状況下
においても、核兵器が再び使用されたり、実験さ
れたり、あるいは使用の脅威にさらされることが
ないよう誓約し、そしてその完全廃絶まで休むこ
とはない。」12/ １採択された宣言

ノーベル平和賞受賞の喜びとその重み

2024年10月11日、ノーベル委員会は、ノーベル
平和賞に日本被団協を選考と発表。
そのニュースは世界中に発信され、日本中にも
広く伝わりました。
私はノーベル平和賞受賞の感想と理由をメディ
アからの問いがあり、私は「ロシア、イスラエル、
アメリカなどの核保有国が核の使用を示唆したこ
とで、核が実際に使われる可能性があるのではと
いう危惧や、ウクライナとロシアの紛争、イスラ
エルとパレスチナの紛争の拡大など未解決な国際
情勢の危機感があり、こうした情勢のもとでも被
爆者の証言活動、二度と原爆は繰り返してはなら
ないこと、核兵器を使用すれば全ての人々の生き
る権利が奪われることなど、核兵器は絶対使用し
てはならない。そうするには核兵器廃絶する以外
にないことを訴えてきたことが、世界の人々に伝
わりつつあるのではないか」と答えました。

2024年12月10日　日本被団協ノーベル平
和賞授賞式

最初の演説はノーベル委員会のヨルゲン・バト
ネ・フリードネス委員長のスピーチでした。
「2025年、より不安定な核時代を迎えようとし
ています。現在進行中の戦争では、核兵器を使用
するという脅迫が公然とかつ繰り返し行われてい
ます。
核兵器の影が世界を覆っていることをしっか
り認識しなければなりませんが、私たちは本日、

希望の精神を持ってここに集いました。なぜな
ら、一筋の光があるからです。認識すべき光とは、
1945年以来、核兵器が使われていないことです。
日本被団協と被爆者たちの絶え間ない努力、核兵
器使用から私たちを守るための道徳的・国際法上
の防波堤を築く過程に強く貢献してきました」
最後に「世界の安全保障が核兵器に依存するよ
うな世界で、文明が存続できると信じるのは浅は
かです。たとえどれほど長く困難な道のりであっ
ても、私たちは日本被団協から学ぶべきでしょう。
決して諦めてはなりません。
彼らの忍耐強さが、私たちの原動力となるで
しょう。
私たち皆で、核のタブーを守り続けるために努
力しようではありませんか。
　私たちの生存は、そこにかかっているのです」

田中熙巳代表委員の講演
　「生きながらえた原爆被害者は歴史上未曽
有の非人道的な被害をふたたび繰り返すこと
のないようにと、二つの基本要求を掲げて運
動を展開してきました。
　一つは日本政府の「戦争の被害は国民が受
忍しなければならない」との主張に抗い、原
爆被害は戦争を開始した国によって償わなけ
ればならないという運動です。
　1956年８月10日の結成宣言は「自らを救
うとともに、私たちの体験を通して人類の危
機を救おう」との決意を表明し、「核兵器の
廃絶と原爆被害に対する国の補償」を求めて
運動に立ち上がったのです。
　運動の結果、1957年に「原子爆弾被爆者
の医療に関する法律」が制定されます。しか
し、その内容は、「被爆者健康手帳を交付し、
無料で健康診断を実施する、厚生大臣が原爆
症と認定した疾病に限りその医療費を支給す
るものでした。　1968年「原子爆弾被爆者
に対する特別措置に関する法律」、それは社
会保障制度であって、国家補償は拒まれたま
までした。

　1994年12月、２法を合体した「原子爆弾
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被爆者に対する援護に関する法律」が制定さ
れましたが、何十万人という死者に対する補
償は一切なく、日本政府は一貫して国家補償
を拒み、放射線被害に限定した対策のみを今
日まで続けてきています。
　二つは、核兵器は極めて非人道的な殺戮兵
器であり人類とは共存させてはならない、す
みやかに廃絶しなければならない、と言う運
動です。この運動は「核のタブー」との形成
に大きな役割を果たしたことは間違いないで
しょう。
　しかしウクライナ戦争における核超大国の
ロシアによる核威嚇、またパレスチナ自治区
ガザ地区に対してイスラエルが執拗な攻撃を
続ける中で核兵器の使用を口にする閣僚が現
れるなど、市民の犠牲に加えて「核のタブー」
が壊されようとしていることに限りない口惜
しさと憤りを覚えます。」
　最後に「とりわけ核兵器国とそれらの同盟
国の中にしっかりと核兵器と人類は共存でき
ない、共存させてはならないという信念が根
付き、自国の政府の核政策を変えさせる力に
なるように願っています。
　人類が核兵器で自滅することがないように
‼」（田中代表）

ノーベル委員会のヨルゲン・バトネ・フリード
ネス委員長のスピーチと日本被団協田中熙巳代表
委員のスピーチを聞き、これまでの運動をどう受
け継ぎ、発展させていくかのポイントだと思った。
その一つが

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
（平成６年12月17日制定）附則全文
　昭和二十年八月、広島市及び長崎市に投下
された原子爆弾という比類のない破壊兵器
は、幾多の尊い生命を一瞬にして奪ったのみ
ならず、たとい一命をとりとめた被爆者にも、
生涯いやすことのできない傷跡と後遺症を残
し、不安の中での生活をもたらした。
　このような原子爆弾の放射線に起因する健
康被害に苦しむ被爆者の健康保持及び増進並
びに福祉を図るため、原子爆弾被害者の医療

費等に関する法律及び原子爆弾被害者に対す
る特別措置に関する法律を制定し、医療の給
付、医療特別手当等の支給をはじめとする各
般の施策を講じてきた。また、我らは、再びこ
のような惨禍が繰り返されることがないようにと
の固い決意の下、世界唯一の原子爆弾の被
爆国として、核兵器の究極的廃絶と世界の恒
久平和の確立を全世界に訴え続けてきた。
　ここに、被爆後五十年のときを迎えるに当
たり、我らは、核兵器の究極的廃絶に向けて
の決意を新たにし、原子爆弾の惨禍が繰り返
されることのないよう、恒久の平和を念願す
るとともに、国の責任において、原子爆弾の
投下の結果として生じた放射能に起因する健
康被害が他の戦争被害とは異なる特殊の被害
であることにかんがみ、高齢化の進行してい
る被爆者にたいする保険、医療及び福祉にわ
たる総合的な援護対策を講じ、あわせて、国
として原子爆弾による死没者の尊い犠牲を銘
記するため、この法律を制定する。

この法律の附則には「世界唯一の原子爆弾の被
爆国として、究極的廃絶と世界の恒久平和の確立
を全世界に訴え続けてきた」とあるが、2025年、
より不安定な核時代を迎えている今日、究極的廃
絶でいいのか？
また、原子爆弾による死没者への国家補償はど
うなるのか。

いまを生きる原爆被爆者、そして原爆被害者

被爆からまもなく80年、被爆者の高齢化が進
み、平均年齢は85.58歳、全国の被爆者数106,825人、
広島県内在住の被爆者数は51,275人（2024年３月
31日現在）、被爆時の辛さから、「死にたい、忘れ
たい、原爆にあったものでないとわからない」と
言っていた人たちが、今日まで必死に生きて、二
度とだれにもこんなめにあわせてはならないし、
忘れてはならないことだと、これまで被爆体験を
語ることがなかった被爆者の方々が、これまでに
なく語り始めています。
ここ数年来国内外から多くの観光客が平和公園
を訪れ、特に外国人が多く目立つ。原爆資料館の
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見学や私たちが日本政府に核兵器禁止条約を批准
するように求める署名用紙に快くサイン、昨年日
本被団協のノーベル平和賞受賞も広島訪れるきっ
かけになっているのかもしれません。

戦争も核兵器のない世界に一歩でも近づけ
るために

被爆80年私たちは核兵器廃絶の実現をめざし、
今日まで訴え続けてきた。これからも実現するま
で訴え続けていくこと。
核のタブーが壊されないように。世界の市民と
ともに声をあげよう。
私たちは人として生まれてきた。日本国憲法の
前文には�“われらは、全世界の国民が、ひとしく

恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利
を有すること確認する。”�これを世界の人々の声
となるように。

最後に田中さんのスピーチの一部に「核兵器の
非人道性を感性で受け止めることの出来るような
原爆体験者の場を各国で開いてください」これは
重要だと思います。私の経験からも被爆体験や被
爆の実相を直接その場で話すとよく理解していた
だけます。
核保有国や核保有国の核の傘にいる国々へ、被
爆者の高齢化が進むなかですが、可能な限り派遣
したほうがいいと思っています。

（さくま　くにひこ）
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一　本稿の課題

１　公務員の政治活動の権利
一人ひとりの国民が、政治的な事柄に関心を抱
き、自分の考えを外部に表明したり他人に働きか
けたりするなど、政治や社会に関わるさまざまな
活動を行うことは、一般に「政治活動の権利」や「政
治活動の自由」と呼ばれるもので、憲法21条が定
める「表現の自由」の核心をなすものとされてい
ます。
憲法21条：「集会、結社及び言論、出版その他一
切の表現の自由は、これを保障する。
この「一切の表現」のなかには政治と直接関わ
らないものも含まれていますが、その核心をなす
のは、自らの政治的な意見や信条を外部に表明す
る自由であり、近代国家の成立以降、各国の国民
が為政者の弾圧に抗しながら勝ち取ってきた普遍
的な権利にほかなりません。この権利がどれだけ
十分に保障されているかは、その国の民主主義の
進展度を測る重要なバロメーターということにな
ります。
わが国においても、日本国憲法制定以来、この
政治的表現の自由をめぐってさまざまな事件が発
生し裁判でも争われてきましたが、その重要な争
点の一つを形成してきたのが「公務員の政治活動
の自由」にほかなりません。以下では、この問題
に焦点をあてながら、「全体の奉仕者」として住

民の権利と福祉の実現のために働いている自治体
職員として、この問題をどのようにとらえ、どの
ように行動したらよいかについて考えてみたいと
思います。
なお、公職選挙での投票を始めとして、公務員
が一市民として政治に関わって行うさまざまな行
為については、「公務員の政治活動」、「公務員の
政治的自由」、「公務員の政治的行為」などさまざ
まな言われ方がされますが、以下では、法律上の
用語として使う場合は「公務員の政治的行為」の
語を使うことにします（国公法102条・地公法36
条参照）。
２　地公法制定に至るまでの経過
この問題を考えるにあたっては、地方公務員（自
治体職員）の政治的行為について地方公務員法（地
公法）の規定がどうなっているのかを見る必要が
ありますが、その前に確認しておきたいことは、
地公法は終戦から5年以上経った1950年の12月に
なってようやく制定されたという事実です。つま
り、地方公務員については、終戦後5年以上も一
般法が存在せず、その間は、戦前の法令が一部手
直しのうえ適用されたり、法令上特段の定めがな
いまま各自治体が適宜定める形で推移してきまし
た。
他方で、国家公務員については、地公法制定よ
り3年以上早い1947年10月に国家公務員法（国公
法）が制定され、そのなかには国家公務員の政治

地方公務員の政治活動の自由

晴山　一穂（福島大学・専修大学名誉教授）

A：公務員は、公務員であるがゆえに政治的に無色透明でなければならず、一般市民のように政治
に関心を抱いたり政治的活動に参加することは許されない。
B：公務員も、一市民として政治に関心を抱き、さまざまな政治的活動に参加したり他人に訴えた
りすることは当然の権利であり、これを制限することは許されない。
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的行為についての規定も含まれていました。そこ
で、本来であれば、制定当初の国公法を参考にし
て地方公務員の政治的行為についての規定も立案
されるはずだったのですが、制定されたばかりの
国公法が制定翌年の1948年に大幅に改正されるこ
とになったため、地公法の立案作業は、改正後の
国公法を参考にしながら進められることになり
ます。この国公法改正は、労働運動の高揚に直
面した連合国軍最高司令官総司令部（GHQ）が、
同年7月に公務員の争議行為の禁止等を指示する
マッカーサー書簡を発し、それに基づいて制定さ
れた政令201号の内容を国公法に取り込むために
行われたものですが、その内容は政治的行為の制
限を含めて国公法全体にわたる大改正になりまし
た。このため、改正後の国公法の規定を参考にし
ながら地方公務員の政治的行為に関する立案作業
が進められるという経過をたどることになりま
す。
＜国公法制定から地公法制定に至る経過＞
�1947年11月：国公法の制定→1948年7月：マッ
カーサー書簡とそれに基づく政令201号の発
布→1948年12月：国公法の大改正→1950年：
地公法の制定

以上の経過を踏まえるならば、政治的行為に関
する地公法の規定を見る前に、先行する国公法の
政治的行為に関する規定の変遷を見ておくことが
どうしても必要になってきます。

二　国家公務員の政治的行為をめぐる状況

１　制定時の国公法102条
国家公務員の政治的行為について、制定時の国
公法は、以下のような規定を置いていました。
国公法102条（政治的行為）（①は第1項、「職員」
は国家公務員、人事委員会は現在の人事院の前身
の意味）

①職員は、政党又は政治的目的のために、寄
付金その他の利益を求め、若しくは受領
し、又は何らの方法を以てするを問わず、
これらの行為に関与してはならない。

②職員は、人事委員会規則で別段の定めをし
た場合は、公選による公職の候補者とな

ることができない。
③法律又は人事委員会規則で定めた職員は、

政党その他の政治的団体の役員になるこ
とができない。

ここでは、禁止される政治的行為は、わずか3
つに限定されています。その内容についても、こ
の程度であれば公務員の政治的自由の観点から許
容できるというのが大方の見解ではないかと思い
ます（私自身は、諸外国の例を見ても疑問を感じ
ていますが）。
しかし、規制内容からすれば最小限ともいえる
この条文は、1948年の国公法改正によって全面的
に変えられてしまうことになります。
２　1948年の国公法改正
制定間もない1948年7月、マッカーサー指令と
それに基づく政令201号が発布され、国家公務員
の労働基本権に大幅な制限が加えられることにな
ります。そして、同年12月には、政令201号の内
容を国公法本体に取り込む形で国公法に大幅な改
正が加えられ、あわせて政治的行為にも重大な制
限が加えられることになります。この1948年の国
公法の改正（内容的には改悪）の時代的　背景と
しては、中国共産党率いる中国革命の進展という
当時の中国情勢の急変を受けた“「日本の民主化」
から「日本を反共の防壁」へ”という、アメリカ
占領軍の対日政策の転換があったことが指摘され
ています。
以下、改正前と改正後で国公法の規定がどれほ
ど大きく変えられたかを見てみましょう。

（１）改正後の国公法102条の規定
①職員は、政党又は政治的目的のために、寄

附金その他の利益を求め、若しくは受領
し、又は何らの方法を以てするを問わず、
これらの行為に関与し、あるいは選挙権
の行使を除く外、人事院規則で定める政
治的行為をしてはならない。

②職員は、公選による公職の候補者となるこ
とができない。

③職員は、政党その他の政治的団体の役員、
政治的顧問、その他これらと同様な役割
をもつ構成員となることができない。
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ここでは、2項と3項は基本的に改正前と大きく
変わっていませんが、1項は、改正前とは全く違っ
たものに変えられています。すなわち、改正前の
規定では政治的目的のために寄付金を求める等の
行為だけが禁止されていたのに対して、改正後の
規定では、寄付金を求める等の行為は単なる一例
としてあげられているにすぎず、それ以外の行為
はすべて人事院規則に委任されており（白紙委
任）、しかも、その委任には、選挙権の行使を除
くという民主主義国家としてはあたり前の限定を
除いて、いっさいの限定が付されていないという
驚くべき内容になっています。さらに重大なこと
は、これらの行為を行った者は、懲戒処分の対象
になるだけでなく（82条1項1号参照）、3年以下
の拘禁刑または100万円以下の罰金という重い刑
罰さえ規定されているということです（110条1
項18号）。

（２）人事院規則14－7の内容
そこで、委任を受けて制定された人事院規則14
－7がどのような行為を定めているかを見ると、
勤務時間外の行為も規制対象となるとしたうえ
で、（ｱ）「政治的目的の定義」と(ｲ)「政治的行為
の定義」の2段構えの規定になっており、（ｱ）の
目的をもった(ｲ)の行為が禁止される政治的行為
とされています。その内容はここで紹介しきれな
いほど多く、一見するとそれ以外に許される政治
的行為を想定することが困難なほどにのぼってい
ます。以下、原文を要約する形で紹介しておきま
す（一部略）。

（政治的目的の定義）
①公選の選挙における特定の候補者の支持・
反対、②特定の政党・政治的団体の支持・反
対、③特定の内閣の支持・反対、④政治の方
向に影響を与える意図をもって行う特定の政
策の主張・反対、⑤国の機関が決定した政策
の実施の妨害

（政治的行為の定義）
①職名、職権その他の公私の影響力の利用、
②寄附金の提供、③金品の要求、④金品を国
家公務員に与え又は支払うこと、⑤政党・政
治的団体の結成を企画し団体の役員となるこ

と、⑥特定の政党その他の政治的団体の構成
員となるように又はならないように勧誘運動
をすること、⑦政党の機関紙の発行・編集・
配布、これらの行為の援助、⑧選挙で投票す
るように又はしないように勧誘運動をするこ
と、⑨署名運動を企画・主宰しこれに積極的
に参与すること、⑩示威運動の企画・組織、
⑪集会で拡声器等を利用して政治的目的を有
する意見を述べること、⑫政治的目的を有す
る文書・図画を国の庁舎・施設等に掲示する
など政治的目的のために国の庁舎等を利用し
又は利用させること、⑬政治的目的を有する
文書・図画の発行・掲示・配布など、⑭政治
的目的を有する演劇の演出・主宰・援助、⑮
政治上の主義主張又は政党その他の政治的団
体の表示に用いられる旗、腕章等の製作・配
布、⑯勤務時間中にする前項（⑮）の物の着用・
表示、⑰前各号の禁止・制限を免れる行為

ここでは、およそ想定しうる政治的目的と政治
的行為がこれでもかこれでもかというほど列挙さ
れており、一見すると許される政治的行為を想定
することが困難なほどの規定ぶりになっていま
す。まさに政治的自由の解体規定とさえいってよ
く、憲法21条違反は誰が見ても明らかであり、そ
の違憲性を正面から批判しその改正を求めること
が第一義的課題ということになります。

（３）その下でも許される政治的行為
同時に重要なことは、この規定の下にあっても、
なお許される政治的行為が少なからず残されてい
るということです。そして、これらの行為につい
ては、機会あるごとに積極的に行っていくことが、
今後の法改正に向けても重要になるということで
す。詳しいことは別の機会に譲りますが、たとえ
ば、①人事院規則14－7については学問の自由や
思想の自由を尊重するように解釈されなければな
らないこと、②最賃制の確立などの政策の主張、
政党のイデオロギーの主張、特定の法案への支持・
反対などは、民主主義政治の根本原則を変更しよ
うとするものでない限り許されること、③公の機
関が決定した政策を批判することは許されるこ
と、④役員・顧問等以外の政党員になることは許



28

デジタル自治と分権　第3号（通巻97号）

28

特集・戦後80年－憲法と地方自治

されること、⑤友人間で入党について話し合うこ
とは許されること、⑥自己の購読した政党機関紙
をたまたま友人に交付することは許されること、
⑦選挙に際したまたま会った友人に投票を依頼す
ることは許されること、⑧単なる示威運動への参
加は許されること、などが人事院事務総長の解釈
として示されており（昭24・10・21法審発2078）、
これに依拠しながら現行規定の下でも可能な政治
活動の権利を積極的に行使しながら、将来におけ
る法改正につなげていくことが重要になります。
現行法による国家公務員の政治活動の制限は、
憲法21条の表現の自由を侵害するものとしてその
違憲性は明らかであり、ほとんどの憲法学説もこ
の点ではほぼ一致しているといってよい状況にあ
ります。最高裁の判例は合憲の立場をとっていま
すが、その理由づけについては最近注目すべき変
化が見られました。紙数の関係でこの点は省略し
ますが、先進国としては異例ともいえる現行法の
規定が今後とも長く存続するとは考え難く、いず
れその見直しが迫られる時期が到来することは間
違いないと思われます。

三　�地公法は政治的行為をどのように規制
しているか

以上、長々と国公法における政治的行為の規制
について見てきたのは、それが民主的理念の下で
出発した戦後の公務員制度における大きな逆流で
あり、後に制定されることとなる地公法にも一定
の影響を与えたこと、したがって、今後この違憲
状態を解消し公務員の政治活動の自由を拡張して
いくためには、国公法・地公法を一体として改正
する必要があることを強調したかったからにほか
なりません。
それでは、地方公務員の政治的行為について地
公法自身はどのような規定を置いているのか、そ
してそれをどのように理解すべきなのか、という
本題に入っていくことにします。

（１）地公法の規定
地公法は、36条で以下のように定めています。
やや長いですが、地方公務員にとって重要な規定
ですので、一部を除いてほぼ原文のままあげてお
きます。なお、①は1項の意味、……は原文の一

部を略するという意味、（略）は原文にある（）
内の規定を略するという意味、「職員」は地方公
務員の意味です。

　＜地公法36条＞
①職員は、政党その他の政治的団体の結成に

関与し、若しくはこれらの団体の役員と
なってはならず、又はこれらの団体の構
成員となるように、若しくはならないよ
うに勧誘運動をしてはならない。

②職員は、特定の政党その他の政治的団体又
は特定の内閣もしくは地方公共団体の執
行機関を支持し、又はこれに反対する目
的をもつて、あるいは公の選挙又は投票
において特定の人又は事件を支持し、又
はこれに反対する目的をもつて、次に掲
げる政治的行為をしてはならない。ただ
し、当該職員の属する地方公共団体の区域

（略）外において、第一号から第三号まで
及び第五号に掲げる政治的行為をするこ
とができる。

一　公の選挙又は投票において投票をするよ
うに、又はしないように勧誘運動をする
こと

二　署名運動を企画し、又は主宰する等これ
に積極的に関与すること

三　寄附金その他の金品の募集に関与するこ
と 

四　文書又は図画を地方公共団体……の庁舎
……、施設等に掲示し、又は掲示させ、そ
の他地方公共団体……の庁舎、施設、資材
又は資金を利用し、又は利用させること

五　前各号に定めるものを除く外、条例で定
める政治的行為

③何人も前二項に規定する政治的行為を行う
よう職員に求め、職員をそそのかし、若
しくはあおってはならず、又は職員が前
二項に規定する政治的行為をなし、若し
くはなさないことに対する代償若しくは
報復として、任用、職務、給与その他職
員の地位に関してなんらかの利益若しく
は不利益を与え、与えようと企て、若し
くは約束してはならない。
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④職員は、前項に規定する違法な行為に応じ
なかつたことの故をもつて不利益な取扱
を受けることはない。

⑤本条の規定は、職員の政治的中立性を保障
することにより、地方公共団体の行政……
業務の公正な運営を確保するとともに職
員の利益を保護することを目的とするも
のであるという趣旨において解釈され、及
び運用されなければならない。

先にあげた国公法102条および人事院規則14－7
の詳細な規定と比較すると、かなり簡略な規定に
なっています。また、①国公法102条1項が禁止さ
れる政治的行為をほとんど人事院規則に委任して
いるのに対して、地公法36条2項は4つの行為を自
ら規定したうえで、それ以外の行為は条例に委任
していること、②禁止される行為について、人事
院規則14－7がきわめて多くの行為を列挙してい
るのに対して地公法は5つの行為に限定している
こと、③国公法では違反に対して刑罰が定められ
ているのに対して、地公法では懲戒処分にとどま
ること、④政治的行為が禁止されるのは職員が属
する地方公共団体の区域内に限定されており、そ
の区域外で行う政治的行為は自由であること（文
書・図画の庁舎・施設への掲示等の行為を除く）、
これらの点で、国家公務員の場合と比べて規制の
内容はかなりゆるやかになっています。

（２）現行規定の違憲性と限定解釈の重要性
上記のように、地公法による政治的行為の制限
の内容は、国公法と比較するとかなりゆるやかで
あることから、違憲とまではいえないという見解
もあります。ただ、私自身は、①規制対象が表現
の自由という最も重要な憲法上の権利であるこ
と、②職務に関わって行う行為だけではなく、職
務を離れて純然たる私人として行う行為も規制の
対象になっていること、③地公法が定める行為の
ほかにも条例によって禁止される政治的行為を定
めることが可能になっていること（大阪市職員政
治活動制限条例はその最悪の例といってよいで
しょう）などから見て、違憲の疑いがかなり濃厚
だと考えています。
戦後初期の特異な情勢の下で労働基本権の制限
と一体となって生み出された政治的行為の制限

は、いわば占領政策の遺物といってよく、いずれ
遠くない時期に国公法の規定とともにその見直し
が迫られることになると私は考えています。

（３）現行法の下でも可能な政治的行為
現行規定の合憲・違憲の問題はさておいて、当
面、現行法の解釈として重要なことは、職員の政
治活動の自由の観点に立って現行規定をできるだ
け厳格に解釈し、現行法の下でも可能な政治活動
の範囲をできる限り拡大していくということで
す。この点で、国家公務員の政治的行為が人事院
規則で詳細に規定されているのと比べると、地公
法の規定はかなりゆるやかになっており、現行法
の下でも可能な政治的行為はかなり広範にわたっ
ています。
以上のことを踏まえて、自治体職員は、現行法
の下でも可能な政治活動の権利を積極的に行使
し、その積み重ねを通して将来の法改正につなげ
ていくことが必要となります。以下、現行法の下
で可能な政治的行為のいくつかをあげておきま
す。
ア　企業職員、単純労務職員、独法職員（一部
を除く）には政治的行為に関する地公法の規定は
適用されないので、これらの職員には、政治的行
為の制限は及ばない。
イ　すでに触れたように、職員が所属する地方
公共団体の区域の外では、庁舎・施設等を利用す
る行為を除いて自由に政治的行為を行うことがで
きる。
ウ　政党・政治団体への加入の勧誘運動は禁止
されているが、これは、不特定・多数の者を対象
として組織的・計画的に構成員になる決意を促す
行為であって、たまたま限定された少数の友人に
入党をすすめることは禁止の範囲外とされてい
る。
エ　職員が、労働組合の一員として組合が掲げ
る政治的課題の実現に向けて活動することは、労
働組合活動の一環として当然認められる。
オ　以上のほか、国家公務員について現行法下
でも適法に行うことができる行為としてあげたさ
まざまな行為（二２（３）参照）は、当然、地方
公務員についても妥当することになる。
人事院規則14－7によってがんじがらめに規制
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されているかのように一般に思われている国家公
務員の政治的行為についてさえ、先に見たように、
人事院の通知は、さまざまな事例をあげながらそ
の下でも許される政治的行為を具体的にあげてい
ます。このことは、人規14－7が、憲法21条が保
障する表現の自由に対するあまりにも過度な制限
を課すものであることを踏まえて、同規則の下で
もなお許される行為をあげることによってその合
憲性をなんとか論拠づけようとしたものと見るこ
ともできます。
このように、国家公務員の政治的行為について
さえ、現行法の下でも可能な政治的行為が少なく
ないことを踏まえるならば、より規制のゆるやか
な地公法の下に置かれた地方公務員としては、さ
まざまな機会を通じて政治活動の権利を積極的に
行使し、自らの信条に基づいて現行法上許される
政治的行為を行っていくことが求められていま
す。

おわりに

地公法の企画立案にたずさわった地方自治庁次
長（当時）の鈴木俊一氏（後の東京都知事）は、
成立したばかりの地公法の解説書において、「職

4

員を政治的に無色透明ならしめる
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

ことにより職員
の地位を安定せしめ、もつて近時における行政の
附托に応えしめようとするのが、政治的行為の制
限の第一義的な目的である」（傍点は晴山）と述
べています（鈴木俊一『地方公務員法の解説』（時
事通信社、1950年）108頁）。冒頭にあげたAの
考え方であり、立法に携わった鈴木氏をはじめと
する行政官、その背後にいる政権与党、さらには
かつての最高裁などがとってきた立場にほかなり
ません。そして、こうした説明は、国公法・地公
法を通じた公務員の政治的行為の制限の理由とし
て、これまであたかも当然のごとく述べられてき
ました。地公法が、政治的行為の制限の理由とし
て「職員の政治的中立性を保障すること」（36条5
項）をあげているのも、同じ発想に基づくものと
いうことができます。
しかし、公務員が一人の人間（市民）として「政
治的に無色透明」などということは現実にはあり
えないことは誰が考えても明らかでしょう。公務

員であろうとなかろうと、すべての人間は、（政
治に無関心であるという立場も含めて）政治に対
して何らかの考えや立場をもっているのであっ
て、その立場や見解を表明したり、それに基づい
て他人に働きかけたりする自由は、市民社会を成
り立たせるうえで不可欠の権利であり、そのため
にこそ憲法21条は、これを「表現の自由」として
公務員を含むすべての市民に対して保障している
ことは、これまで繰り返し述べてきたとおりです。
冒頭のBの考え方は、それを表したものにほかな
りません。
したがって、公務員は、公務員である（公務員
という身分をもっている）がゆえにこの自由が制
限される、ということは本来ありえないことにな
ります。公務員が、勤務時間外に、職務を離れて、
職務上の地位や権限を利用することなく、一市民
の立場で行う政治的行為は、憲法21条が保障する
「表現の自由」に基づく行為として他の市民と同
様に自由であって、これを制限する法律や条例は
許されず、違憲と考えるべきことになります。こ
の点からいえば、「公務員の政治活動の自由」と
いう表現はいささか誤解を生みかねない表現であ
り、より正確にいえば、「公務員が、公務員とい
う立場を離れて一市民として行う政治活動の自
由」といった方が問題の性格からいってより正確
かもしれません。
他方で、公務員は、「全体の奉仕者」（憲法15条
2項）として、その職務を中立・公正な立場に立っ
て遂行する義務を負っており、自らの政治的立場
によって職務の中立・公正を害するようなことが
あってはならないこともまた明らかです。公務員
がその職務を通じて、または職務に関連して、自
らの政治的立場にもとづいて職務の公正・中立を
害することが許されないことは当然であって、公
務員の政治的行為の規制が必要となるのは、この
ように自らの政治的立場に基づいて職務の中立・
公正を害した場合にのみ認められるべきであるこ
とになります。
以上の観点に立って問題を考えると、現行法は、
職務と結びつけて行う公務員の政治的行為に制限
を加えているだけではなく、公務員という立場を
離れて、職務とは関係なく、公務員の地位にある
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ことを利用しないで、一市民として行う政治的行
為までも禁止している点で、憲法21条の「表現の
自由」を侵害していることは明らかということに
なります。
以上を踏まえるならば、現行法の規定は本来の
趣旨に沿って厳格に解釈すべきであり、間違って
も憲法で保障された「表現の自由」を侵害するよ

うな適用の仕方は許されないということになりま
す。そして、将来的には、現行規定のうち、「表
現の自由」を侵害する違憲部分の廃止に向けた法
改正にできるだけ早く踏み出すべきであること
を、最後に改めて確認しておきたいと思います。

（はるやま　かずほ）

【参考文献】
・地公法36条については、本多滝夫「第36条（政
治的行為の制限）」晴山一穂・西谷敏編『新基
本法コンメンタール・地方公務員法』（日本評
論社、2016年）が詳細な解説を行っています
ので参照ください。

・また、国家公務員も含めた公務員の政治活動の
権利に関する拙稿として、「国際比較からみた
わが国法制の違憲性」晴山ほか著『欧米諸国
の「公務員の政治的自由」―その比較法的研究』
（日本評論社、2011年）、「大阪市政治活動制限
条例の問題点」労働法律旬報1775号（2012年）、

「再び大阪市政治活動制限条例の問題点を考
える―国公法二判決との関連で」労働法律旬
報1790号（2013年）、「公務員の政治的行為の
制限―国公法違反事件最高裁二判決の検討―」
自治総研416号（2013年）、「地方公務員の政治
活動の自由―A市臨時職員懲戒処分事件を素材
として―」専修ロージャーナル14号（2018年）
などがあります。

・このほか公務員の政治活動をめぐっては、大久
保史郎「公務員の政治的行為の制限の制定過
程」法政論集13号（2006年）を始め多くの文
献がありますが、ここでは省略します。
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辺野古訴訟とは何だったのか

はじめに

地方分権研究会責任者
本多　滝夫（龍谷大学教授）

　沖縄県が当事者となった辺野古訴訟が、2025
年１月にすべて終結しました。座談会では、10
年に及ぶ辺野古訴訟が日本の地方自治に与えた影
響を省みます。
辺野古訴訟とは、辺野古埋立工事をめぐって沖
縄県と国との間で争われた一連の訴訟です。辺野
古埋立工事は、沖縄県宜野湾市の真ん中にあるア
メリカ海兵隊の普天間飛行場の運用停止・返還の
見返りに、同県名護市辺野古地区に新基地を建設
するために行われている工事です。
「世界一危険な飛行場」と呼ばれる普天間飛行
場の運用停止・返還は沖縄県民の切なる要望です
が、新基地の県内建設は沖縄に集中する米軍基地
の負担軽減を求める県民の意思に反するもので
す。しかし、県庁内に辺野古埋立工事が公有水面
埋立法の要件に合致しないとの意見があったにも
かかわらず、仲

なか

井
い

眞
ま

弘
ひろかず

多知事（当時）は、2013年
12月に、普天間飛行場の５年以内の運用停止と早
期返還、オスプレイの県外配備などの要望を日本
政府が了解したことを理由に埋立ての承認をして
しまいました。これに対して、県民は、翌年（2014
年）の知事選挙において、民意に反した仲井眞候
補ではなく、埋立承認の見直しを公約とする翁

おなが

長
雄
たけ し

志候補を選びました。翁長知事は、2015年10月
に埋立工事は公有水面埋立法が定める承認の要件
に合致しないとして埋立ての承認を取り消しまし
た。しかし、新基地建設に執着する日本政府は沖
縄県に対し、地方自治法に定める「関与」の手段

を使って承認取消しを取り消そうとしました。こ
れに対して、沖縄県は、誇りある自治を守るため
に日本政府と係争状態に入りました。ここに約10
年にわたる辺野古訴訟の幕が切って落とされたの
です。
後掲の「辺野古訴訟一覧表」にある通り、辺野
古訴訟には、翁長知事（当時）が行った埋立承認
の取消しをめぐる一連の訴訟（①~④）、急逝し
た翁長知事に代わって謝花喜一郎副知事（当時）
が行った埋立承認の撤回をめぐる一連の訴訟（⑥
~⑧）と玉城デニー知事（現職）が行った埋立変
更不承認をめぐる一連の訴訟（⑩~⑫、⑭）、そ
して、埋立工事に付随して行われる岩礁破砕を差
し止めるための訴訟（⑤）とサンゴ特別採捕許可
の許否をめぐる一連の訴訟（⑨、⑬）といった５
種類の訴訟があります。
埋立承認取消しをめぐる訴訟の背景は先に説明
しました。埋立承認の撤回をめぐる訴訟と埋立変
更承認をめぐる訴訟、そしてサンゴ特別採捕許可
の許否に関する訴訟（⑨）は、埋立ての承認がな
された後、埋立予定水域の大浦湾側の海底が軟弱
地盤であることが「判明」したことを契機として
います。沖縄県は、埋立工事の続行ないし完遂が
困難で、普天間飛行場の早期の使用停止につなが
らないことなどを理由に、サンゴの移植の許可を
留保したり、埋立承認を撤回したり、さらには埋
立工事の変更を求める日本政府の申請を不承認と
したりしました。しかし、新基地建設に拘泥する
日本政府は、沖縄県の措置を悉く覆すためにここ
でも「関与」の手段を使い、これに対し沖縄県は
訴訟でもって対抗しました。
辺野古訴訟は、和解で終結した訴訟（①~③）

座 談 会

は じ め に	 :	本多滝夫（龍谷大学教授）
コーディネーター	 :	紙野健二（名古屋大学名誉教授）
基 調 報 告 者	 :	榊原秀訓（南山大学教授）
		 :	 徳田博人（琉球大学教授）
	 :	山田健吾（専修大学教授）
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を除き沖縄県の敗訴に終わりましたが、10年に及
んだ訴訟は日本の地方自治にこれまでにない重大
な課題を突き付けました。
地方分権研究会は、辺野古訴訟で沖縄県の弁論
構築の支援してきた辺野古訴訟支援研究会と連携
して、訴訟の節目ごとに上記課題の理論的な整理

を行ってきました。
この座談会は、当研究会の理論的な成果を組合
員にわかりやすく伝えるとともに、日本の地方自
治を発展させるうえで今後探究すべき課題を提示
するために企画されました。

辺野古訴訟一覧表
2025年１月17日現在

訴訟名
（訴訟対象）

提訴日
（提訴者） 確定判決の結果 詳細

①
代執行訴訟
（知事に対する承認取消
しの取消し）

2015.11.17
（国交大臣）

取り下げ
（和解）

１審：高裁
※　和解（2016.3.4）により国取り下げ

② 抗告訴訟
（国交大臣の執行停止）

2015.12.25
（沖縄県）

取り下げ
（和解）

１審：地裁
※　�和解（2016.3.4）により沖防局が審査請求を取り下げた
ため県取り下げ

③ 関与取消訴訟
（国交大臣の執行停止）

2016.2.1
（沖縄県知事）

取り下げ
（和解）

１審：高裁
※　和解（2016.3.4）により県取り下げ

④ 不作為違法確認訴訟
（国交大臣の是正の指示）

2016.7.22
（国交大臣） 敗訴 高裁：（国の）請求認容（2016.9.16）

最高裁：（県の）上告棄却（2016.12.20）

⑤ 岩礁破砕差止訴訟
（沖防局の岩礁破砕工事）

2017.7.24
（沖縄県）

敗訴
（本案不審理）

地裁：訴え却下（2018.3.13）
高裁：控訴棄却（2018.12.5）
※　上告受理申立てを県取り下げ（2019.3.29）

⑥ 関与取消訴訟
（国交大臣の執行停止）

2019.3.22
（沖縄県知事） 取り下げ １審：高裁

※　係属中に取消裁決（2019.4.5）がされため県取り下げ

⑦ 関与取消訴訟
（国交大臣の取消裁決）

2019.7.17
（沖縄県知事）

敗訴
（本案不審理）

高裁：訴え却下（2019.10.23）
最高裁：上告棄却（2020.3.26）

⑧ 抗告訴訟
（国交大臣の取消裁決）

2019.8.7
（沖縄県）

敗訴
（本案不審理）

地裁：訴え却下（2020.11.27）
高裁：控訴棄却（2021.12.15）
最高裁：上告棄却（2022.12.8）

⑨
【サンゴ特別採捕許可】
関与取消訴訟
（農水大臣の是正の指示）

2020.7.22
（沖縄県知事） 敗訴

高裁：請求棄却（2021.2.3）
最高裁：上告棄却（2021.7.6）
※　２名の反対意見

⑩ 関与取消訴訟
（国交大臣の取消裁決）

2022.8.12
（沖縄県知事）

敗訴
（本案不審理）

高裁：訴え却下（2023.3.16）
最高裁：不受理決定（2023.8.24）

⑪ 関与取消訴訟
（国交大臣の是正の指示）

2022.8.24
（沖縄県知事） 敗訴

高裁：請求棄却（2023.3.16）
※　変更不承認処分の適法性を審査
最高裁：上告棄却（2023.9.4）
※　�取消裁決の拘束力を理由に変更不承認処分の適法性を
審査せず

⑫ 抗告訴訟
（国交大臣の取消裁決）

2022.9.30
（沖縄県）

敗訴
（本案不審理）

地裁：却下判決（2023.11.15）
高裁：請求棄却（2024.9.2）�
最高裁：不受理決定（2025.1.16）

⑬
【サンゴ特別採捕許可】
関与取消訴訟
（農水大臣の是正の指示）

2023.8.17
（沖縄県知事） 敗訴 高裁：請求棄却（2024.2.15）

最高裁：不受理決定（2024.4.25）

⑭
代執行訴訟
（知事に対する変更承認
命令）

2023.10.5
（国交大臣） 敗訴 高裁：承認命令（2023.12.20）

最高裁：不受理決定（2024.2.29）

①〜④：翁長前知事の行った埋立承認取消し（2015.10.13）をめぐる訴訟
⑥〜⑧：謝花副知事の行った埋立承認取消し〔撤回〕（2018.8.31）をめぐる訴訟
⑩〜⑭（⑬を除く）：玉城知事の行った変更不承認処分（2021.11.25）をめぐる訴訟

※　�沖縄県公式ホームページ　「辺野古新基地建設問題の争訟」に資料としてリンクされている「これまでの訴訟一覧（令
和7年1月17日現在）」＊を参考にして本多滝夫が作成した。

＊　�https://www.pref.okinawa.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/027/449/20250117soshouitiran.pdf
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コーディネーター：紙野健二（名古屋大学
名誉教授）――今回の座談会の目的は、地方自

治の観点から、沖縄辺
野古のたたかいを振り
返って、その成果と到
達点を確認し、今後の
理論的あるいは解釈論
的な課題を提起するこ
とです。本日ご出席は、
自治労連地方自治問題

研究機構に設けられた地方分権研究会のメンバー
で、訴訟では、沖縄県や弁護団と連携して、それ
ぞれ大きな役割を担ってこられました。
訴訟の中で争われたのは、直接的には埋立承認
の取消しの適法性、撤回の適法性、そして不承認
の適法性でしたが、抽象的にいうと埋立の承認を
めぐる国と県との法関係における対等性であり、

その基礎にあるのが沖縄の自治でした。それは各
訴訟において、第一に、裁判所の審査対象、第二
に沖縄防衛局長の審査請求資格、そして第三に取
消裁決の拘束力の法技術的構成をもってあらわれ
ます。まず皆さん方から事例（辺野古訴訟一覧表
参照）の紹介と論点の解説をいただき。最後に地
方自治の裁判的保護について一緒に考えていきま
しょう。
はじめに、埋立工事の違法性の問題です。ご承
知のように基地を海上に作るには埋立てが必要で
あり、埋立主体が誰であれ県の承認が必要とされ
ています。辺野古の場合、国が事業者で沖縄防衛
局長が知事に承認を申請します。県外移設を公約
にしていた仲井眞知事がこれを承認したところか
ら、この長い訴訟が始まりました。それでは、榊
原さんからお話しいただきます。

裁判所の審査の問題について
榊原秀訓（南山大学教授）――私が担当しま

すのは裁判所の審査に
ついてです。公有水面
埋立法に基づいて県が
承認する際に、知事に
は何がベストかを判断
する裁量というものが
与えられています。そ
の後、承認をめぐる裁

判では、裁判所が、実質的にその判断が妥当であっ
たかどうかを審査します。私はこういった点に関
わります３つの事件の判決を取り上げます。なお、
第２の事件と第３の事件の間に、埋立承認の撤回
をめぐる事件（辺野古訴訟一覧表⑥〜⑧）があり
ますが、この事件の判決については、後に徳田さ
んが解説します。

埋立承認の職権取消事件
最初は、埋立承認の職権取消しに関わる事件で
す。2013年に当時の安倍晋三首相との会談の後に、
仲井眞知事が埋立ての承認をしました。これが公
約違反として知事に当選した翁長雄志知事が第三

者機関を作り、見直しを行っています。その結論
では、どうも仲井眞知事の承認の際の審査があま
りにも杜撰であったということで、翁長知事が埋
立承認の職権取消しを行いました。この取消しが
法的紛争になったわけです。
埋立承認が職権で取り消されたままだと、承認
がなく埋立てができません。これに対して、国の
方から是正の指示がなされました。沖縄県は当然
ながらその指示に不満を持ちますので、国地方係
争処理委員会に審査の申出をしたわけです。そし
て、この委員会は、国と沖縄県が真摯に協議する
ことを求めました。しかし、沖縄県がそれに従っ
て国に協議を求めたところ、国は協議に応じず、
それどころか是正の指示に従った処分がなされて
いないということを理由に、国の側から不作為の
違法確認訴訟（辺野古訴訟一覧表④）が起こされ
ることになりました。
最高裁は、職権取消しは元の処分に瑕疵がある
ことを原因とするからということで、仲井眞知事
の埋立承認に焦点を当てて、その処分が違法・不
当かということを審査しました。最高裁は、まず、
公有水面埋立法の「国土利用上適正カツ合理的ナ
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ルコト」（公水法４条１項１号）という要件に照
らして、仲井眞知事による埋立承認は「適合する
という判断に瑕疵があるとは言いがたい」、つま
り適合しないとは言えないと判断したわけです。
次に「ソノ埋立ガ環境保全及ビ災害防止ニツキ十
分配慮セラレタルモノナルコト」（公水法４条１
項２号）という要件についても「特段不合理な点
があることはうかがわれない」として、要するに
問題なし、としました。そして、「不作為の違法
確認」についても、最高裁は（国地方係争処理委
員会が国と沖縄県とに真摯な協議を求めたこと
は）形式的には勧告だということで協議に応じる
よう義務付けているわけではないと判断し、不作
為の違法確認を認めてしまいました。
しかし、まず、適法性審査の対象が仲井眞知事
の埋立承認処分に向けられ、翁長知事の承認取消
処分が重視されていないことは、審査のあり方と
して適当ではなく、承認処分の違法性・不当性を
否定するのは裁判所の審査密度が低いからと考え
られます。また、国の関与を限定するために、是
正の指示や不作為の違法確認訴訟の要件の解釈に
ついて、地方自治を尊重した解釈が必要ですが、
そのようなことは意識されていないという問題も
あります。研究者の評釈の多くも、これらの点に
ついて批判的な意見を述べています。

サンゴ類の移植許可をめぐる事件
次に第二の事件にいきます。サンゴ類の移植許
可をめぐっての事件です。辺野古訴訟一覧表⑨の
最高裁判決になります。
これは、国が県に対して求めた辺野古のサンゴ
移植の許可申請をめぐって争われた事件でした。
辺野古の基地建設予定地のうち大浦湾側の海底が
軟弱地盤だとわかった後もなお、国はそれ以外の
ところの埋立工事を進めるためにサンゴの移植を
したいと県に対して許可申請を行いました。しか
し、軟弱地盤の工事をするためには、埋立工事変
更の承認が必要であるのに、その変更申請すらな
されていなかったため、玉城知事は埋立事業の目
的が達成される見込みがあると認めず、サンゴの
移植の必要性も判断できないと考え、許可をしな
いでいました。この事件では、こうした許可申請

に対する不作為に対して大臣がした是正の指示が
争われたわけです。
最高裁第三小法廷では、「何を考慮すべきか」
という考え方の違いによって、３対２に分かれま
した。国を支持する側が３人、「沖縄県の主張が
もっともだ」という側が２人になります。多数意
見の方は、「変更承認を受けていない段階であっ
ても、当該変更に関する部分に含まれない」、つ
まり軟弱地盤と関係ない「範囲の工事については、
特段の事情がない限り、当初の願書に記載された
設計の概要に基づき適法に実施し得る地位を有す
ると解される」というものでした。このように「国
はもう承認をもらったのだから、それに基づいて
行うことができるはずである」という立場です。
したがって、玉城知事の判断は「社会通念に照ら
して著しく妥当性を欠いたもの」であると述べま
す。
一方、少数意見の側の裁判官（宇賀克也裁判官）
の判断は、「変更申請が不承認になった場合、本
件各申請に係るサンゴ類の生息箇所のみの工事は
無意味になる」と述べています。基地を作ってい
る際に軟弱地盤があって、その工事ができなくな
れば移す意味がない、工事がもう進まないわけで
す。また、「護岸工事という特定の工事のみに着
目して」申請の是非を判断すれば、これは注目さ
れたフレーズですが、「『木を見て森を見ず』の弊
に陥り、特別採捕許可の制度が設けられた趣旨に
反する」ということを言いました。つまり、辺野
古全体が工事できないにもかかわらず特定の箇所
の工事だけができるということは、「木を見て森
を見ず」だと批判をしました。研究者の評釈では、
一般的に多数意見に批判的で、宇賀裁判官などの
反対意見に好意的な姿勢を示しているという状況
です。

埋立変更不承認の高裁判決
最後に第三の事件の判決は、埋立変更不承認の
審査を行った福岡高裁判決（辺野古訴訟一覧表⑪）
です。先ほども触れましたが、そのままでは工事
が軟弱地盤のところでは進みませんので、変更の
申請をするわけです。これに対して県は不承認と
しました。この審査について、実は最高裁の方は
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実質的な判断を行っていないのですが、福岡高裁
は、実質的判断を行いました。
この判決において最大のポイントは、公益社団
法人日本港湾協会という団体が出した『港湾の施
設の技術上の基準・同解説』（港湾基準・同解説）
です。
この判決は、知事の審査において、省令に基づ
いて定められた「基準告示」の規律を具体化した
「港湾基準・同解説の記述する性能照査の手法等
を超えてより厳格な判断を行うこと」は、「特段
の事情がない限り」、「考慮すべきでない事項を過
剰に考慮したものとして、裁量権の範囲の逸脱ま
たは濫用に当たる」として、同じようなフレーズ
を繰り返し、沖縄県知事による裁量権の行使はお
かしいということを言っています。そして、福岡
高裁は港湾基準・同解説が重要で、「それに厳格
に従え」、「それ以上のことを求めるな」というこ
とを言っていることになりますから、それをどう
評価するかが重要になります。
しかし、この港湾基準・同解説は、そもそも知
事が定めた公有水面埋立法の審査基準ではありま
せん。また、変更承認の事案というのはいろいろ
あるわけです。告示基準は抽象度が非常に高い内
容で、港湾基準・同解説も特定の数値に従うこと
を求めるものではなく、一定の幅を持って、その
なかで選択ができるはずのものです。
本件変更承認申請の場合、変更の程度は相当に

大きく、従来の工事と比べて時間も費用も大幅に
増え、影響の度合いは極めて大きく、本当に完成
するかどうかもわかりません。変更承認後の埋立
工事の規模・深さは、過去に実例がありません。
他方、港湾基準・同解説は過去の経験に照らして
作られているわけで、本件変更承認申請もそこに
定められた最低の基準に従わなければならないと
いうのは、極めておかしなことです。これを超える
ことをより厳格な判断と言って、特段の事情がな
いというのは、事実に反していると思われます。
そして、裁判所は一番最初に仲井眞知事が行っ
た埋立承認を最大限尊重して、それを覆すような
ものを認めない、と沖縄県の主張をことごとく否
定をしています。それは軟弱地盤の存在が明らか
になって、工事変更によって時間や費用が大きく

変更することが必要だということが分かってから
も同様です。論点を極めて限定することによって、
「木を見て森を見ない」ものとして、全体の動向、
変化に目をつぶっているという事態になっていま
す。
評釈を見てみますと、やはり沖縄県の主張が訴
訟で全く認められないっていうのはおかしいとい
う見解です。これを踏まえると、沖縄県の主張が
訴訟において全く認められないことは、県の言っ
ていることが間違っていることではなく、むしろ
裁判所の国の対応に対する審査に問題があるので
はないか、極めて消極的なものになっているので
はないかと、このように思います。

裁判所が尊重すべきはどちらの知事
の判断か
紙野健二――今のご報告の趣旨の確認も兼ね
てということになりますが、まず、一つ目です。
仲井眞知事の承認を取り消す際、翁長知事はき
わめて丁寧かつ慎重にそれを検証したうえでこれ
を取り消しました。その理由はまことに説得的
だったと思いますが、県の承認の取消しに対して
これを取り消す大臣の指示がなされ、これに対す
る不作為が国によって違法視されてその確認を求
める訴訟になります。その中で県の取消しの適否
が問題になるのですが、最高裁は何とそれに一瞥
もせず、仲井眞知事の承認の適法から不作為の違
法を導きました。
榊原さんの整理のように、翁長県知事が職権取
消しをして国が是正の指示を出し、これに対して
国が不作為の違法確認訴訟を起こすのです。ここ
が裁判所にとって、重大な岐路であったように思
います。当時の国地方係争処理委員会の決定を受
けて、期間を限定してでも再度国と県に対し協議
を求めるべきでした。しかしそれもできず、かと
いっていくら何でも翁長知事の職権取消しを違法
とは言いにくいので仲井眞知事の承認を追認して
しまう。最悪の選択でした。これが講学上の職権
取消しと脈絡を異にする事例であることは、誰で
もわかることです。まさに、理屈抜きの国を勝た
せる判決でした。
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榊原秀訓――翁長知事は、はじめの承認が杜撰

なのできちんと見直そうと、専門家を入れて、承
認のあり方をきちんとチェックし直しました。む
しろ仲井眞知事のはじめの承認が杜撰で、翁長知
事が行った権限の行使が適正だったと思います。
だから、本当に権限の行使が適正かをチェック
するためには、後から行った承認取消しという権
限の行使が極めて重要です。しかし、最高裁は、
はじめの埋立承認について違法性・不当性がなけ
ればそのまま埋立承認を維持するということを
言っているように見えます。また、仮に埋立承認
が違法ではないにしても、不当である可能性は少
なくありません。不当について、最高裁は審査で
きるとしていますが、実際には審査をしているの
か疑わしいものとなっています。
さらに、国地方係争処理委員会の協議をせよと
いう勧告をどう評価するかという点も重要です。
国地方係争処理委員会の判断が出た当時の段階と
現在の段階では、評価が変わっている部分がある
のではないかと思います。判断が出された当時に
おいては、国地方係争処理委員会は結論を出さ
ず、中途半端に判断を避けたという印象を受けま
した。しかし、現在において考えてみると簡単に
国を勝たせるのではなく、ちゃんとやるべきこと
を検討すべきというか、交渉の余地があるという
か、そういったことを述べたものと評価できるか
と思います。

裁判所が埋立承認を適法と認めたこ
との影響
紙野健二――次に、二つ目のサンゴの移植の
許可です。宇賀裁判官の説示については榊原さん
のご指摘の通りと思います。これに対する多数意
見に与した裁判官の見解を聞きたいものです。最
後の三つ目の問題です。2023年９月４日に下され
た変更不承認についての最高裁判決（辺野古訴訟
一覧表⑪）は、結論においてその半年前の福岡高
裁判決（辺野古訴訟一覧表⑪）を是認しましたが、
ここでも変更不承認についての県の実質的な判断
の審査を放棄した点で大きな問題をはらんでいる
のですが、この司法判断がまかり通ってきたわけ
です。

榊原秀訓――二つ目と三つ目の点について、
どういったポイントがあるのか考えてみますと、
二つ目の判決でも三つ目の判決でも、仲井眞知事
が行った埋立承認に凄く重きを置いています。新
しい翁長知事・玉城知事が判断を変えていくこと
をしているのですが、はじめの承認をしたという
ことが最大限重視されるという、こういった特徴
があるのかなと思います。
次には、特に環境保全に関わる分野、あるいは
災害の一部・災害防止もそうかもしれませんが、
基準あるいは基準らしきもの、それに焦点を当て
てギリギリでも満たしていればそれ以上のことを
要求してはいけない、こういうことを言っている
ようです。
本来、裁量基準、審査基準というのはそういう
性格のものではありません。もしそうであれば、
それがまさに法律であるとか、法規命令として政
令・省令と同じような役割を持ってしまうので、
それは考え方としておかしいと思います。
だから、裁判所の審査の仕方が、何か国を勝た
せる方向で、沖縄の自治を認めない方向でなされ
ているのではないか感じました。

翁長知事の職権取消しは住民自治の
発現ではないか
徳田博人（琉球大学教授）――沖縄の民意は、

繰り返し、辺野古新基地建設に反対し、普天間基
地の早期閉鎖・返還を求めてきました。仲井眞知
事は、2010年11月、県外移設を公約に掲げて再選
されましたが、その公約を破りすて、埋立てを承
認したことで、2014年11月の知事選で落選しまし
た。翁長雄志氏が辺野古に新基地建設を作らせな
いことを公約にして、仲井眞候補に大差をつけて
当選したのです。また、翁長知事は、仲井眞前知
事の埋立承認過程や環境アセス過程の不透明さを
問題にし、専門家から構成された第三者委員会を
設置して検証作業を行い、その答申を受けて埋立
承認の職権取消しをしたのです。翁長知事による
埋立承認取消しは、住民の民意を踏まえ、かつ、
法的科学的検証を経て行われたものであり、沖縄
県の自治体ガバナンスは十分に機能していました。
自治体のなかで民主的ガバナンスが機能してい
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る場合、国の行政関与は抑制的であるべきであり、
地方自治法はこの点を関与の原則として確認をし
ています。しかし、国は埋立承認の職権取消しの
取消しを求める介入を積極的に行いました。
その後も、沖縄県民は、2019年２月24日、県民
投票により辺野古新基地建設反対の意思を明らか
にしてきましたが、沖縄防衛局など、国は、民意
を無視して埋立工事を強行し続けました。
このような状況に対して、裁判所は、国の関与
の適法性を審査するに当たり、民意、つまり住民
自治に基づく自治体ガバナンスを重視した審査を
してこなかったのではないでしょうか。この点に
ついて、榊原さんのお考えを教えていただけない
でしょうか。

榊原秀訓――公有水面埋立法における埋立承
認においては、都道府県知事に広い裁量を認めて
います。すなわち、何が最も良いのか、ベストな
のかということを、知事が判断することができ
ることになるわけです。しかし、その場合でも、
恣意的な運用であれば問題があるので、それを
チェックすることが必要になります。徳田さんが
述べるように、専門的な機関を設置して、専門的
な判断によって運用をする、そのためには、事実

を確認することが当然の前提になります。
また、民意を反映した判断をするといったこと
も重要です。仲井眞知事の判断を見直した翁長知
事・玉城知事の判断は、このような方向での見直
しを行ったものと考えられ、そういった判断を裁
判所は地方自治の観点から尊重することが必要で
す。そうでないと、むやみに裁判所が地方自治に
介入することになってしまいます。また、先に触
れた国地方係争処理委員会の協議を求める勧告に
ついて、裁判所は、拘束力がないことを理由にまっ
たく重視しておらず、地方自治の尊重のために設
置した制度すら簡単に無視しているわけです。結
局、裁判所には、地方自治や地方分権の理念・趣
旨が十分浸透していないように思われます。

紙野健二――それでは、先に進みます。承認
の取消しであれ撤回であれ、県が承認の効力を事
後に否定すると国は工事ができなくなります。承
認取消しの時は、国交大臣がその取消しを取り消
せという指示をし、これに従わない知事の不作為
が違法であることの確定を裁判所に求め、これが
奏功するのです。これに対して、徳田さん、撤回
の時にはどうだったでしょうか。

沖縄防衛局長の審査請求資格について
徳田博人（琉球大学教授）――埋立承認の職

権取消しの後に、最高
裁判決が2016年にあっ
たのですが、その後、
軟弱地盤が問題になっ
た際に、沖縄県は埋立
承認の撤回をします。
それ以降の特徴は、
行政機関である沖縄防

衛局が同じ行政機関である国土交通大臣に審査請
求をして、その国土交通大臣がその審査請求を受
け入れて、沖縄県の撤回処分やあるいはその後の
変更不承認処分の取消裁決をしてしまう。そうい
う国の機関が国の行政機関に対して不服申立てを
して、それを第三者性のない、あるいは公正な形

でない行政機関である審査庁が取消裁決をしてし
まうという、いわば身内の中で紛争解決をしてし
まうようなことが起きていました。
この裁決をめぐって沖縄県は関与訴訟（辺野古
訴訟一覧表⑦）と抗告訴訟（辺野古訴訟一覧表⑧）
を提起するのですが、裁判所はいずれも訴訟適格
性がないということで、それを認めないことにな
りました。
この点について、以上のような問題があるので
すけども、沖縄防衛局は、「埋立ての撤回を取り
消してくれ」とか、「変更承認を認めてくれとか」、
そのように考えているのであれば、行政事件訴訟
法を使って取消訴訟と同時に義務付け訴訟をすれ
ばよかったと思っているのですが、本来、民間事
業者に対する埋立免許の場合にはそういった手続
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をするというのが真っ当なのですが、そういうこ
とを沖縄防衛局は何もせず、何ら動いてない段階
で、変更不承認の場合には国土交通大臣が取消裁
決をしたのちに是正の指示までしてしまう。そう
いった形で、沖縄防衛局がいわば私人として動い
ているにも関わらず、通常の私人の世界では見ら
れないようなことが辺野古で起きてしまい、問題
があるということです。
この点で、「何人も自己の事件において裁判官
たりえない。」ということが法律の世界の常識な
のですが、埋立承認の撤回や変更不承認をめぐっ
ては沖縄防衛局が審査請求人になり、国土交通大
臣が審査庁になるといった、常識に反することが
まかり通っており、いろんな常識的なことが覆さ
れるようなことが定められる、そういう特徴があ
ると思っています。

国の機関が行政不服審査制度を利用
できてよいのか
紙野健二――そもそも、沖縄防衛局長という
国の機関に、行政不服審査法で私人にあるとされ
る審査請求資格があるのかという問題で、私人に
なりすましというのはそういう意味です。辺野古
移設は閣議決定で決めており、その法的拘束力論
はともかく、その点をどう考えるかということは、
初歩的な問題でありながら大きな問題であったと
思いますが。こういう事態を知って地方自治体の
職員の方々はどういうふうに反応したか、もし徳
田さんがご存知であれば教えていただきます。

徳田博人――多分驚いたと思います。普通そう
いうことはしないと思っているので、本当に実体
的な審理を回避したいという気持ちから、裁判所
で公正な審理を回避する理屈をいくつも考えた結
果、この手段を取ったのだろうと思っております。

紙野健二――実務的にもありえない驚くべき
解釈です。言及した文献も皆無です。これに関連
して、私はセントレア（中部国際）空港の事例を
少し調べてみました。セントレア空港の追加工事
の事業者は国交省の中部整備局です。中部整備局
長が承認の申請をし、愛知県知事が承認をすると

いう手筈になっています。中部整備局長にもしも
不服があれば、国交大臣に審査請求をすることに
なります。これが国の公正の観念なのです。
国が審査請求できるか否かの規定を法律が置い
ていないのは、想定外だからです。徳田さんも指
摘したイギリスの自然的正義の法諺を想起するま
でもなく、不適法な審査請求であり裁決は無効と
いうべきです。こんなものは法学入門程度の問題
であり、裁判官の資質を疑います。なぜそこまで
するのか、それは関与取消訴訟でわかります。裁
決の関与性を否定するのは容易ですからね。そこ
でつながってくるのです。

榊原秀訓――今の問題は入門よりも応用なの
かなという気も正直しますが、解釈の枠の範囲内
なのか、それを超えるようなものかという結構難
しい論点は孕むかなと思います。
関連して私が質問したいのは、審査請求になる
と、行政不服審査会（第三者機関）が多くの場合
はそこで一応公正性を担保するということになっ
ているのではないかという点です。しかし、辺野
古の問題では全く行政不服審査会を使っていませ
ん。
一般的に、審査請求を全面的に認める場合に
は、行政不服審査会への諮問がなくてよいことに
なると思いますが、国と自治体との争いの場合に
も、行政不服審査会の利用を全く認めなくて良い
のか、あるいは、国と自治体との争いの場合には、
第三者機関である行政不服審査会の審査を経なけ
ればいけないと考えるのか、仮に審査請求ができ
るとした場合、このようなもう一段階の論点があ
るのかと思いますが、徳田さんはどのようにお考
えですか。

徳田博人――結論から先に言えば、国と自治
体との争いの場合には、第三者性が確保されてい
る行政不服審査会の審査を経なければならないと
考えます。このように考える理由を述べます。
行審法では、審理員意見書や審査庁が審査請求
を全面的に認める場合には、行政不服審査会への
諮問は、しても、しなくともよい。これは、国民
が審査請求をする場合で、審査請求をした国民と
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自治体（や国）との争いのケースを念頭においた
ものです。これに対して、仮に、国の機関が審査
請求をすることができるとすると、この場合には、
審査請求をした国（の機関）と自治体との争いで
すが、この場合には、裁決（審査）庁も国の機関
である主務大臣ですから、第三者性がなく、公正
性が疑われます。
2016年に、行政不服審査法が大幅に改正され、
目的規定に「公正な手続」が追加されて、その担
保のための制度改正も行われました。行政不服審
査会制度もその一つです。制度導入の趣旨は、独
立した第三者の立場として、審理員及び審査庁が
行った手続の適正性をチェックし、判断の妥当性
を検証することにあります。
国と自治体の争いの場合には、公正の観点から
審査庁の審査（審理員を含む）だけでは疑念が生
じるわけですから、従いまして、行政不服審査法
の目的規定の改正の趣旨からしても、行政不服審
査会の審査を経なければならないという結論に
至ったわけです。

紙野健二――沖縄県と国が地方自治法上で対
峙しているときに、国が行政不服審査法の私人の
地位を僭称して利用してくる脈絡に加えて、沖縄
県は地域の利益が害されることを理由に抗告訴訟
をも提起しますが、原告適格がないとされます。
とくに深く検討した形跡もありません。これは行
政事件訴訟上の訴訟です。地方自治法上の紛争に
おいて、国には事業者として争う資格を与え、県
にはこれを否定するという解釈とその理由づけを
よくみておきましょう。そのことは、裁決を審査
するか否かという問題にもいえるのです。国は強
引で恣意的な解釈論をつみ重ねてきましたが、裁
判所はその帰結を容認しこれを傍観するばかりで
す。そもそも沖縄辺野古の問題はノータッチとい
う前提があるのでしょう。それを正当化する理屈
など探すまでもありません。
さて、軟弱地盤の存在が判明してあらたに埋立
変更承認の申請がなされますが、沖縄県知事はこ
れを不承認として新たな段階に突入します。山田
さんから発言をお願いします。

取消裁決の拘束力について
山田健吾（専修大学教授）――取消裁決の拘

束力についてお話しし
ます。
これまでの議論でも
明らかになってきまし
たが、国はできるだけ
早く辺野古新基地建設
を完成させたいので、
法制度関係の形式的な

整合性さえとれていればよいとして、思いつくま
まに様々な主張を展開してきました。審査請求の
問題もそうなのです。
沖縄県はそれに対して、その都度、対応を求め
られることになり大変複雑になました。
取消裁決の拘束力の問題もそのような構造のな
かで出てきた問題ということになります。
本来であればこの埋立変更の不承認処分がなさ
れた後、国が辺野古新基地建設を急ぎたいのであ
れば、変更不承認処分後に是正の指示をして、沖

縄県がその指示に従わないのであれば、代執行等
の手続に進めばよかったのです。そこで、代執行
等の手続に進むだけの緊急性がないのであれば、
承認処分の義務付け訴訟を提起すればよかったの
ではないかと考えています。
しかし、そうしないで、行政不服審査制度を利
用したのはなぜなのかということをひとつ考えな
ければいけません。そのことはさておき、行政不
服審査制度を利用して、沖縄防衛局が埋立変更不
承認処分に対して審査請求をし、国土交通大臣が
これを認容する取消裁決をし、その後、沖縄県に
対して、変更承認申請を承認するように是正の指
示をします。
国地方係争処理委員会で是正の指示の先決問題
となる取消裁決の適法性がまさに争点となるので
すが、国はこの係争の審理において、取消裁決の
拘束力によって、沖縄県が埋立変更不承認処分を
根拠とした不承認事由をその係争の審理において
主張することは失当だと主張します。
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係争委は国の主張をほぼそのまま取り入れて、
取消裁決は違法だとはしなかったわけです。沖縄
県は福岡高裁に是正の指示の取り消しを求める訴
えを提起しました（辺野古訴訟一覧表⑪）。この
是正の指示の取消訴訟においても、国側は、同じ
ように、国土交通大臣の取消裁決の拘束力を用い
て、沖縄県知事が変更不承認処分の根拠とした不
承認事由をその是正の指示の取消訴訟の審理にお
いて主張することは失当だと主張しました。
福岡高裁は、このような取消裁決の拘束力を理
由とする主張制限については、行政不服審査法と
自治法上の是正の指示との制度や法律関係の違い
を「適切に考慮せず、行審法が定める審査請求手
続における裁決の拘束力の採用を拡張し、地方自
治法により認められた関与取消訴訟の制度におい
て司法審査を受ける普通地方公共団体の手続上の
利益を害するもの」だと言って、国側の拘束力を
根拠とする主張制限を退けて、変更不承認処分の
司法審査に入りました。
その司法審査には、様々な問題点もありますが、
ともかく拘束力の作用をその意味するところを超
えて拡張していくことに歯止めをかけたことは、
学界においても肯定的な評価がされていると思い
ます。
ところが、福岡高裁は是正の指示について適法
としたので、沖縄県は上告しますが、その半年後
の2023年９月４日に判決を下した最高裁は、福岡
高裁が主張制限の不当性を明らかにしたことにつ
いては一切触れることなく、是正の指示は適法だ
という、原審（福岡高裁）の結論だけを是認しま
した。
そこで「原審の判断は結論において是認できる」
とした理由ですけれども、それはほぼ国側が言っ
ている主張制限を言い換えただけです。知事は取
消裁決以降に認容裁決の趣旨に従って改めて措置
を執ることがなかったわけですが、最高裁は、取
消訴訟の審理において「本件変更申請が本件各規
定の要件に適合しないなどとした上告人の判断は
適法であるから、本件指示は違法であるなどと主
張している」ことが、沖縄知事が変更不承認処分
と同一の理由に基づいて、あらためて不承認処分
をしたとみなされるとして、このことは取消裁決

の拘束力と抵触するとします。
最高裁は、福岡高裁指摘の問題点については一
切考慮することなく、国側の主張通りに拘束力の
作用を認めて、是正の指示は適法だというふうに
結論付けたということになります。
これについて学界の中には、「本件取消裁決が
最終的なものとなり、関与が形骸化するのではな
いか」という指摘がある一方で、法の仕組み上、
最高裁の論理はやむを得ないといった評価をする
学説もあります。

裁判所における実体審査の拒否
紙野健二――注意すべきは、地方自治法では
国の是正の指示があっても、これに仮の効力を認
めていませんので、翁長知事の承認取消しの時は、
指示に従わないという不作為の違法を裁判所に確
認してもらう必要があったことです。次に、謝花
副知事の承認撤回の時には、国交大臣は撤回を違
法として裁決で取り消すのですが、取消裁決は仮
の効力をもつにすぎないはずです。これを否定す
るには、沖縄県は取消裁決の取消訴訟を提起する
しかない。しかし、沖縄県が取消裁決を取り消す
ための裁判を提起することは許されないとする判
決が出るだろうと予想して、そして、さきほど徳
田さんも言及しましたが、そのような判決が実際
にでたことから（辺野古訴訟一覧表⑦⑧）、国は
行審法の仕組みを活用しつくすわけです。当初は
国が県の法運用を違法と争っているのに、いつの
間にか攻守が逆転する。こんな恣意的な法運用は
容認されてはならないのです。

山田健吾――実体審査の拒否を可能としたの
が、裁決の終局性です。取消裁決の拘束力を持ち
出せるのは、その取消裁決を国も最高裁も終局的だ
ということを前提にしているからこそと思います。
本来だったら、大浦湾の軟弱地盤を理由とする
埋立変更不承認について裁判でその適否を争えば
いいものを、国がこの問題を行政不審査過程の中
で決着をつけ、最高裁は、取消裁決はもう争えな
いのだということを前提にして話を進めていった
ということになります。
これは、早稲田大学の岡田正則教授が最高裁判
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決（辺野古訴訟一覧表⑧）に対する判例批評で指
摘していますが、その取消裁決を終局的なものと
して審理を回避するものであって、それは憲法76
条2項に抵触することになります。そこをもっと
しっかり指摘していく必要があると思います。

徳田博人――この判決の最高裁の調査官解説
を読むと、今回の判決は、当時の大田昌秀知事が
1995年に軍用地の契約更新を拒む地主に代わって
知事が署名する代理署名を拒否し、国から訴えら
れた、いわゆる代理署名訴訟の最高裁判決を踏ま
えていると書かれています。1996年8月28日に判決
を下した最高裁は、職務執行命令を行政機関が行っ
た場合に、職務執行命令の行政判断に優越性を認
めていませんでした。行政機関と行政機関の上下
関係のあるような機関委任事務制度の下での職務
執行命令訴訟でさえも裁判所は国と自治体を対等
な関係と理解していて、つまり一方に公益的判断
を優先するという判断はしていないのです。しか
し、この判決の最高裁は、実際のところそれを踏
まえてないのではないかと思っています。取消裁
決の拘束力を出すことによって、これを前提にし
て審査をするわけですから。しかも国土交通大臣
が裁決をして、同じ国土交通大臣が是正の指示を
する。そして、最初にあった裁決を前提に是正の
指示をしているので、裁判所もそうしてください
という。そうすると、結果的には裁判所は国土交
通大臣の判断に優越性を認めたことになっている
のではないかと思います。それを担保するために
こういう組み立てをしたかのように思えるのです。

山田健吾――行政不服審査法は、その処分庁
と審査庁の関係が一般的な監督指揮関係にある場
合、取消裁決の拘束力は取消判決の拘束力と近い、
というよりはそもそも上級行政庁の監督権の行使
にほかならないのではないかと思います。
最高裁が、取消裁決の拘束力については、一般
的監督関係にある行政機関のレベルと国・自治体
間のレベルとは異なることがないと言っています
が、これは大変問題で、そうしてしまうと結局、国・
自治体間の関係がその監督関係と同じだというこ
とになってしまいます。

徳田さんがおっしゃったように、最高裁は行政
不服審査法の仕組みに即して、国・自治体関係を
説明をするわけですが、それは、結局、国・自治
体関係を上下関係にあるとの結論を導くことにな
ると思っています。

紙野健二――この問題は、2023年9月4日の最
高裁判決は変更承認を求める是正の指示について
関与取消訴訟において沖縄県の請求を斥けまし
た。これを受けて、国は、9月19日には地方自治
法245条の8に基づいて代執行手続を執り始めま
す。そして、県に対して承認を強いる代執行訴訟
へと展開することになります。ここでの論点とし
て裁決の拘束力が浮上します。山田さん、その点
を述べてもらえますか。
山田健吾――代執行訴訟についてトータルに
何か言えるわけではないのですが、最高裁は取消
裁決の拘束力を用いて是正の指示は適法と言って
いるわけですが、その際に、変更不承認処分が適
法か違法か、一言も触れていません。
にもかかわらず、代執行訴訟について審議した
福岡高裁（辺野古訴訟一覧表⑭）は、あたかも変
更不承認処分が違法だと確定していると判断し、
代執行の法令違反要件の充足を認めたと思います。
このように代執行訴訟で違法性の審理をしない
でいいということになってしまうと、代執行訴訟
が持っていた自治権保護の機能というものが、狭
められてしまうのではないかと危惧しています。
自治権保護のための代執行訴訟を、どのように解
釈として展開するかということを考えなければい
けないと思っています。

紙野健二――代執行訴訟ですが、最高裁はそ
の要件該当性の審査さえ放棄をするのです。いく
つかの局面で、地方自治がもろに問題になり、や
はり団体自治と住民自治の側面でみるとよくわか
りました。地方分権改革で払拭したはずの機関委
任事務的亡霊が、まだ裁判所の中で生きていたの
です。加えて、住民自治に対する認識の全くの欠
落により審査の対象にすらならない。こうした経
緯のなかで住民投票が行われました。確かに、仲
井眞知事や翁長知事の時代では、まだ正式な住民
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投票というのは行われていませんでしたが、その
後、住民投票が実施されました。その結果は、改
めて申し上げることもないかと思います。法的拘
束力の有無はともかく、反対が民意であるという
ことは、それはもう明らかだと思います。それを
無視するかのような法律論が展開されていくわけ
です。ここに最高裁の地方自治の無理解と貧しさ
があるように思われます。みなさん方からの意見
をお願いします。

榊原秀訓――住民投票をどう考えるか一言触
れさせて下さい。一般論としては、住民投票の結
論が出たからといって、それを法的にどう使うか
は結構難しいところがあるのではないかと思いま
す。しかし、埋立承認における、一号要件（公水
法４条１項１号で定められた「国土利用上適正且
合理的ナルコト」という要件）に関わる最初の埋
立の必要性の段階を考えると、十分、住民投票の
結果を考慮する余地があるように思います。
今回の場合は、いったん承認がなされたので、
住民投票の結果を考慮することが難しくなってい
る側面があります。軟弱地盤が見つかって、その
ままでは工事ができなくなるので変更承認申請を
すると、本当に正当な事由があるかどうか、また
再度要件を満たすかどうかを審査することになり
ます。一般論としては、はじめに承認した段階で、
すでに一号要件、二号要件（同法４条１項２号で
定められた「其ノ埋立ガ環境保全及災害防止ニ付
十分配慮セラレタルモノナルコト」という要件）
について、審査をしているので、簡単には覆せな
いという枠組みになっていると考えらます。通常
の工事の変更は結構行われており、その変更は、
そんなに大規模なものではないので、基本的な枠
組みが根本的に変わるという性格のものではない
と思います。
ところが、今回の辺野古のケースの場合、時間
や規模の要素はすごく大きくて、基地を一定期間
使ったら日本に返還することになっているはずな
のに、そういう時期もはるかに過ぎている、杭を
何万本も打ち込むが、軟弱地盤の改善に本当に足
りているかどうかもわからず、できるかどうかも
わからない。そうすると、埋立変更と言っている

ものの、実際には単なる変更というよりは、はじ
めの承認に近い、そういうケースではないかと考
えられます。
これとの関わりで、都市計画法における開発許
可を調べてみると、はじめの許可は簡単に取って
おいて、変更の段階で大規模な修正を行うという
ことがあります。しかし、これは悪徳業者がそう
いう手法を使うようなので、簡単に認めるのはダ
メだという、こういった見解が示されています。
今回の国のケースは、限りなく悪質業者の手法に
近い。辺野古における工事の変更承認申請は限り
なくはじめの承認申請に近いケースと考えられる
ので、通常の場合よりも、住民投票の結果を考慮
することができる余地が大きいのではないかと思
います。

徳田博人――私の方から３点指摘しておきま
す。第１点ですが、住民による辺野古の裁判もあっ
て、その争点のひとつにやはり軟弱地盤の問題が
あります。B27地点というところに、深さ90メー
トルに軟弱地盤があるのですが、沖縄防衛局が沖
縄県に提出したのが深さ70メートルまでのデータ
でした。沖縄県は、沖縄防衛局がそのデータを
提出した際に、さらにB27地点の力学試験をした
データの提出を求めました。その力学試験にかか
る費用も、全体の埋立費用から比べると、本当に
微々たるものでしかないようです。
しかし、沖縄防衛局はこれをする必要がないと
主張したのですが、その根拠となったのが先ほど
の審査基準は最小限度でいいのだと。つまり、本
来慎重にもっと調査しないといけないことを、し
なくていいのだといって正当化する。そして、裁
量基準というのは、そういう事実を調査して、一
番いい方法を探さないといけないのに、それをし
なかった。そういう技術的な問題があるなと思い
ます。
そこに着目して、住民は今なお訴訟を提起して
います。
一番許せないのは、これが争われた裁判所で、
福岡高裁は、付言において今後も、同様な訴訟が
提起されると思うと、つまり軟弱地盤の問題は実
質解決できてないと認めているのです。そして、
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実際に沖縄防衛局は、沖縄県との紛争がすべて終
わった後に、念のためと言ってB27地点を調べて
いるのです。しかし、何のために調べたかは、今
のところあやふやにしています。つまり、沖縄防
衛局自身が、本当に工事ができるのかどうか、ま
だ確信まで至っていない。そうしたなかで、福岡
高裁もそういう不安があるから、付言で今後も、
同様な訴訟が提起されるかもしれないと言ってい
ます。
榊原さんがおっしゃった、審査基準を固定化し
たことの問題点が非常に大きな問題かと思ってい
て、これが今後も続いているということです。
第２点ですが、その司法の審査の仕方で非常に
問題だなと思ったのは、価値論抜きの判決をして
いるということです。
たとえば、普天間基地が世界一危険なので移転
しますと言っています。つまり人の命に関わるの
で、憲法では「切り札としての人権」と言われて
いるものとして、取り返しのつかない、生まれな
がらの生命、身体に関わるものなのだということ
を言って、だから、辺野古に移転するのは仕方な
い、こう言うのですが、しかし、辺野古の方にも
小学校、中学校があって、人権の問題にもかかわ
らず、どちらに住んでいる人が多いのか少ないの
かというふうに人権の質的な問題を量的な問題に
変えてしまっていて、政策的な問題で処理してい
るという気がして、これも許せない気持ちになり
ます。
第３点は、関与との関係で言わしていただくと、
沖縄では地方自治とか民主主義がうまく機能して
いると思います。本来、それが問題であれば、沖
縄にいる住民が監査請求をするなり、議会が動く
なり、そこの住民が訴訟を起こす。そして、司法
は民主主義が機能しているところに介入するのは
慎重でなければならないということになります。
本来、司法は、民主主義が機能してない場合に積
極的に動かないといけない。
それはなぜかというと、裁判所自身が選挙で選
ばれていないわけですから、民主主義がうまく機
能しているところ、していないところというのは
判断して介入するかしないか、慎重でなければい
けない。

これは、表現の自由に対する行政介入が争点と
なる場合には司法は積極的に関与するけども、経
済的自由については、行政介入は民主主義で是正
できるのでより緩やかに司法は関与するという
「二重の基準」論も同様の発想です。こうしたい
わば民主主義と法律学の理解が大切であって、特
に民主的な基盤を持たない裁判所が安直に、しか
も技術的に民主主義を壊すような、地方自治を壊
すようなことをしてしまっているのです。ここで
沖縄の声をとして言わせてもらうと、辺野古の問
題はまだ終わっていなくて、この問題は民主主義
や価値の問題など非常に重要な問題がおろそかに
されているということをぜひ知っていただきたい
という気持ちです。

山田健吾――いま、価値の問題をおっしゃい
ましたが、この辺野古訴訟を通じても思うのが、
そういう価値とか法原則が蔑ろにされているとい
うことです。
裁定的関与に重ねて関与としての是正の指示と
いうものが行われきたことを裁判所が全く問題視
していません。地方自治法や行政不服審査法の条
文だけをみれば、裁定的関与に重ねて是正の指示
をすることは禁止されていないかもしれません
が、やはりそこには法原則ないし法原理というも
のがあって、その観点からすれば、裁定的関与と
是正の指示を重ねてすることは違法といえるので
あって、裁判所はそういうことに全く見向きもし
ないで、国側の主張を認めてきたと思いました。

紙野健二――みなさんの辺野古問題への思い
がよく伝わってきました。最後に2点指摘して、
本日の座談会を終えたいと思います。
一つは、行政官僚制の病理の問題があるのです。
事業者は沖縄防衛局とされ、承認権限は法定受託
事務であり知事に対しては国の機関として国交省
が関与します。そして官邸の機能です。辺野古問
題に対応する官僚の移動と関与は派遣裁判官の応
援も得て大規模になされてきました。県外ではな
く辺野古に基地を作るという方針は橋本政権で決
め、民主党の鳩山政権を経て2013年頃以降、安倍
菅政権がその推進の実務を担います。象徴的な出
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来事は漁業法の解釈の変更でした。岩礁破砕差止
訴訟（辺野古訴訟一覧表⑤）が提起されたのは沖
縄防衛局による無許可の岩礁破砕工事を止めるた
めだったのですが、無許可の岩礁破砕工事は従来
の漁業法の解釈が変更されたことで可能となりま
した。ところで、無許可工事が始まる前に2017年
３月に安倍官邸で防衛省整備計画局長、水産庁長
官、辺野古訴訟国側代理人の定塚誠法務省訟務局
長、和泉洋人首相補佐官らが参加して、岩礁破砕
や漁業権放棄をめぐって協議がされたのです。こ
の過程の不明朗さと不可解さはつとに指摘されて
きたところです。司法権のありようとリンクする
のです。
これがもう一つの問題、すなわち県の処分に対
する審査を一貫して回避してきた司法権の能力へ
の疑義です。事務総局による裁判官配置はさてお
くとして、ここでの審査の消極性の法技術的構成、
その成否および帰結についてはアカデミズムにお

いて冷静に議論してほしいものです。その際、こ
の辺野古訴訟の特殊性を十分理解し、既存の判例
を安易に当てはめることのないように、そして適
用すべき法律が見あたらないことを、やはり安易
に立法論として切り捨てることなく、憲法や地方
自治法の基本的考え方を踏まえた解釈論の提起を
お願いしておきたいと思います。
この二つの意味において辺野古訴訟はこの国の
行政と司法の病理の深刻さを露呈していたので
す。訴訟における論点の技術性を超えて、このこ
とを見抜く必要があるのですが、そこまで両者を
追い込んだのは、何よりも翁長・玉城県政の粘り
強い戦いの成果であり、これを支えた弁護団、さ
らには県民の力だったと思います。
工事の困難さは、これを正当化する空しい法論
理にかかわらず、ますます明らかになっています。
辺野古の戦いは終わっていないのです。
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現業の仕事は直営だからこそ
災害対応もできる

宮下　早紀子（自治労連現業評議会事務局長）

1　はじめに

昨年1月1日に発生した能登半島地震は、住民に
多大な影響を及ぼしました。現在でも、復旧復興
に向けて支援が続いています。今年に入り岩手や
岡山、愛媛、宮崎で、山火事が発生し、住民は不
安を抱えています。近年頻発する自然災害等に
よって、住民の最前線で働く私たち現業労働者の
奮闘、公務公共職場の果たす役割と必要性が、ま
すます求められています。政府が進める公務の市
場化や民間委託・人員削減・非正規化などの新自
由主義的改革は誤りであることが明らかとなって
います。
こうしたもと、私たち自治体現業労働者は、自
らの専門性を活かして判断・対応し、業務を遂行
する能力を兼ね備えた専門職員として事があれば
すぐに動き、公的責任を果たし、住民のいのちと
暮らしを支えています。

2　なぜ直営が必要か ?果たす役割は ?

直営の現業労働者・現業職場はなくてはならな
い存在です。住民生活を直営で対応してこそ、非
常時にも対応でき、住民のいのちと暮らしを守れ
ます。その為には、経験や知識の蓄積が必要です。
民間委託が拡大されている一方で、現業職の採
用が再開されている自治体も増えています。しか
し政府は、「公的サービス」「社会保障」の市場化
や民間委託化による大企業への利益誘導、人員削
減をさらに推し進めるだけでなく、国や自治体が
国民に対して持つべき役割を放棄し、公務公共業
務や自治体のあり方そのものを解体・変質させよ
うとしています。全国の自治体でも、集中改革プ

ランや職員適正化計画・民間活力の導入など現業
職場の効率化・委託化が進められており、多くの
自治体職員の奮闘により支えられています。
加速する自治体の現業攻撃に対し、「公務とは
何か」「なぜ直営で行うことが必要なのか」
「現業の果たしてきた役割は何か」などを今一
度問い直す必要があります。住民の生活に直接関
わる仕事をしている自治体の公務公共労働者だか
らこそ地域に貢献できることがあります。また、
自治労連は、「憲法を活かし住民生活を守る」特
別な任務を実現するために、「民主的自治体労働
者論」の立場で活動し、仕事をしてきました。職
場の仲間と共に知恵を出し合い、住民に寄り添い
ながら仕事をしていく。これが民間ではなく公務
労働者としての果たす役割です。構造改革で失わ
れた公共を、今こそ住民の手に取り戻さなければ
なりません。

3　�山林火災の現場と避難所を訪問。東日本
大震災の教訓をいかした「人間復興」を

4月7日、自治労連本部の桜井委員長と岩手自治
労連の吉田委員長、大船渡市職の佐藤委員長が大
船渡市役所を訪問し、全国から寄せられた義援金
を届けるとともに、渕上市長と懇談会を行ないま
した。懇談では、渕上市長は被害状況の説明とと
もに、「鎮火後の住民の暮らしや生業の復旧復興が
大きな問題だ」と語りました。現地では、避難所
に現業労働者を含め公務職員が支援。一日も早い
復旧復興を進めています。大船渡市には、14年前
の3.11東日本大震災を経験された住民が多い一方、
行政も住民も当時の教訓をいかしながら復旧作業
にあたり、避難所生活を送っています。政府など
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が進める「創造的復興」ではなく、住民のくらし・
生業を中心にした「人間復興」が求められます。

4　「現業署名」と「現業大事だ !キャンペーン」

⑴　�「安全・安心な住民のくらしを守るため公務・
公共サービスの拡充と現業職場の体制を求め
る署名」（「現業署名」）　　　
私たちは運動の1つとして「現業署名」に取り
組んでいます。全国で取り組まれた署名は、総務
省に提出しています。今年も3月6日（木）「25春
闘勝利!3.6中央行動」に参加し、総務省前要求行
動として、現業評議会の岸本議長が「阪神淡路大
震災から30年、東日本大震災から14年、能登半島
地震から1年となる。現業労働者は常に現場の最
前線に立っている。この間、現業労働者は削減さ
れてきたが、改めて直営の現場力が必要となって
いる。住民の命とくらしを守る現業体制充実のた
めに総務省は対応して欲しい」と力強く訴えまし
た。その後、30,511筆の署名を総務省へ提出しま
した。現業労働者が減ってきている中、署名を集
めるのは簡単ではないですが、自治労連全体で頑
張っています。

⑵「現業大事だ ! キャンペーン」
私たちの運動の2つ目として「現業大事だ!キャ
ンペーン」があります。現業労働者が現場で工夫
している仕事を冊子にして、府省交渉や地方の団
体交渉などいろいろな場面で活かしています。こ
の冊子には、直営ならではの知恵と工夫が溢れて
います。公務公共・現業職場の仕事・住民目線で
取り組んでいる業務内容の事例は、自分たちの職
場での改善、当局への要請など、どう活かすかが
求められています。
今後もひとりひとりが主体性を持って運動を継
続させ、現業職場のレベルアップを図り、その果
たしている役割の重要性と専門性を発信していき
ます。

5　直営の現場力

⑴「専門性」と「継続性」
住民サービスは、誰が行っても同じではなく、

「専門性」と「継続性」が必要であり、利潤の追

求ではなく、そこに暮らす人々が安心して安全に
生きていくことを私たちは共通認識として持って
います。
現業労働者が持つ専門性は、この間発生した全
国での災害時やコロナ禍における奮闘により明ら
かになったように、決して単純な業務ではありま
せん。経験に裏打ちされた高度なものであり、安
心して働き続けることができる賃金労働条件のも
とでこそ、引き継がれるものです。現業労働者の
働き方をどうするかは、住民の安全安心どう支え
るかに直結する重要な問題です。

⑵直営の現場力
頻発する自然災害への対応や民間業者の委託返
上・倒産・入札不調など不測の事態への対応も直
営堅持しているからこそできるのです。他部署や
他市とも連携して応援体制がとれ、迅速かつ臨機
応変に判断・対応できるのが直営の強みです。被
災者支援にも対応でき、コロナ危機に他職場への
迅速な応援体制が組めたのも直営だったからこそ
です。
以前、学校給食の委託業者が「人数が集まらな
いことと、テストキッチンをしたが時間に間に合
わなかった」事を理由に委託を撤退する事例があ
りました。小中学校合わせて4校の児童は、仕出
し弁当を食べることになりました。大人の味付け
で子どもには合わなかったようで毎日残りがあり
ました。こうした事態に直営の現業労働者が応援
に入り、調理やアレルギー食の対応し、子どもた
ちはもちろん地域の方からも喜ばれました。　　
どんなにITやデジタル化が進んでも頼りにな
るのは、技術・経験・現場のノウハウを持った直
営の職員です。日頃から、現場に精通した自治体
職員の現場力は住民の安全・安心に欠かすことは
できません。直営の現業職場があったから発揮で
きたと確信します。
昨年1月1日に発生した能登半島地震や相次ぐ山
火事では、現業労働者も含めた多くの自治体職員
が支援活動を行っています。近年頻発する災害を
乗り越えて作業する姿は頼もしくもありこれぞ現
場力であり、災害時に迅速かつ適切な対応が出来
るのは直営だからこそです。
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⑶現業労働者の新規採用と賃金
採用を行わなくなって20年以上経つ自治体が多
く、職員の高齢化や職員定数削減が限界にきてい
ることなどを背景に近年では現業労働者の採用が
行われ始めています。自治労連のある自治体でも、
埼玉、東京、神奈川、静岡、愛知、京都、大阪、
岡山、広島、福岡等、労働組合の要求によって採
用が実現しています。
しかし、多くの自治体で国の行政職2表導入に
よるなどの賃金引き下げが行われる事例が多くみ
られます。新規採用者の給料表を低くして現業全
体の賃金を引き下げるものです。そして数年後に
は今いる職員との均衡を図るために、全ての現業
労働者の賃金引き下げ提案が出された自治体もあ
ります。中には、任用替えによりすべての職員が
行政職となり、現業職が全廃された自治体もあり
ます。現業労働者の賃金は低く抑えられており、
処遇改善を進めなければ人材も集まらなくなりま
す。住民のいのちと暮らしを守る現業労働者に相
応しい賃金改善が重要です。直営の現業職場を
守っていくためには、現業職の持つ専門性の「継
続」と「継承」が不可欠です。新規採用を実現さ
せ、直営を堅持するとともに直営を取りもどすこ
とが必要です。

6　�定年引上げと再任用職員・会計年度任
用職員

⑴定年まで安心して働き続けられる職場づくり
定年引上げのために国家公務員法と地方公務員
法が改正され、施行されました。定年は、2024年4
月1日からは61歳となり、2年ごとに1歳ずつの引上
げ、2031年には定年が65歳となります。60歳以降
給与は7割水準に下がります。60歳以降の格付け
や職務等について、国とは職場の実情や年齢構成
等に違いがあり、国と同様の制度で安心して働き
続けられるのか不安の声が聞かれます。自治体の
規模や職員厚生など自治体ごとに違いがあること
を踏まえて、職場要求にあった制度づくりを進め
る必要があります。現在再任用職員の給料表は低
く抑えられているところが多い中、交渉で、再任
用職員の給料表格付けの改善を実現した単組も増
えており、全国的にも広げていく必要があります。

⑵会計年度任用職員
2020年4月から始まった会計年度任用職員制度
のもとで、様々な矛盾と問題が発生しています。
自治体職員として、その経験や専門性を発揮しな
がら従事しているにもかかわらず、委託・民営化
などの現場を中心に雇用の調整弁として雇い止め
が行われているのが実態です。毎年、年度末にな
ると、次年度も任用されるのかという雇用不安に
さらされています。自治体の再度の公募による雇
い止めを阻止し、公募によらない選考による任用
回数制限の不安を解消することが必要です。今や
自治体職員の40%を越えて、住民サービスの重要
な役割を担っている会計年度任用職員の不安を解
消することが、住民サービス（業務水準の安定・
継続性の確保）にとっても重要です。　　

7　�公共を取りもどす―みんなが安心して
暮らせる自治体を―

住民が安心して生活するためには、様々なサー
ビスが必要です。サービスの中には、収益は上が
りませんが、住民にとっては不可欠な公共サービ
スが存在します。そうした公共サービスを行政が
提供し、住民の願いを受けて拡大・拡充し、住民
の生活を快適に、そして豊かにしてきました。と
ころが地方自治体は、政府の規制緩和の方針をう
け、公共サービスが民間事業者に丸投げされてき
ました。公共の役割は今もなお変わっていないば
かりか、住民の要望は複雑化・多様化し、より高
いサービスの提供が求められています。民間（営
利事業者）は収益を上げる必要があります。その
ため、サービスの水準を低下させたり、安全性を
軽視したり、人件費を削減したりしています。住
民の命とくらしを守る自治体の役割が放棄され、
公共サービスを担う知識や専門性が奪われ、自
治体DXの実行や公共サービスの産業化政策によ
り、自治体住民の生活・権利保障の場から企業の
利益追求の場へと変質され、地方自治を破壊する
仕組みづくりが進められてきています。
例えば、民間委託をした自治体では、調理員が
確保できず学校給食が中止になったり、災害時に
ゴミの収集が出来ずに復旧復興に影響が出たり、
住民の暮らしに影響が出ています。学校給食や学
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校用務・清掃・道路・水道などの維持管理などの
現業職場のあり方やその役割は、住民の命とくら
しに直結する重要な問題です。一度失われた、専
門的な知識・ノウハウを蓄積することは、容易に
は出来ません。この間を振り返れば、コロナパン
デミック、頻繫に発生している大規模災害、国の
役割は当然ですが、住民に身近な地方自治体の役
割が改めて問われています。長引くコロナ危機で
私たちの生活と地域の維持に欠かせない『公共』
が、あまりに脆弱な状況にあることが明らかにな
り、公務公共の拡充を求める声が広がっています。
一人ひとりの命とくらしが最優先される社会を実
現するために『公共』を取りもどすことが求めら
れています。

8　熱中症対策の義務化

2025年6月1日より熱中症に対する法令が改正さ
れます。熱中症のおそれがある作業において、事
業者に熱中症対策を講じることが義務付けられま
す。これは、労働者の安全を確保し、熱中症によ
る労働災害の深刻化を防ぐことを目的にしていま
す。熱中症は命にかかわる危険性がある症状であ
り、職員が熱中症にかかることを防ぐことは、事
業者の社会的責任です。
地球温暖化の影響により、ひと昔前と比較する
と、近年、夏の気温は高く異常ともいえる暑さが
続いています。猛暑に伴い急増しているのが「熱
中症の発生」であり、熱中症関連での労働災害は
深刻な問題です。私たち現場で働く職員は、「熱
中症」とは背中合わせで仕事をしています。
すべての現業労働者が安全安心な仕事が出来る
ように、当局としっかり話し合いをする必要があ
ります。

9　「現業学習交流集会」、「労働学校」　　

私たち現業労働者は、「対話と学びあい」を軸
に「現業学習交流集会」と「労働学校」を毎年同

時開催しています。色々な職種の人たちが、一堂
に会する年に一度のものです。最近では、新規採
用も始まり、労働学校にも大勢の人が参加をして
います。2日目の分科会は職種別で行うため、話
が盛り上がります。同窓会に参加しているようで
もあります。職場の悩みを話したり、取り組みを
報告したり、お互いキャッチボールをして過ごし
ます。また、労働学校に参加した人たちは、一回
りも二回りも成長して戻って来ます。この「学習
交流集会」と「労働学校」は私たち現業労働者の
学びの場として、重要なものになっています。　

10　最後に

私たち現業労働者は、「憲法をいかし住民のい
のちと暮らしを守る」特別な任務と現業労働者み
んなの要求を実現するために、「民主的自治体労
働者」の立場で仕事や労働組合運動を進めてきま
した。職場の仲間とともに知恵を出し、住民に寄
り添い、職場と社会を変えるために動き、現場か
らの声を大いに広げていきます。そして失われた
公共を取りもどすために奮闘していきます。その
ために、全国で新規採用を勝ち取り、ともに闘う
仲間を増やしていきたいと思います。そして、災
害時にも直営だからこそ対応が出来る事を、「現
業まつり」等を通じて住民に知らせ広めていきま
す。現業評議会一同、一致団結してがんばります!

（みやした　さきこ）

2024年6月に開催された第25回現業評全国学習交流集
会の様子（自治労連組織局撮影）
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１　担当事件―枚方市事件―より

本論文を執筆する契機となったのは、弁護団の
一員として担当した枚方市事件であった。同事件
の概要は以下のとおりである。
（１）枚方市事件の概要
枚方市では、枚方市職員労働組合（枚方市職労）
が 1971 年より職員会館に無償で組合事務所を設
けていた。2006 年ころより一部市議が議会で組
合の無償使用を問題視するようになり、2014 年
には使用料が徴収されるようになった（1）。そし
て 2015 年、市議として上記攻撃をしてきた伏見
隆（大阪維新の会）氏が市長に当選した。
2016 年 3 月、枚方市職労が他の市民団体とと
もに参加していた「戦争法廃止・憲法守れ実行委
員会」による「戦争法の廃止を求める統一署名」
活動に関し、伏見市長は枚方市職労に「本市その
ものの名誉を傷つける事態をもたらす恐れ」があ
るとし、「職員団体として常に節度ある活動を求
める」との異例の要請を行った。形式的には、同
実行委員会の連絡先が枚方市職労の組合事務所と
なっていたこと等を問題視したものであった。
直後の同年 4月、枚方市は枚方市職労の組合事
務所の使用許可の際に、これまでになかった「職
員の勤務条件の維持改善及び職員の福利厚生の活
動に限る」との条件を付した。そして翌 5月には
枚方市総務部が上記条件該当性に関する基準を定
めた。同基準では、例えば、「戦争法廃止」、「安
倍政権打倒」、「維新政治反対」等をＮＧ例として
挙げた。
その後、実際に上記条件を口実に組合機関紙へ
の介入が始まった。当初は枚方市職労に対し機関

紙内容の「説明」を求めていたものが、徐々に「依
頼」、「要請」、「警告」とエスカレートした。枚方
市職労は、記事内容のトーンを抑えたり、あるい
は記事の配置を工夫するなどしながら（萎縮効果
が現れていた）、政治的表現についても掲載を続
けたが、最終的に 2018 年 12 月、枚方市は枚方市
職労が上記条件に違反したとし、組合事務所の使
用許可の取り消しに言及して自主的退去を求める
通告に至った。
同事件は労働委員会闘争に至り、最終的には組
合事務所からの退去通告を不当労働行為とした判
断を勝ち取り、組合事務所を守ることができたが、
機関紙への介入行為を不当労働行為とする判断は
なされず、課題も残された（2）。
（２）枚方市事件の背景にあったもの
枚方市事件は、当時大阪府下で吹き荒れていた
大阪維新の会の首長等による職員・労働組合攻撃
と時期を一にし、同じく大阪維新の会に所属する
伏見市長の下で労働組合に対して起きた。そのた
め、維新の会による職員・労働攻撃の一貫と捉え
ることも可能である。それは「既得権益」として
攻撃の対象にしやすい労働組合をターゲットと
し、これを屈服させ「市民」の支持を調達すると
いう維新の会の労務政策であり、あるいは首長が
トップダウンによる行政組織を構築して自身に
とってやりたい政策を実現するため、住民目線で
自治体の施策に意見を述べる職員労働組合の力を
削ぎ、住民目線ではなく上目線の職員を大量に創
出して、公共サービスを意のままに縮減していく
という目的をもった攻撃として捉えられる（3）。
しかし、その本質は、むしろ、第二次安倍政権
以降全国の自治体で起きている「政治的中立性」

自治体の「政治的中立性」と市民活動

弁護士　谷　真介
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を口実にして、政権に批判的な国民の言論や民主
的な市民活動を抑圧する狙いをもったものと捉え
るべきではないか。以下、その視点で検討を加え
ることとする。

２　�「政治的中立性」を口実とする民主的
言論・運動の抑圧

（１）�第二次安倍政権後の露骨な言論抑圧、自治
体への拡がり

かねて政権幹部と大手マスコミ幹部との会食を
通じた癒着などが批判されてきた。それにとどま
らず、2012 年 12 月に発足した第二次安倍政権は、
NHKの会長人事や中立報道要請、電波停止発言
など、言論機関に対して露骨かつ直接に圧力をか
けた。これに屈服した大手マスコミが政権の意向
を忖度し、ニュースキャスターを降板させるとい
うことまで起きた。一方、沖縄・辺野古の基地建
設や高江の米軍ヘリパッド建設等に反対する市民
らを機動隊が実力行使で排除するなど、政権を批
判する市民運動に対する直接的な介入、排除行為
も辞さない。安倍政権を受け継いだ菅政権も、日
本学術会議が推薦した委員候補者のうち 6名（こ
れら悪法に反対の意を表明してこられた研究者で
あった）について理由を明らかにすることなく任
命を拒否するという露骨な排除行為に出た。
そのような中、第二次安倍政権以降、特定秘密
保護法や安保法制、共謀罪など、国民の反対を押
さえ込んで次々と悪法が成立し、さらには憲法九
条の改憲が政治的関心事として推し進められてき
た。
このように政権による悪法の推進、そして「改
憲」の狙いが推し進められるに連れ、国民世論を
コントロールし、批判を押さえ込む手法・傾向が、
中央政権のみならず、これを忖度する全国の自治
体にも拡がっていった。これらの動向は、具体的
には、自治体の公共施設や公共財産の使用拒否、
公刊物への掲載の拒否、補助金交付の申請拒否、
市民集会への後援等の拒否等に現れた（4）。
以下では、裁判にまで到った特徴的な事例を中
心に挙げる。
（２）「公の施設」の使用に関する事件
　ア　「公の施設」について

公の施設（地方自治法 244 条 1 項）とは、住民
の福祉を増進する目的をもってその利用を供する
施設をいい、地方自治体は正当な理由がない限り
住民の利用を拒むことはできず（同条 2項）、不
当な差別的取扱いは許されない（同条 3項）。図
書館や公民館、市民ホール、体育館、公園等がこ
れにあたる。泉佐野市民会館事件・最三小判平7.3.7
民集 49 巻 3 号 687 頁は、管理者が正当な理由な
くその利用を拒否するときは、「憲法の保障する
集会の自由の不当な制限が生ずることとなる」と
して、公の施設の利用について憲法上の権利であ
ることを認めており、その制限は極めて限定的な
場合にしか許されないものと判示している。
イ　松原民商まつり会場使用事件
2014 年、松原民主商工会が創立 50 周年にあた
り「松原民商・松原市民健康まつり」を開催する
ために「公の施設」にあたる松原中央公園の使用
許可申請をしたところ、管理条例において使用を
不許可にできる「公園の管理上支障があると市長
が認めるとき」に当たるとして使用を拒否され
た。同条例の審査基準として、「市の協賛・後援」
を受けていることが要件とされており、本件まつ
りは市から後援を受けていないことを理由とされ
た。
大阪地裁堺支判平 28.11.5 判時 2363 号 40 頁は、
市の後援等を受けていることを使用許可の条件と
すること自体、「集会の目的や集会を主催する団
体の性格そのものを理由として、使用を許可せず、
あるいは不当に差別的に取り扱うこととなる危険
性をはらむ余地があり、その運用次第では、問題
がある仕組みである」と批判し、市の使用不許を
違法とし、松原民商の国賠請求を認容した。これ
は控訴審・大阪高裁平 29.7.14 判時 2363 号 36 頁
でも維持され、確定した。
ウ　「表現の不自由展・その後」を巡る問題（5）

国際芸術祭「あいちトリエンナーレ 2019」の
企画展「表現の不自由展・その後」が、脅迫や暴
力的な攻撃電話などによって開会後わずか三日で
中止に追い込まれた。実行委員会が名古屋地裁に
再開を求めて仮処分を申し立てたところ、名古屋
地裁において、期限を決めての再開を前提とし協
議することを約束する和解が成立し、その後再開
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した（6）。
また 2021 年、大阪府の公共施設で開催が企画
された「表現の不自由展かんさい」について、施
設の指定管理者が当初、実行委員会に利用を許可
したが、展示内容に不満をもつ人たちの抗議電話
や街宣活動が相次いだとし、施設利用の許可を取
り消した。実行委員会がこれを不服として取消訴
訟を提起し、併せて執行停止を申し立てた。大阪
地決令 3.7.9 ジュリ 1570 号 20 頁は、警察の適切
な警備等によってもなお混乱を防止することがで
きないなど特別な事情があるとはいえず、上記セ
ンターの管理上支障が生ずるとの事態が客観的な
事実に照らして具体的に明らかに予測されると
はいえないとして、許可取消しは違法であると
し執行を停止した。抗告審（大阪高決令 3.7.15 判
タ 1490 号 85 頁）、最高裁も維持し確定、その後、
無事開催された。本事件は公の施設の利用に関す
るものとして、前掲・泉佐野市民会館事件最高裁
判決に沿って判断されている。
（３）�公有財産の使用―金沢市庁舎前での憲法集

会の使用拒否（7）

ア　公の施設か公有財産か
住民の福祉を増進する目的で設置され、住民の
自由な利用が前提とされている公の施設とは異な
り、行政目的のために用いられる公有財産（市庁
舎など）は、行政上の必要性に応じて使用・管理
されるものとされ、住民の自由な利用は前提とさ
れていない。行政目的以外で使用する場合の自治
体の許可については裁量があるとされている（8）。
イ　金沢市庁舎前広場事件
金沢市役所前広場で市民団体が憲法記念日に毎
年護憲集会を開き、市はこれを許可してきた（9）。
市民団体が 2017 年に憲法施行 70 周年の集会を開
くため使用許可申請をしたところ、市は庁舎前広
場管理要綱を根拠とし、「集会は政治批判や問題
提起を含み、市の中立性に疑念が生じるおそれが
ある」として不許可とした。市民団体が市に損害
賠償を求めて提訴したところ、一審（金沢地判令
2.9.18 判時 2465・2466 合併号 25 頁）、控訴審（名
古屋高判金沢支判令 3.9.8 判時 2510 号 6 頁）は請
求を棄却した。ここでは、市庁舎前広場が「公の
施設」か、市庁舎（公有財産）の一部か等が争わ

れた。
最高裁（最三小判令5.2.21民集77巻2号273頁）は、

地方公共団体の庁舎（敷地も含む）は、公務の用
に供される過程において、住民等により利用され
る場面も想定され、そのことを踏まえた上で維持
管理がされるべきであるが、飽くまで主に公務の
用に供するための施設であり、主に一般公衆の共
同使用に供するための施設である道路や公園等の
施設とは異なるとし、本件の集会での使用を許可
するとあたかも市が特定の立場の者を利している
かのような外観が生じ外見上の政治的中立性に疑
義が生じて行政に対する住民の信頼が損なわれ、
公務の円滑な遂行が確保されなくなるという支障
が生じ得るとし、市長が庁舎管理権の行使として
使用を認めなかったことは適法であるとした（10）。
他方、上記最高裁判決には、宇賀裁判官の反対
意見が付されている。すなわち、①本件広場は公
共用物であり、地方自治法二四四条二項にいう公
の施設ないしこれに準ずる施設に当たるとし、同
条項を直接ないし類推適用すべきである、②市が
本件集会の内容を支持している、あるいは本件集
会を行う者を利しているなどと考える市民が、市
の中立性に疑問を持ち、市に対して抗議をしたり、
市に非協力的な態度をとったりして、市の事務又
は事業に支障が生ずる抽象的なおそれがあるとい
う理由は、使用を拒否する「正当な理由」には当
たり得ない、③庁舎規定が適用されるという多数
意見を前提にしても、本件広場の利用実態等から
すれば、いわゆるパブリック・フォーラムとして
の実質を有し、庁舎規定が念頭に置いている抽象
的な支障による不許可を認めれば、その時々の市
長の政治信条次第で「見解による差別」を認める
ことになりかねず、憲法二一条の集会の自由の制
約として正当化することは困難であるとの理由
で、「原判決は破棄を免れない」というものであっ
た。
なお、庁舎も公有財産の一つであるが、本最高
裁判決は飽くまでも専ら庁舎ないし庁舎管理権の
性格を前提とした判断であり、その射程は公有財
産一般に及ぶものではない（11）。
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（４）�いったん認められた表現活動の場からの排
除―群馬の森追悼碑事件（12）

市民団体が群馬県議会に請願し、自民党を含む
全会一致で趣旨採択され、2004 年に戦時中に動
員された朝鮮人労働者の追悼碑を県立公園に設置
許可がされたが、2014 年、県と議会は、市民団体
の追悼式が宗教的・政治的行事・管理は行わない
という条件に違反したとし、保守系団体などが追
悼碑の許可取消しを求める請願を県議会に提出、
賛成多数で採択された。その後、群馬県が設置許
可の更新を不許可とした。公園に関する許可私用
ではなく特許使用が問題となった事案である（13）。
一審・前橋地判平 30.2.14 判時 2377 号 28 頁は、
宗教的・政治的行事及び管理�を行わないとする
許可条件は憲法等に違反するとは言えないとした
が、市民団体が開催した追悼式での発言は許可条
件違反ではあるものの、本件追悼碑が公園の効用
を喪失したとの評価は合理性を欠き、本件不許
可処分は違法とし取り消した（14）。しかしながら、
控訴審・東京高判令 3.8.26 判例秘書 L07620411 は、
市民団体の式典での発言は政治的発言に当たり、
碑が中立的な性格を失ったとし、碑の存在が抗議
活動の原因になり公園にある施設としてふさわし
くないと県が判断したのは正当であるとして本件
不許可処分を適法とした（市民団体の上告が棄却
され、確定）。
その後、県の行政代執行で撤去がなされ、その
費用を県が市民団体に請求するという事態にまで
なっている。
（５）公刊物掲載拒否―九条俳句訴訟�
2014 年、さいたま市の公民館が、俳句に関す
る市民団体が秀句としたものについては公民館だ
よりに掲載することになっていたにもかかわら
ず、秀句となった憲法九条について詠んだ俳句
（「梅雨空に『九条守れ』の女性デモ」）について、
公民館だよりに掲載することを公平性、中立性を
理由に拒否した事案である。表現の自由を侵害す
る等として損害賠償請求をして争われた。
東京高判平 30.5.8 判時 2395 号 47 頁は、公平性、
中立性を害するとした市の掲載拒否理由は市民の
学習・表現活動を制約する根拠にはならないこと、
住民の福祉を増進する公民館の目的・役割から公

民館職員は不当な差別的取扱いをしてはならない
ことから、学習成果を発表行為について思想信条
を理由に不掲載とした行為は発表者の人格的利益
を侵害したものとして違法とし、損害賠償を命じ
た（市の上告が棄却され、確定）。
（６）後援拒否・後援取消し
地方自治体の後援拒否や取消しについては、戦
争展や母親大会など、平和や護憲、住民の権利を
擁護する団体の活動や、政権に批判的な講演の企
画等を中心に、全国的に見られる。
2024 年 9 月、茅ヶ崎市では、地元の 9 条の会
が主催する「平和をねがう講演と音楽のつどい」
について市に後援名義の申請をしたところ、市は
関連要綱の「市の施策の推進に寄与する行事」に
該当しないとして不承認とした。これについて、
9条の会が横浜地裁に提訴し現在係争中である。

３　�市民活動の自由と「政治的中立性」に
ついて

以上見てきたように、自治体の「政治的中立性」
を根拠に、住民団体等の言論や民主的運動を「政
治的」とし、自治体の関与を拒絶した事例は枚挙
に暇がない。「政治的中立性」という言葉は、一
般には価値中立性や公平性を連想させるが、実際
には特定の思想や活動を排除する根拠として機能
している。近時は、その狙いが奏功したのか、市
民団体や労働組合の運動自体が萎縮（自粛）させ
られ、問題が顕在化しなくなっているようにも危
惧される。冒頭の枚方市事件も、市民団体ととも
に市職員労働組合が政権批判的な活動をすること
につき、「政治的中立性」を理由に組合事務所を
人質に取る形で日々の活動を抑制しようとしたも
のであり、まさに「政治的中立性」を装った市民
活動への抑圧、また自治体と市民活動の切り離し
を狙った動きと捉えられる。
この点、自治体が公の施設を設置し住民の使用
に供したり、公刊物への市民活動を掲載したり、
また自治体が協賛・後援等を行うことは、いず
れも市民活動（表現活動）への援助にあたる（16）。
こうした自治体からの援助が拒否されたとして
も、市民活動そのものは可能であるため、これは
市民活動に対する直接の制限にはあたらないよう
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にも見える。
しかしながら、一般の市民からすれば、こうし
た自治体の援助がなければ自らの表現を他者に伝
えたり、広く意思を表明する場は限られてしまう
（例えば、市民会館を使用できないのであれば、
自ら建物を建設したり、民間の建物を賃借して、
催しをすれば良いが、非現実的であり、持続可能
な活動は困難である）。自治体が特定の活動（例
えば政権に批判的な活動）に対し援助を拒否する
と、結局は自治体（権力）のお眼鏡に適う表現だ
けが優遇される効果を生む。市民の側でも、自治
体から「政治的」として目をつけられる活動・表
現をすれば、自治体の「援助」が受けられず活動
に困難を来すことや、自治体から目をつけられて
いる活動であるとして他の市民から敬遠されるこ
とを避けようとし、そのような活動・表現の萎縮
を生む。
そして、ここでいう「政治的」とは、選挙活動
や政党の支援活動から、例えば公立保育所や市民
病院の廃止の反対等の特定の政策に対する意見表
明まで、非常に多義的である。これらを全て「政

治的」であるとして、自治体による市民活動への
援助を恣意的な抑制がなされれば、現状を肯定す
る表現や活動ばかりが優遇されることになる。市
民側にも「政治的」とされる表現を避け、それが
あたかも市民的マナーであるかのような風潮を生
む危険がある。そのことは結局、主権者である市
民を政治から遠ざけることにつながり、権力に
とっては都合が良い。これは民主主義にとっての
危機である。
本来的な「政治的中立」とは、いかなる政治的
な立場の市民に対しても、自治体はこれを差別せ
ず、等しく援助し、活動の場を供与するというこ
とではないか。「政治的中立性」を口実にして、
政権や自治体が市民団体等による政権に批判的な
言論や活動を封じ込めようとする動きについて
は、決して萎縮せず、「いうべきことをいう」活
動を地道に継続するとともに、これまで当然のよ
うにしていた活動の場を所与のものと考えず、粘
り強くその場を守り、また積極的に拡げることこ
そ重要である。

（たに　しんすけ）

【註】
（１）�使用料徴収について枚方市職労は裁判で争

ったが大阪地判平 2 8 . 3 . 2 8 判例秘書
L07150534で組合が敗訴し確定した。

（２）�同事件の総括は「［特集］枚方市事件で問
われたものとは何だったのか」労旬2062号
（2024年）。

（３）�「橋下維新」の特徴を公務員政策として論
じたものとして、城塚健之「橋下『大阪維
新』の公務員政策」『橋下「大阪維新」と
国・自治体のかたち－人権・地方自治・民
主主義の危機－』（2012年、自治体研究
社）。

（４）�行政法学の立場から類型別にリーディング
ケースの裁判例に触れ近年の事例を検討し
たものとして、榊原秀訓「自治体の政治的
中立性と住民の権利」『官僚制改革の行政
法理論』（日本評論社、2020年）237頁。

（５）�一連の事件を解説したものとして、三浦大

輔「『表現の不自由展』をめぐる裁判例に
ついて」自治総研542号(2023年）23頁。

（６）�本事件について総括・特集したものとし
て、「特集　あいちトリエンナーレ『表現
の不自由展・その後』を考える」法と民主
主義543号（2019年）参照。

（７）�同事件を素材に集会の自由保障について論
じた論文として、市川正人「公共施設にお
ける集会の事由に関する一考察――金沢市
役所前広場訴訟を素材に」（立命館法学
373号779頁、2017年）、山崎友也「「公用
物」における集会の自由の意義と限界――
金沢市庁舎前広場事件を素材に」判時2465
・2466合併号151頁等。

（８）�学校施設に関する教研集会での使用に関す
る事案として、呉市教研集会事件・最三小
判平18.2.7民集60巻2号401頁。

（９）�これより以前の2014年の陸上自衛隊パレー
ドに反対する集会について、市が「示威行
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為に当たる」として使用を拒否し、裁判と
なっていた。一審（金沢地判平28.2.5判時
2336号53頁）は、許可すると市の中立性が
疑われるとして裁量権の逸脱はないとし請
求を棄却、控訴審（名古屋高裁金沢支判平
29.1.25判時2336号49頁）、最高裁（上告不
受理決定）もこれを支持し、確定した。

（10）�本判決の問題点を指摘する評釈・論考とし
て、長内佑樹「市庁舎前広場の法的性質と
集会目的での利用の許否判断」新判例解説
Watch33号45頁、毛利透「「広場」で政治
的集会を開催する自由はなぜ大事なのか」
世界2023年6月号118頁等。

（11）�同最高裁判決の佐藤正達・調査官解説（法
曹時報七六巻三号一七九頁）参照。

（12）�本事件の問題点を詳細に解説したものとし
て、藤井正希『検証・群馬の森朝鮮人追悼
碑裁判　歴史修正主義とは？』（雄山

閣、2020年）。
（13）�榊原・前記注（4）247頁。
（14）�下山順「歴史修正主義を許さない全国的な

運動を－群馬の森追悼碑事件」自治と分権
75号（2019年）117頁。

（15）�本事件を詳細に解説したものとして、佐藤
一子ほか『九条俳句訴訟と公民館の自由』

　　　（エイデル研究所、2018年）。
（16）�憲法学の立場から「政治的中立性」の確保

を理由として表現の自由を制限することが
民主主義にとっていかなる危険性を有する
のかを論じたものとして、市川正人『表現の
自由「政治的中立性を問う」』（岩波書店、
二〇二四年）。豊富な事例が挙げられ、「政
治的中立性」の現状維持機能や市民の政
治参加の後退などの問題が指摘されてい
る。
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給水塔保存運動から27年―市民の力で公的資料館
（北九州市平和のまちミュージアム）を実現

大石　正信（元北九州市職員労働組合書記・現北九州市議会議員）

はじめに

2022 年、4月 19 日「北九州市平和のまちミュー
ジアム」が開館しました。1995 年戦後 50 年の旧
陸軍小倉造兵廠保存の運動から 27 年間の市民の
粘り強い運動で、自治体直営の公的資料館を実現
させたのは全国で初めてのことです。これまで、
平和資料館をつくる運動に係わってこられた先輩
たちの多くの方が亡くなられましたが、その方々
に対して喜びの報告ができます。この平和のまち
ミュージアムの特徴は、①長崎に投下された原子
爆弾の第一の目標が小倉であったこと②米国立公
文書館の資料をもとに、原爆投下の経緯、小倉陸
軍造兵廠の航空写真など貴重な展示をさせたこと
③侵略戦争の拠点であった小倉陸軍造兵廠の存在
を明らかにさせたことです。平和資料館をつくる
会の小野逸郎事務局長をはじめ平和団体・新婦人・
共産党市議団・同門司小倉地区委員会・全国や県
内でご支援をいただいた方々に心より感謝致しま
す。

1　1993 年小倉の町に関心を持ち調査活動

私は、1993 年 35 歳で、北九州市職労に就職し
ました。市職労の自治研活動を通じて、自分の住
んでいる町である小倉の歴史に強い関心を持つよ
うになりました。小倉の中心市街地に、TOTO
や安川電機など工場群が存在していることが疑問
でした。市職労の先輩から、1923 年 9 月 1 日の
関東大震災で、東京の小石川にあった陸軍造兵廠
東京工廠が壊滅的打撃を受け、小倉市が 1933 年
に小倉陸軍造兵廠を誘致して建設したことを聞き
ました。西日本最大の軍事工場では、最大 4万人

が働いており、女
子挺身隊や勤労学
徒などが動員され、
風船爆弾や軽戦車・
小銃・砲弾・毒ガス
弾・機関銃などの
兵器が中国大陸へ
の侵略戦争の拠点
になっていました。
そのため、「長崎に
投下された原子爆
弾投下の第一目標
が小倉であったこ
と」と聞き、大変驚きました。しかし、小倉陸軍
造兵廠に関する資料も出版物もなかったので、図
書館での調査や造兵廠のOBである大辻清次郎さ
ん（研究所設立時の役員の一人で、当時　志徳団
地自治会会長）などから話を聞きました。

重機で穴を空けられた給水塔
（95年10月）筆者撮影

井上議長に陳情書を提出する筆者（95年6月20日）
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2　小倉陸軍造兵廠の給水塔保存運動

小倉陸軍造兵廠の給水塔は、造兵廠の工場に作
業水や上水を紫川から引いた施設でした。1995
年 4 月 29 日、16 団体 55 人が参加した安保破棄・
小倉地区基地調査行動において、見学しました。
その給水塔を見学した市民から「戦後 50 年・給
水塔を平和のシンボルとしてぜひ保存してほし
い」と要望されました。私は市職労書記在職中に
北九州市が 9月議会で 1225 万円の予算で給水塔
を解体する計画であることを知り、日本共産党門
司小倉地区委員会で平和統一戦線部長として「給
水塔を平和のシンボルとして保存」することを日
本共産党や関係の会議で確認しました。その後、
6月 18 日、健和会大手町病院の食堂で 70 人が参
加して「給水塔保存推進会」の結成式を行い、私
は同推進会議の事務局長になりました。その時、
大変驚いたことに、当日の NHK のお昼の全国
ニュースのトップニュースで、同推進会の結成式
が報道されました。このNHKのテレビを見た全
国の造兵廠OBや市民から次々と激励が寄せられ
ました。また、6 月 20 日井上勝二市議会議長に
1,173 人分の陳情署名を提出するなど連日、新聞
やテレビで給水塔保存問題が報道され、北九州市
政の中心問題となりました。

3　�「平和のための戦争展」で大きな反響が
寄せられる

1995 年 8 月 4~6 日、北九州市の「第 1 回平和
のための戦争展」が市立商工貿易会館で開催され
ました。戦争遺品や小倉陸軍造兵廠や曽根毒ガス
工場跡、風船爆弾などの手作りのパネルを展示し
ました。また、健和会看護学院では、記録作家の
林えいだい氏が「風船爆弾」の記念講演を行いま
した。造兵廠では「ふ号」作戦として、2,800 人
の女子挺身隊を昼夜働かせ、和紙とコンニャク糊
で 1,025 球製造し、現在の千葉県一宮市や福島県
勿来市から偏西風に乗せてアメリカを攻撃してい
ました。この「平和のための戦争展」を通じて、
造兵廠のOBや元学徒動員の方など、興味のある
方がたくさん訪れ、戦争体験を聞き、多くの仲間
をつくることができるなど給水塔保存を求める運

動が大きく盛り上がりました。

4　17 日間 800 人の座り込みの大闘争

1995 年 9 月 29 日の 9 月議会で、「給水塔保存」
陳情が不採択になり、10 月 3 日、市は、給水塔
を解体する工事に着手したため、10 月 14 日、給
水塔前で「緊急抗議集会」を開催し 80 人の市民
が集まりました。しかし、市は、給水塔の保存を
求める市民集会終了の 1時間後に給水塔の本体に
約 2メートルの穴をあける工事を強行しました。
これに怒った市民が 14 日から座り込みを始めま
した。給水塔前では、市民に退去命令が出され排
除工作が行われる下、市職員・警備員・業者 50
人と座り込みを行う市民との間で大攻防が展開さ
れ、17 日間で延べ 800 名が参加する大闘争にな
りました。給水塔保存を求める市民の大きな世論
の力で、10 月 25 日から市当局と 4回の交渉を実
施しました。
その結果、10 月 30 日には、「①小倉陸軍造兵
廠が存在していた歴史的事実を伝える　②給水塔
の一定部分を保存し、大手町のしかるべきところ
に据える　③その形態等には推進会議代表の意見
を十分に反映する」という内容を確認しました。
これは末吉元市長の代理である板倉助役（当時）
と交渉した結果です。これに同会としても合意し、
座り込みを解除しました。この確認に基づき、給
水塔解体の条件として、2001 年 5 月に大手町公
園の一角に高さ 2m・6 分の 1 の給水塔のレプリ
カを保存させました。また、「歴史的事実を伝える」
の確認に基づき、「給水塔保存推進会議」は「平

重機で穴を開けられた市民の座り込み行動 95 年 10 月
（筆者撮影）
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和資料館をつくる運動」に名称と目的を変更して、
動き出しました。

5　平和資料館をつくる運動に発展

翌年 1996 年 2 月に「北九州に平和資料館をつ
くる会」（以下、平和資料館をつくる会）を結成し、
小倉北区片野の古賀歯科医院の一室に、市民から
寄せられた戦争遺品4,000点を展示する民間の「平
和資料館準備室」を開館し、平和資料館を市につ
くらせる運動を展開しました。
一方、北九州市は、2004年8月埋蔵文化センター
に「戦時資料展示コーナー」を設置しました。し
かし、平和資料館をつくる会は、展示内容も極め
て不十分であり、公的な平和資料館がどうしても
必要であるとの認識に達しました。
2000 年 8 月の「戦争展」では、小倉南区にあ
る曽根毒ガス工場跡を 50 人で見学会を開催しま
した。この毒ガス工場は、1937 年に開設された、
正式名称を「東京陸軍第 2陸軍造兵廠曽根製造所」
といいます。「平和のための戦争展」では調査の
ため小倉南区吉田地域の住民から聞き取り調査を

行いました。旧陸軍
は、毒ガス弾 746 万
発の内 161 万発を同
工場で製造していま
した。地元では「近
所の方が毒ガス工場
で働いており、毒ガ
スが漏れたことが分
かるように小鳥を
持って仕事をしてい

た」「戦争が終わると海洋投棄した」などの証言
を得ることができました。また、2000年 8月には、
広島県大久野島に調査に行きました。大久野島か
ら鉄道で毒ガスを運び、小倉南区にある下曽根駅
から馬車やトラックで運搬していました。毒ガス
工場は、小倉陸軍造兵廠で作製した砲弾に自然流
下で毒ガスを充填する化学兵器を製造する秘密工
場（1）でした。その後、毒ガス弾は、小倉の城野
補給処を通じて、中国大陸に送られていました。
現在、曽根毒ガス工場跡は、1970 年代からは自
衛隊が米軍と海外で戦争するための陸上自衛隊の
「都市型戦闘訓練施設」にされていることも判明
しています。この歴史的遺産の保存を求める声も
出されています。

6　�米国立公文書資料館で、原爆投下の経
緯明らかに

1998 年 8 月「平和のための戦争展」では、山
口県周南市の徳山工業高等専門学校の工藤洋三教
授を招き「原爆投下の経緯」を講演してもらいま
した。工藤教授は、「原爆投下は、米軍が 1944 年
サイパン島・テニアン島・グアム島に基地を建
設したことで、B29 による日本本土爆撃が可能に
なったこと。米国の原爆投下の（マンハッタン）
計画は、秘密裏に莫大な予算をかけて、原子爆弾
のもたらす人体実験でもあったこと。投下目標は、
広島が 1 番、小倉が 2 番目（2）、長崎が 3 番目で
あり、上空 600 メートルで爆発すると直径 4.8㎞
の円内はすべてを破壊するため、168,000 人の都
市である小倉市を想定したこと。小倉は工業都市
で破壊予想の市街地であり原爆投下の条件を満た
していたこと。米国作戦命令書には『造兵廠を含
む小倉市街地』とされていること。投下目標は、
造兵廠ではなく造兵廠を含む小倉市街地であるこ
と。長崎に投下目標が変更されたのは小倉の『天
気が曇っていたため』が通説とされていたことは
正確ではないこと。
9日の小倉上空を飛来したボックスカー号の機
長は、10時44分『濃い靄と煙に覆い隠されていた』
と証言しており、前日の八幡大空襲の煙が小倉上
空まで舞い上がっていた。作戦命令書の『完全目
視下において照準、投下する』を守り、3回試み
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た後、投下を断念し、長崎に目標を変更した」と
報告されました。このように、米国立公文書館の
資料に基づき、事実を明らかにしたことは貴重な
成果でした。

7　北九州市の戦争遺跡の調査・記録

また、毎年の「平和のための戦争展」を通じて、
語り部や戦争遺品の展示、講演会を開催。小倉陸
軍造兵廠の地下道は、安川電機から JR西小倉駅
まで 1,4 キロに地下道や枝線が掘られており、貴
重な戦争遺跡です。「戦争展」の一環としての地
下道見学には約 400 人の市民が 3班に分かれて見
学会など戦争遺跡の調査を行い、2006 年に「北
九州の戦争遺跡」のガイドブックを発行してきま
した。
1997 年 7 月、「静岡平和資料館をつくる会」か
ら平和資料館をつくる会の小野逸郎事務局長が
「風船爆弾」を譲り受け、私や資料館の事務局メ
ンバーが破れた 10mある風船爆弾を和紙とコン
ニャク糊で修復作業を行い、8月の大手町病院の
体育館での「戦争展」で「風船爆弾」を展示しま
した。その後、「戦争展」で八幡市民会館の前で
展示中に強風と雨で、風船爆弾は壊れてしまいま
した。
2007 年に小倉陸軍造兵廠第一工場の屋上に
あった「防空監視哨」を小倉北区大手町グランド
に移設しました。また、門司区の水雷特攻基地で
あった「蕪 ( かぶ ) 島 ( しま )」の調査を行いまし
た。戦時中に爆弾が運動場に投下された小倉北区
にある北九州私立三郎丸小学校では、6年生にな
れば平和資料館に来館することが決まっていまし

た。6年生を中心に、自分たちの戦争展も開催し
ました。私も若松区の北九州市立古前小学校で平
和教育を行いました。

8　市に戦争体験を記録させる

1999 年 12 月 5 日には「北九州市の空襲を記録
する会」を結成し、1944 年 6 月 16 日の「八幡製
鉄所空襲」での製鉄所爆撃の本やビデオを発行し
ました。松本清張氏の『黒字の絵』で紹介された
1950 年朝鮮戦争の際に、岐阜県の米軍第 24 歩兵
連隊から城野分屯地に移送されたアフリカ系の米
兵 250 人が、小倉祇園太鼓の音に刺激され、脱走
した事件がありました。私はこの城野分屯地に送
られてきた米兵第 24 歩兵連隊が駐留していた岐
阜県各務原市に調査に行き、市民が戦争体験談を
詳しく記録していることに驚きました。私は市議
会で、この各務原市の経験をもとに、北九州市で
も戦争体験を記録するよう要望し、市政だよりで
戦争体験を募集し、本の発行やDVD映像を市に
記録させることができました。その一部が平和の
まちミュージアムでも放映されています。

9　市民運動の力で公的資料館を実現

北九州市は平和資料館を建設や小倉陸軍造兵
廠の存在も否定的でした。党市議団はくりかえ
し、「非核平和都市宣言」や平和資料館の実現を
市に求めてきました。その結果、2009 年に「非
核平和都市宣言」が全会会派一致で議決しまし
た。そして、2016 年 12 月には、前北橋市長がつ
いに世論に押されて「平和資料館建設」を答弁し、
やっと北九州市で平和資料館建設が現実のものと
なりました。市民による 27 年間の粘り強い運動
で、北九州市に公的平和資料館である平和のまち
ミュージアムを建設させることができました。
平和のまちミュージアムは、市民から寄贈され
た資料や戦争遺品の展示、小倉陸軍造兵廠、アメ
リカの国立公文書館の原爆投下の経緯、風船爆弾、
戦時下の暮らし、映像体験ができるコーナーを展
示しています。
一方、後世に戦争の悲惨さ平和の尊さを伝える
ため、平和授業の一環として、同ミュージアムで
「語り部」による被爆体験の講演は実現していま
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せん。しかし、「戦績・遺跡ツアー」は実現しま
した。
党市議団は、この中止を問題であるとし、再開
を求めています。

10　最後に

私と党市議団は、一貫して北九州市に対して戦
争の「加害と被害」の両面を展示すべきだと主張
してきましたが、残念ながら現政権への忖度とし
て「加害の責任」はあいまいです。市は私たちの
要求を一定受け入れましたが、平和のまちミュー
ジアムを運営委員会方式で市民の意見を反映すべ
きであることを要望しましたが、市民の代表の参
加を認めていません。今後、展示方法の改善も大
きな課題です。その限界を克服するため、「平和

資料館準備室」を引き継いで、北九州市若松区で
「民間の平和資料室・テイコ・ピレイス」（若松区
蜑住 245-3TEL090-4514-2365）を開館しています。
　2022 年 8 月 27 日開催された「平和のための
戦争展」は 27 回目でした。つまり平和資料館を
つくる運動と「戦争展」は一体に運動してきた証
です。「戦争展」では、平和資料館をつくる会の
小野逸郎氏と大石正信と民間の平和資料室を若松
で引き継いだ小松芳子さんの 3人の対談で一区切
りをすることができました。今後、平和資料館運
動は、自公政権による、台湾有事を口実にした、
「敵基地攻撃能力の保有」、軍事費の大増強、9条
改憲など戦争する国づくりをさせないためにも平
和資料館の役割は、一層重要になっています。　

（おおいし　まさのぶ）

【註】
（１）陸軍毒ガス兵器工場曽根製造所遺跡の現

存遺構とその意義―国内最重要級の戦争遺
跡：西南学院大学博物館研究紀要　第 12 号�
pp.19-65.�2024 年 3 月伊藤　慎二

　　　「各工室における毒ガス兵器製造は、以下
のような手順であった。毒ガス弾・毒ガス
筒へのガス液填実（充填）方法は、最初に
ガス液の入った容器「ボンベ」を各工室の
２階部分などの高所に設置し、真下に弾丸
弾体を置いた。そして、パイプによる自然
流開閉機を開いて填実する。その後、弾丸
のガス填実口を工具「万力」を使いネジで
締めつけるという簡単な方法であった。そ
のため、工室内には常に毒ガスが充満して
いる状況であったという（工藤 1997：216
頁）。当時実際に作業に携わった岡田清氏も、
同様の作業工程を図示している（第４図）。
戦時中の曽根製造所内部の状況については、
工藤瀞也氏 ( 工藤�1997)・尾崎祈美子氏 ( 尾
崎�1997)・岡田清氏（岡田�2001）の著作が
詳しい。これらの各著作では、細部に異な
る名称もあるが主要な施設名称の一致する
曽根製造所施設配置図（第５図）が掲載さ

れている。なかでも、工藤瀞也氏の著作『小
倉と原爆』は、元工員の証言を基に、主要
な各建物の当時の使用状況についてまとめ
た唯一の文献である。そこで、以下の現存
各建物遺構の役割や当時の使用状況に関し
ては、おもに工藤氏の著作記述を基に「当
時の状況」としてまとめた。

（２）1998 年 8 月 9 日�工藤洋三教授の小倉での
講演より「第 509 混成軍団の「作戦の要約」
では、「小倉は工業中心地での八幡に近く、
北九州に位置する人口 168，000 人の都市で
ある。この目標は、大きさが 3 マイル× 2
マイルで、多くの重要な工業目標がある」。
ここが、重要な部分で、目標は造兵廠では
なく、小倉陸軍造兵廠を含む小倉市街地で
した。原爆を開発したアメリカの科学者は、
原爆が地上 600 メートルで爆発すると直径 3
マイル（4.8㎞）の円内をすべて破壊するこ
とを想定していました。そのため、爆弾を
落とす都市は直径 3 マイル以上が必要であ
るとしていました。小倉はこの条件を満た
していました。
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第 5図

曽根製造所施設配置図・出典：ゼンリン社1984年版住宅地図

【参考文献】
工藤瀞也（1997）『小倉と原爆：軍都小倉と毒ガス
爆弾・風船爆弾製造の記録』、あらき書店（福岡）

尾崎祈美子（1997）『悪夢の遺産：毒ガス戦の果
てに〜ヒロシマ・台湾・中国』、学陽書房（東京）

岡田清（2001）『東京第二陸軍造兵廠曽根製造所：
その歴史と背景』、旧曽根製造所毒ガス傷害者
互助会、私家版（福岡）
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NPO法人くらすむ滋賀（以下、「くらすむ滋賀」）
は、2020 年６月に大学教員、建築士、公務員など
により滋賀県栗東市で設立されました。家屋を次
世代に住み継ぎ、地域のまちづくりの核として活
用することで、地域文化の伝承や地域社会の発展
に向けて活動しています。主に空き家となった家
屋の「住み継ぎ」をサポートするため、家屋所有
者と、新たな住まい手をつなぐ橋渡しを行ってい
ます。
また、事業の一環として住まい手や建物に関わ
る人々から、「まち」「地域」「自然」「文化」「生活」
などについて聞き取る「住まいの記憶史調査」を
行っており、本書では、栗東市南部に位置する中
山間地域「走井（はしり）」でこの調査を行ったこ
とを契機に地域の人々と深く関わったことが書か
れています。
はじめは走井に住む林業家・宮城定右衛門さん

を通じ、宮城邸と地域との関わりを調査しようと訪
れた「くらすむ滋賀」のメンバーですが、宮城さ
ん自身の生き方と地域への愛情に触れ、コミュニ
ティの一員かのように温かく迎え入れられました。
多くの中山間地域や小規模集落が抱える問題がこ
の走井集落にもあるにもかかわらず、とてもポジ
ティブに「なんでもやってみよう」と軽やかに周り

の人々を牽引していく宮城さんの魅力的な人物像
が書かれています。また、農林業や集落の将来に
ついての問題について、改善のために働きかける
宮城さんの行動力と、共に前に進む集落の仲間と
の活動についても紹介されています。
本書の終盤では観光庁が推進する「第２のふる

さとづくり」への取り組みについても紹介されてい
ます。走井地域を含む栗東市の中山間地域一体を
観光や体験ができる旅のフィールドとして発信し
ています。集落を第２のふるさとだと感じてもらう
ため、栗東市観光協会が取り組む事業に集落全体
をフィールドとして提供しており、集落の人々も事
業に協力しています。そんな現代の流れもキャッ
チし、将来の集落の活性化に生かそうと柔軟な取
り組みをされています。
日本のどこにでもある小規模集落、どこか懐か
しい山村風景ではあるのですが、宮城さんという
唯一無二の人柄から見えてくる走井集落とそこに
住む人々の魅力、それを守りたい、つなぎたいと
感じる人々の想いが書かれ、いわゆる田舎とよば
れる山村や中山間の地域での暮らし、その風景や
地域の歴史を次世代へ繋ぐとは何か、「すみつぐ」
とはどういうことかを考えさせられる１冊でした。

（たにだ　まこと）

NPO法人くらすむ滋賀	編著

『すみつぐ 愛すべき第 2 のふるさ
と走井』

谷田　誠（滋賀自治労連）

サンライズ出版　2024年 11月刊
定価：本体２０００円＋税
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少々刺激的なこのタイトル。考えながら働いて
いる人にとって、クソどうでもよい仕事が蔓延し
ていることを日々実感しているのではないでしょ
うか。
このブルシット・ジョブ（以下、「ＢＳＪ」と
いう。）とは、「完璧に無意味で、不必要で、有害
でさえある雇用の形態」と定義され、あってもな
くてもクッソどうでもよいし、それどころか、な
にかダメージをもたらすこともある、そんな仕事
のことです。一方、地味ながら社会的に意味のあ
る仕事はシットジョブ（以下、「ＳＪ」という。）
と呼ばれます。
ＢＳＪの大きな特徴は、社会的価値（他者を助
け、便益を提供する価値）に乏しければ乏しいほ
ど市場価値（報酬として客観的に測定できる価値）
が上がり、社会的価値と市場価値が反比例する点
にあります。つまり、社会的に意味のない仕事を
しているにもかかわらず、報酬が高いという矛盾
があります。現在の公務職場に目を向けると、こ
の問題は顕著です。国から言われたことを何も考
えずに、市民の役に立たない仕事（ＢＳＪ）に従
事している職員が、保育士・学童支援員・土木・
清掃などの専門性を持ち、市民の役に立つ仕事（Ｓ
Ｊ）に従事している職員より高い賃金を得ている
実態があります。また、ＢＳＪに従事している職

員が、ＳＪを民間委託や廃止の主導をしています。
また、本書はＢＳＪと新自由主義との関係性に
ついても言及しています。新自由主義は、お役所
仕事は非効率で、市場原理が働いている民間に任
せればうまくいくという発想です。しかし、新自
由主義的な改革は、効率化を謳っておきながら、
官僚制的な手続が増大させ、それに伴う無駄な仕
事や、それらを処理するための新たなポストを生
み出していて、本質的な効率化には至っていない
ことを指摘しています。各自治体で進められてい
るＤＸ化はまさしくこのとおりで、効率化するど
ころか、ＢＳＪが増加しています。また、民間に
任せればうまくいくはずが、インドと中国を除く
すべての地域で経済成長率が低下している事実を
指摘している点も興味深いところです。経済成長
率が低下したことは、新自由主義を正当化する理
論が破綻していることを示しています。
住民本位の行政になり切れていない原因は、市
民の声を聞かないだけでなく、いわゆる事務職が
漫然とＢＳＪを遂行している現状が挙げられま
す。また、公務職場で民間委託や廃止が進められ
ている状況で、ＳＪの必要性を主張していかなけ
ればなりませんが、本書は、ＢＳＪをなくし、Ｓ
Ｊを守っていくための一つの切り口となります。
� （ないとう�まさゆき）

酒井	隆史著

『ブルシット・ジョブの謎
クソどうでもいい仕事は
なぜ増えるか』

内藤　将之（自治労連埼玉県本部）

講談社現代新書　2021年12月刊
定価：1012円（税込み）
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編集後記

☆戦後・被爆80年の今年、戦争の悲劇が繰り返し報道・放映
されています。しかし、日本が侵した侵略の事実や政府の
加害責任は十分に報道されていません。逆に、自民党の西
田昌司参院議員のように、ひめゆりの塔の展示説明を「歴
史の書き換え」と発言するなど、事実に反する発言や歴史
の否定が繰り返されています。あらためて、歴史の事実に
向き合うことが必要です。
　　昨今、旧優性保護法・同性婚・生活保護裁判などで、基
本的人権の尊重と法の下の平等に反するものに違憲・違法
判決が相次いでいます。一人ひとりのいのちと基本的人権
を守り、そのためにも戦争する国づくりを許さない運動が
重要になっています。
☆今号の特集テーマは、「戦後80年―憲法と地方自治―」です。
憲法と地方自治の重要性、戦時中の兵事係の仕事、被爆80
年を考える、そして地方公務員の政治活動の重要性など幅
広い分野で構成しました。
　　座談会「辺野古訴訟とは何だったのか」、北九州市平和
のまちミュージアムの設立経過など、特集テーマに通ずる
論考を掲載しています。
☆石破少数与党政治のもとで、国民が声をあげれば、政治を
動かす可能性が生まれています。選択的夫婦別姓、消費税
減税などが国会で議論されるようになっているのも国民の
世論と運動が反映しています。7月には参議院選挙が行わ
れます。これまでの自民党政治を転換させるチャンスです。
国民一人ひとりの基本的人権を守る社会と政治を実現する
ために行動しましょう。（小山　国治）
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